
古
代
の
土
地
売
買
に
つ
い
て
（下〉
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【
要
約
日
　
前
の
二
篇
に
引
続
き
、
本
篇
で
は
先
ず
古
代
の
不
動
産
質
の
実
態
を
究
明
し
た
。
そ
こ
で
明
か
に
し
得
た
事
は
律
令
制
の
初
期
に
は
不
動
産

抵
薮
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
天
平
勝
宝
竺
年
以
来
禁
止
さ
れ
た
と
云
う
事
で
あ
る
。
爾
る
に
一
方
墾
田
・
園
宅
地
等
の
華
車
は
律
令
制
初
期
以
来
一
貫

し
て
変
ら
ず
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
不
動
産
質
の
禁
止
以
来
永
年
に
仮
托
す
る
風
が
生
じ
た
。
中
世
に
は
徳
政
令
回
避
の
方
法
と
し
て
こ
の
よ
う
な
事

が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
淵
源
は
古
代
に
蓮
湖
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
よ
う
な
風
習
は
不
動
産
質
の
禁
令
回
避
の
た
め
に
生
じ
た
二
次
的
な
も

の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
土
地
勘
売
と
不
動
産
質
の
不
可
分
性
に
基
づ
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
可
分
性
が
古
代
の
社
会
構
造
に
基
づ
く
事
を
明
か

に
す
る
た
め
に
は
、
古
代
の
土
地
所
有
権
の
性
格
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
中
田
鯉
濃
以
来
起
っ
た
古
代
の
土
地
所
有
権
の
公
有
・

私
有
論
争
と
そ
の
後
の
関
連
業
綾
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
明
か
に
し
得
た
事
は
、
国
家
の
土
地
に
対
す
る
権
利
は
衝
有
権
で
は
な
く
超
越
的
公
権
力
で

あ
り
、
古
代
の
土
地
所
有
権
は
土
地
を
媒
介
と
し
て
生
ず
る
貴
豪
族
と
耕
作
農
民
と
の
階
級
対
立
が
、
こ
の
公
権
力
に
よ
り
抑
制
調
整
さ
れ
た
現
象
形
態

だ
と
云
う
窮
で
あ
る
。
古
代
に
於
け
る
土
地
売
買
の
二
義
性
i
賃
租
と
永
売
…
は
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
土
地
所
有
権
の
性
格
か
ら
必
然
し
た
現
象

で
あ
り
、
土
地
売
買
の
分
析
を
通
じ
て
以
上
の
事
を
弱
か
に
し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
困
九
巻
五
号
　
一
九
六
六
年
九
月

七
　
不
動
産
質

古
代
の
出
挙
聾
利
息
附
貸
借
に
於
て
も
質
権
設
定
が
行
わ
れ
た
事

は
、
黒
髭
の
財
物
出
挙
の
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ム
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ソ

　
そ
の
質
は
物
主
に
番
う
に
罷
れ
ば
轍
く
売
る
事
を
得
ざ
れ
、
若
し
利
を
計

　
う
る
に
本
を
過
ぐ
る
ま
で
に
醗
わ
ざ
れ
ば
、
駈
司
に
告
げ
て
対
い
て
売
る

事
を
聴
せ
。

　
　
ア
ヤ

即
ち
乗
れ
る
事
有
ら
ば
還
せ
。

と
の
規
定
や
、
第
三
表
に
示
し
た
布
・
開
三
等
の
入
質
の
実
例
に
徴

し
て
も
明
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
質
法
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
点

が
多
い
。
先
ず
第
一
に
当
時
は
質
の
一
語
で
総
て
の
担
保
物
権
を
表

現
し
た
が
、
そ
の
内
に
は
現
今
の
抵
当
権
と
質
権
の
両
様
の
場
合
を
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含
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
中
田
博
士
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
わ
が
中

世
の
不
動
産
質
に
は
、
見
質
・
重
質
（
抵
当
．
無
占
有
質
）
と
入
質
（
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

有
質
）
と
の
用
語
上
の
区
別
が
あ
っ
た
。
古
代
に
は
そ
の
よ
う
な
区

別
を
示
す
用
語
例
が
知
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
史
料
に
即
す
れ

ば
矢
張
り
抵
当
と
占
有
質
の
二
様
の
語
義
の
存
在
が
推
測
し
う
る
の

で
あ
る
。

　
先
ず
抵
当
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
月
借
銭
の
質
の
例
を
挙
げ
う

る
。
既
述
の
如
く
月
借
銭
の
契
約
期
間
は
一
～
ニ
ケ
月
が
普
通
で
、

実
際
借
用
期
間
か
ら
見
て
も
三
ケ
月
の
例
が
大
部
分
で
あ
る
。
か
か

る
短
期
契
約
に
も
拘
ら
ず
空
唾
の
如
き
不
動
産
を
質
権
着
の
占
有
用

益
に
委
ね
る
と
云
う
事
は
解
し
難
い
。

　
の
み
な
ら
ず
月
借
銭
解
に
は
返
済
期
日
を
布
施
料
支
給
の
B
に
指

定
し
た
例
が
多
く
、
写
経
生
等
が
功
賃
と
し
て
支
給
さ
れ
る
布
施
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

調
布
等
を
当
込
ん
で
借
銭
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
質
に
例
の

多
い
布
・
調
布
は
実
は
こ
の
布
施
料
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
第
三
表
の
第
1
8
例
に
質
物
を
「
布
施
料
調
布
」
と
明
記
し

た
例
が
あ
る
が
、
右
の
推
測
を
支
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同

罪
2
4
・
5
1
に
「
夏
衣
服
」
・
「
国
養
物
」
を
質
と
し
た
例
が
あ
る
が
、

同
様
に
季
服
・
仕
丁
の
養
物
の
支
給
を
当
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

延
麿
十
八
年
三
月
九
日
官
符
ハ
三
代
格
六
一
〇
頁
）
に
「
王
親
或
は
多
年

を
募
っ
て
先
に
七
島
を
受
け
、
或
は
重
質
を
設
け
て
賎
物
を
借
乞

う
」
の
で
、
所
司
豪
民
の
暴
利
を
蘇
る
の
を
許
し
、
班
禄
の
日
に
濫

訴
が
絶
え
な
い
と
て
、
こ
の
悪
習
を
禁
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
月
借

銭
の
質
と
同
じ
例
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
推
測
に
し
て
大
過
な
し
と
す
れ
ば
、
月
借
銭
の
質
布
は
現

実
に
債
権
老
が
占
有
し
た
の
で
な
く
、
無
占
有
質
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
動
産
の
無
占
有
質
で
は
債
権
担
保
の
効
果
が
稀
薄
だ
か

ら
、
質
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
債
務
償
却
の
た
め
の

返
済
物
件
の
指
定
と
解
し
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。
田
宅
を
質

と
す
る
月
借
銭
解
の
例
で
も
、
1
6
・
3
5
・
5
2
等
の
如
く
返
済
期
日
を
野

服
・
布
施
料
の
支
給
鐸
に
指
定
し
て
い
る
か
ら
、
支
給
さ
れ
た
季
服
．

布
施
料
布
野
で
債
務
弁
済
を
す
る
点
は
布
を
質
と
す
る
場
合
と
同
様

で
あ
る
。
而
も
債
務
期
間
そ
の
他
の
契
約
内
容
上
で
も
全
く
相
違
が

な
い
か
ら
、
右
の
田
宅
質
も
質
布
の
場
合
同
様
無
占
有
質
弧
抵
当
と

解
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
第
二
に
天
平
六
年
五
月
置
三
二
官
符
（
三
代
格
．
続
紀
）
の
「
（
〔
続
紀
〕

大
倭
羅
十
四
郡
の
）
公
私
挙
稲
郡
下
に
数
多
し
、
責
徴
に
至
り
償
財
足

ら
ず
、
即
ち
田
宅
を
償
い
年
毎
に
挙
罪
す
、
便
に
償
う
所
を
計
る
に
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多
く
藤
本
を
過
ぐ
…
…
宙
今
以
後
稲
代
の
物
等
を
以
て
更
に
書
し
て

利
を
取
る
事
…
…
管
粥
禁
断
せ
よ
」
と
の
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
こ
こ
で
は
田
宅
は
出
挙
畑
稲
の
償
財
の
一
部
を
な
し
、
債
権
担

保
の
た
め
の
質
財
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
田
老
は
一
旦
債
権
者
に

償
わ
れ
て
後
、
改
め
て
債
権
者
か
ら
債
務
者
に
毎
年
出
挙
さ
れ
た
。

従
っ
て
こ
の
闘
宅
は
償
財
と
し
て
債
権
老
の
所
有
に
帰
し
た
と
も
解

し
う
る
が
、
む
し
ろ
実
質
的
に
は
依
然
と
し
て
債
務
者
が
占
有
用
益

し
、
債
権
春
は
田
宅
の
価
格
粗
野
の
債
権
額
を
担
保
す
る
た
め
の
抵

当
権
を
こ
の
隠
宅
上
に
獲
た
と
解
し
た
方
が
全
体
の
文
意
を
合
理
的

に
説
明
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
前
章
に
詳
述
し
た
よ
う
に

こ
の
官
符
は
利
息
累
計
が
元
本
額
を
超
え
る
事
を
禁
じ
た
大
宝
樹
令

の
出
挙
息
利
規
定
に
対
し
、
こ
れ
を
く
ぐ
る
た
め
に
負
債
を
債
務
者

の
田
宅
に
名
目
変
更
す
る
事
に
よ
り
鎧
櫃
の
継
続
を
計
る
脱
法
行
為

を
禁
じ
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
し
て
田
宅
は
名
二
上
は

出
挙
物
件
で
あ
っ
て
も
実
質
上
で
は
出
挙
契
約
の
抵
当
物
件
と
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
天
平
勝
宝
三
年
九
月
四
臼
官
符
（
三
代
格
）
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

　
右
豊
富
の
百
姓
銭
財
を
禺
製
し
、
貧
乏
の
民
宅
地
を
質
と
な
す
、
こ
」
に

　
責
急
な
る
に
至
り
露
ら
質
家
を
償
い
、
佳
居
に
処
な
く
遂
に
他
国
に
散
ず
、

　
厩
に
本
業
を
失
い
、
或
は
疲
弊
多
し
、
巌
た
る
ま
こ
と
に
深
し
、
自
今
以

　
後
藁
葺
禁
断
せ
よ
、
若
し
先
玉
の
約
契
あ
ら
ば
、
償
期
に
至
る
と
難
も
猶

　
ま
＼
に
佳
飽
し
梢
≧
に
酬
償
せ
し
め
よ
。

　
こ
の
官
符
は
財
物
義
挙
に
於
て
宅
地
園
圃
を
質
と
す
る
事
を
禁
じ

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
質
が
無
占
有
質
な
る
事
は
、
償
還
期
日
に

返
済
を
迫
ら
れ
て
（
善
書
）
質
家
を
以
て
償
却
し
自
ら
は
住
居
を
失

い
他
国
に
散
ず
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
債
務
者
が
償
還
日
ま
で
居
住

（
占
膚
用
益
）
し
て
い
る
事
が
明
か
で
あ
る
点
か
ら
云
い
う
る
と
思
う
。

　
然
ら
ば
占
有
質
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
不
動
産
の
占
有
質
の

例
は
管
見
の
及
ぶ
所
見
当
ら
な
か
っ
た
。
動
産
質
の
例
で
は
天
永
二

年
四
月
十
二
日
付
開
浦
院
住
僧
解
（
平
遣
四
一
「
五
八
二
頁
）
に
、
天
永

元
年
以
来
先
例
に
背
い
て
階
調
院
領
の
敷
地
・
畠
に
地
子
が
賦
課
さ

れ
る
事
と
な
り
、
鶏
代
等
が
そ
の
勘
責
の
た
め
に
住
僧
か
ら
質
物
と

し
て
衣
一
領
を
資
取
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
質
物
の
占
有
は
明
か
に

所
有
者
た
る
住
僧
か
ら
臼
代
に
移
転
し
て
い
る
か
ら
占
有
質
と
云
い

得
よ
う
。
又
保
元
三
年
九
月
十
一
臼
付
僧
量
産
陳
状
案
（
平
常
六
」
二

四
二
八
頁
）
に
、
東
大
寺
領
伊
賀
国
玉
滝
庄
執
事
覚
仁
と
庄
民
と
の
質

馬
十
九
疋
の
返
否
に
関
す
る
相
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
景
物
未
進
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又
は
造
内
裏
所
課
・
領
家
官
物
の
代
り
に
庄
民
か
ら
押
取
っ
た
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

う
か
ら
明
か
に
占
有
質
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
動
産
質
に
つ
い
て
は
古
代
に
も
占
有
・
無
占
有
慰
種

の
質
の
あ
っ
た
事
が
明
か
で
あ
る
が
、
不
動
産
の
例
は
い
ず
れ
も
無

占
有
質
で
あ
る
。
然
ら
ば
当
時
の
不
動
産
質
に
は
占
有
質
が
存
在
し

な
か
っ
た
か
と
云
う
と
必
ず
し
も
そ
う
は
断
言
し
切
れ
な
い
。
前
々

章
に
も
詳
述
し
た
よ
う
に
、
墨
時
の
土
地
売
買
に
は
不
動
産
の
占
有

質
の
機
能
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
に

当
時
の
不
動
産
質
の
実
態
特
に
占
有
質
の
例
の
見
出
し
難
い
理
由
を

考
え
、
次
に
土
地
売
買
の
占
有
質
的
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る

事
と
し
た
い
。

　
先
に
引
い
た
養
老
雑
題
財
物
出
挙
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
財
物
出
挙

の
際
の
質
権
の
設
定
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
利
息
が
元
本
同
額
に
達

し
て
も
な
お
債
務
弁
済
が
な
さ
れ
な
い
時
、
債
権
者
は
質
置
人
（
物

主
）
の
立
会
と
官
司
の
承
認
を
得
て
、
該
質
物
を
売
却
し
、
そ
の
代

価
の
内
か
ら
債
務
弁
済
を
受
け
る
事
が
許
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
質

権
行
使
の
方
法
は
稲
粟
幽
挙
に
も
準
用
さ
れ
允
事
が
雑
令
の
稲
粟
出

挙
の
規
定
か
ら
明
か
で
あ
る
。
こ
の
事
は
他
面
質
権
者
が
債
務
期
限

満
了
と
共
に
質
物
の
所
有
権
を
取
得
す
る
流
質
．
流
抵
当
が
認
め
ろ

れ
て
い
な
か
っ
た
事
を
示
す
と
思
わ
れ
、
そ
こ
に
現
行
民
法
と
詞
一

立
法
趣
旨
を
見
出
し
得
る
よ
う
に
思
う
。
流
質
・
流
抵
嶺
に
あ
っ
て

は
質
物
の
価
格
が
著
し
く
債
務
額
を
超
過
す
る
場
合
が
あ
り
、
債
務

者
に
不
利
を
招
き
勝
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
延
暦
十
八
年
三
月
九
日
官

符
（
三
代
格
）
に
「
王
親
臨
は
爵
禄
を
募
っ
て
先
に
少
価
を
受
け
、
或

は
重
質
を
設
け
て
斎
物
を
借
乞
う
」
と
述
べ
、
弘
仁
十
年
五
月
二
日

官
符
（
三
代
格
）
に
「
或
は
多
直
の
物
を
以
て
少
銭
の
質
に
取
り
、
偏

え
に
過
限
を
称
し
て
売
り
て
多
銭
を
収
む
、
官
司
を
経
る
事
な
く
、

ま
た
主
に
対
す
る
事
な
し
、
あ
ま
る
所
の
直
饗
す
べ
て
ま
た
還
さ
ず
」

と
記
し
て
い
る
の
は
、
律
令
政
府
嶺
局
者
が
質
権
に
関
し
前
述
の
如

き
配
慮
を
有
し
て
い
た
事
を
示
す
史
料
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
質
の
規
定
が
大
宝
令
に
も
存
し
た
か
否
か
は
遽
か
に

断
言
し
得
な
い
が
、
前
述
の
天
平
六
年
官
符
や
借
銭
解
（
第
三
表
－
～

3
）
及
び
天
平
勝
宝
三
年
官
符
等
の
例
か
ら
し
て
、
少
く
と
も
大
宝

令
鯛
下
に
も
稲
・
銭
財
等
の
出
挙
に
際
し
一
般
に
不
動
産
抵
当
が
行

わ
れ
て
い
た
事
は
誤
り
な
い
。
所
が
天
平
勝
宝
三
年
官
符
で
は
宅
地

園
圃
の
質
入
（
入
抵
当
）
を
禁
じ
た
。
こ
の
場
合
当
時
一
般
の
用
語
例

か
ら
す
れ
ば
、
園
圃
の
語
は
水
田
を
含
ま
な
い
と
想
像
さ
れ
る
が
、

保
延
二
年
九
月
付
明
法
博
士
勘
文
案
（
平
遺
五
一
一
九
九
〇
頁
）
に
前
掲
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雑
芸
の
条
文
と
右
窟
符
を
引
き
、
　
「
此
等
の
文
に
拠
り
検
す
る
に
、

（
臼
吉
一
筆
者
註
）
社
司
所
進
の
契
状
案
の
如
く
ば
、
負
債
の
張
或
は

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ

田
地
を
以
て
質
と
な
し
、
或
は
数
倍
を
限
っ
て
契
を
成
す
、
彼
此
共

に
禁
遇
を
忘
れ
、
　
互
い
に
科
条
を
犯
す
者
な
り
（
後
略
）
」
と
私
見
を

附
し
て
い
る
。
右
の
解
釈
が
妥
嶺
か
否
か
、
又
当
時
実
際
の
施
行
例

に
拠
っ
た
も
の
か
否
か
明
か
に
す
る
由
も
な
い
が
、
天
平
勝
宝
三
年

官
符
が
田
地
を
も
心
象
に
し
た
と
云
う
明
法
家
の
見
解
の
存
し
た
事

は
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
禁
令
の
繊
さ
れ
た
理
由
は
、
右
官
符
に
明
記
す
る
通

り
、
嶺
時
一
般
に
銭
財
出
挙
に
際
し
宅
地
等
の
入
抵
当
が
行
わ
れ
た

が
、
債
務
返
済
に
窮
す
る
と
こ
の
宅
地
を
以
っ
て
償
う
た
め
に
、
債

務
者
が
住
居
を
失
い
他
国
に
流
浪
す
る
弊
害
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
農
民
の
基
本
的
生
活
・
生
産
手
段
た
る
宅
地
園
躍
の
入
抵
当

は
、
当
時
の
実
情
と
し
て
流
抵
当
を
惹
起
し
易
く
、
農
民
生
活
を
破

壊
す
る
決
定
的
要
因
だ
っ
た
か
ら
、
不
動
産
抵
当
自
体
が
禁
止
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
延
暦
二
年
十
二
月
五
日
官
符
（
三
代
格
）
に
も
再
度
團

じ
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
不
動
産
質
の
禁
令
は
前
述
の
出

挙
勢
利
法
と
共
に
律
令
制
の
公
民
没
落
の
阻
止
政
策
の
軸
を
な
す
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

策
だ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
は
不
動
産
質
の
実
例
に
徴
し
て
も
考
え
ら
れ
る
。
第
三
表

を
見
る
と
、
不
動
産
質
の
例
は
奈
良
時
代
以
後
平
安
中
頃
ま
で
長
い

空
白
期
間
が
あ
る
。
他
の
史
料
で
冤
て
も
、
平
安
期
の
不
動
産
質
の

初
見
史
料
は
、
天
元
四
年
十
二
月
四
日
掛
伊
福
部
真
実
問
状
（
法
曹
類

林
所
収
）
と
、
永
延
二
年
三
月
廿
五
日
大
乗
院
十
禅
師
聖
野
間
状
（
切

上
一
丁
四
六
六
頁
）
の
「
所
領
庄
の
公
験
を
以
て
質
と
な
す
」
と
あ
る
例

で
以
降
折
尺
散
見
す
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
平
安
初
期
ま

で
は
不
動
産
抵
墨
の
禁
令
が
ほ
ぼ
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
す
る
。

　
然
ら
ば
平
安
初
期
に
は
果
し
て
不
動
産
質
を
完
全
に
禁
止
し
得
た

で
あ
ろ
う
か
。
何
等
か
の
脱
法
行
為
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
此
所
で
考
う
べ
き
は
不
動
産
の
流
質
・
流
抵
当
と
売
買
と
の
関

係
で
あ
る
。
当
時
流
質
を
表
わ
す
語
に
、
渡
進
め
る
・
去
進
め
る
・

流
渡
す
等
の
用
語
例
が
あ
り
、
流
質
証
書
を
流
文
・
空
文
・
竪
文
等

と
称
し
た
。
二
王
の
例
を
挙
げ
る
と
、
康
和
元
年
九
月
廿
一
日
付
議

良
秀
田
地
質
券
（
平
遺
閤
－
一
三
七
五
頁
）
に
、
良
秀
が
僧
長
逞
か
ら
凡

網
八
十
疋
を
借
用
し
た
質
に
田
二
段
を
差
進
め
、
翌
月
中
に
返
済
出

来
ぬ
場
含
は
永
く
領
掌
さ
れ
た
い
と
の
入
質
契
約
を
し
て
い
る
。
永

く
領
掌
す
る
と
は
流
質
の
事
で
あ
ろ
う
。
又
右
に
差
進
め
る
と
云
っ
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て
い
る
の
は
、
中
田
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
中
世
の
差
薬
（
無
占
有
質
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
差
す
と
同
じ
用
語
法
で
あ
ろ
う
。
後
述
の
諸
例
で
は
差
置
く
・
指

置
く
等
の
用
語
例
も
あ
り
、
同
義
と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
保
延
四
年
三
月
廿
三
日
薦
僧
行
円
出
挙
米
借
状
（
平
遺
烈
一
二

〇
一
五
頁
）
に
、
田
一
段
の
券
文
を
質
に
差
遣
い
て
腐
風
息
受
壷
を
借

り
、
こ
の
年
秋
に
五
割
の
利
恵
を
添
え
て
弁
済
を
約
す
る
と
共
に
、

若
し
年
内
に
弁
済
し
得
ぬ
時
は
別
に
流
文
を
作
成
せ
ず
こ
の
借
状
を

以
て
進
退
せ
ら
る
べ
し
と
記
し
て
い
る
。
更
に
僧
壱
楽
繕
言
米
借
用

状
（
平
遺
七
…
二
六
三
九
貰
）
と
仁
安
三
年
十
二
月
十
七
臼
学
僧
娯
楽
質

地
去
状
（
平
遺
七
一
工
七
二
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
恐
ら
く
僧
壱
楽
は
長
寛

二
年
に
二
郎
房
か
ら
融
挙
動
七
海
を
年
利
五
割
で
借
り
、
家
地
一
所

の
券
文
を
質
に
差
置
い
た
が
、
仁
安
三
年
冬
に
至
り
未
進
巨
多
と
な

っ
た
～
年
五
割
の
複
利
と
す
れ
ば
元
利
合
計
五
．
三
石
余
と
な
る

一
の
で
、
右
質
地
を
永
く
渡
進
め
た
。
又
承
安
五
年
三
月
赫
九
日

付
の
大
法
師
誰
覚
質
地
…
券
，
（
平
遺
命
上
一
八
四
九
頁
）
と
岡
年
月
日
付
某

出
挙
米
借
用
状
（
平
遣
七
⊥
一
八
五
〇
頁
）
で
は
六
型
米
三
・
叩
石
の
質

に
水
田
三
段
大
の
論
文
が
指
置
か
れ
、
同
年
内
に
弁
済
し
得
ぬ
時
は

右
質
券
を
流
渡
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
出
挙
米
等

の
利
息
付
消
費
貸
借
に
嘗
て
は
、
契
約
の
当
初
田
地
の
入
抵
当
…
一

田
券
を
債
権
考
に
託
す
る
文
書
質
が
行
わ
れ
、
契
約
弓
隠
内
に
返
済

し
得
ぬ
場
合
流
抵
当
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
所
が
次
の
例
は
流
質
証
書
を
売
券
と
称
し
た
例
で
あ
る
。
保
延
二

年
十
二
月
十
五
日
付
豊
前
禰
宜
圏
門
解
（
平
遣
口
－
一
九
九
四
頁
）
に
、
同

一
累
進
文
書
を
沽
券
と
も
難
文
と
も
称
し
て
い
る
。
又
承
安
元
年
十

一
月
九
日
付
言
野
為
遠
田
地
売
券
（
平
遺
｝
○
去
濫
八
九
九
頁
）
に
、
三
遠

が
僧
増
益
房
か
ら
借
り
た
負
米
三
石
の
代
り
に
田
一
反
の
券
文
を
永

年
を
限
り
増
善
房
に
総
意
し
た
が
、
こ
の
弁
進
を
ま
た
沽
却
進
め
る

と
も
記
し
て
い
る
。
又
寿
永
二
年
正
月
廿
一
日
付
僧
義
漿
田
地
売
券

（
平
遣
八
土
…
δ
七
九
頁
）
に
、
僧
教
俊
に
田
地
一
段
を
直
米
六
石
で
沽

却
す
る
に
際
し
、
こ
の
田
の
本
公
験
を
副
え
渡
し
流
す
べ
き
だ
が
、

連
券
な
の
で
副
え
進
め
ら
れ
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
負
債
米

六
石
に
対
し
て
質
地
一
段
を
流
抵
当
す
る
事
を
油
却
と
称
し
た
例
と

云
い
得
よ
う
。

　
此
等
の
例
は
流
質
と
債
、
務
弁
済
の
お
一
・
め
に
債
，
務
者
が
債
権
者
に
対

し
て
行
う
田
地
の
売
却
と
が
嶺
時
観
念
上
必
ず
し
も
樟
脳
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
事
を
示
す
と
も
解
し
得
よ
う
が
、
前
述
し
た
律
令
制
の
不

動
産
の
輪
講
惑
・
流
抵
当
の
禁
止
政
策
と
云
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
脱
法
行
為
と
し
て
質
入
を
売
買
に
装
う
事
が
行
わ
れ
た
結
果
こ
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の
よ
う
な
用
語
上
の
混
同
が
生
じ
た
と
云
う
解
釈
が
先
ず
可
能
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
中
世
に
於
て
は
徳
政
園
避
の
擦
的
を
以
て
二
種
の
券
文
を
作
り
、

質
入
を
売
買
に
装
い
、
又
は
売
買
を
寄
進
贈
与
に
仮
託
し
た
り
、
貸

借
物
を
預
物
と
称
す
る
等
の
事
例
が
鎌
倉
時
代
以
降
多
く
見
ら
れ
る

事
は
、
既
に
中
田
博
士
や
中
村
直
勝
博
士
・
三
浦
周
行
博
士
等
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
指
摘
さ
れ
て
居
り
、
室
町
時
代
に
は
か
か
る
行
為
が
極
め
て
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

的
に
行
わ
れ
た
事
も
三
浦
博
士
が
明
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
古
代
の

質
地
去
渡
状
と
土
地
売
券
に
つ
い
て
も
同
様
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
は
恐
ら
く
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
即
ち
中
田
博
士
が
「
王
朝
の
徳
政
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

仁
政
に
し
て
室
町
の
徳
政
は
暴
政
な
り
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
鎌

倉
期
を
境
と
し
て
前
後
の
徳
政
に
性
格
の
変
化
が
生
じ
た
と
云
う
の

が
現
在
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
る
通
説
的
見
解
で
あ
る
。
従
っ
て
鎌

倉
期
以
降
の
事
情
を
以
て
古
代
の
事
情
を
推
測
る
事
は
穏
甕
で
な
い

と
云
う
事
で
あ
る
。
か
か
る
反
論
に
答
え
る
為
に
は
徳
政
全
般
を
論

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
余
裕
も
な
い
の
で
詳
細

は
別
稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
本
論
に
関
連
す
る
限
り
に
於
て
論
ず
る

事
と
し
た
い
。

　
先
ず
古
代
と
中
世
の
徳
政
の
相
違
に
関
す
る
従
来
の
見
解
を
更
に

詳
述
し
よ
う
。
中
世
の
徳
政
が
暴
政
と
云
わ
れ
る
所
以
は
、
そ
の
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

源
と
云
わ
れ
る
永
仁
五
年
徳
政
令
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
土
地
永
売

の
無
効
取
返
・
田
地
質
入
の
解
除
請
戻
の
如
き
政
治
的
越
廼
措
置
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
浦
博
士
が
詳
論
さ
れ
た
よ
う
に
、
鎌

倉
末
幕
府
体
欄
の
危
機
の
時
点
に
於
て
幕
府
の
政
治
経
済
の
基
盤
た

る
御
家
人
層
の
救
済
と
そ
の
所
領
の
保
全
を
三
景
と
し
た
一
種
の
危

機
打
夕
風
で
、
徳
政
の
政
治
的
側
面
と
評
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
て
古
代
の
徳
政
が
仁
政
と
評
さ
れ
る
所
以
は
、
例
え
ば
文
徳

実
録
斉
衡
元
年
十
一
月
辮
日
条
の
改
元
詔
に
「
随
時
徳
政
、
逐
五
帝
」

　
　
　
　
　
　
⑫

と
見
え
る
よ
う
に
、
古
代
に
は
天
変
・
地
異
・
疾
疫
・
改
元
・
即
位

等
吉
凶
に
つ
け
て
大
赦
・
賑
憧
・
租
税
原
郎
等
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

中
国
の
王
道
思
想
の
影
響
を
受
け
て
徳
政
と
称
し
た
事
に
よ
る
。

　
確
か
に
先
学
の
研
究
で
明
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
徳
政
の
藷
義
が

時
代
と
共
に
変
化
し
た
事
は
論
議
の
余
地
の
無
い
所
で
あ
る
。
し
か

レ
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
変
化
は
鎌
倉
期
以
降
と
難
も
存
し
た
の
で
あ

っ
て
、
例
え
ば
室
町
期
の
徳
政
一
揆
は
同
じ
く
不
動
産
の
売
買
・
質

入
に
関
す
る
契
約
の
破
棄
、
売
買
・
質
入
物
の
返
還
を
霞
的
と
し
た
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と
云
っ
て
も
、
鎌
倉
期
の
徳
政
の
如
く
幕
府
権
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
の
で
は
な
く
、
大
商
人
・
高
利
貸
顯
に
対
す
る
農
民
の
自
発
的
集

団
的
要
求
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
徳
政
の
語
義
の

時
代
的
変
化
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
徳
政
の
語
義
の
時
代

的
変
化
を
明
か
に
す
る
事
は
徳
政
の
理
解
上
不
可
欠
な
事
は
云
う
迄

も
な
い
が
、
同
暁
に
か
か
る
変
化
の
背
後
に
一
貫
し
て
存
す
る
徳
政

の
本
質
を
明
確
に
す
る
事
が
よ
り
一
暦
重
要
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
鎌
倉
期
以
降
の
徳
政
の
特
色
と
云
わ

れ
る
不
動
産
の
売
買
・
質
入
契
約
の
破
棄
、
野
曝
・
質
入
地
の
返
還

は
此
の
時
期
以
降
に
の
み
行
わ
れ
た
事
象
で
は
な
く
、
古
代
に
も
こ

れ
に
類
す
る
行
政
管
物
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
早
く
井
野
辺
茂
雄
博
士
は
古
代
に
屡
々
即
せ
ら
れ

た
公
私
負
稲
の
免
除
全
が
一
当
時
そ
れ
は
徳
政
と
呼
ば
れ
て
は
い

な
か
っ
た
が
！
i
中
世
の
徳
政
令
に
於
け
る
負
俵
破
棄
の
措
置
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

的
前
縦
で
あ
っ
た
事
を
指
摘
さ
れ
、
三
浦
博
士
は
井
野
辺
博
士
が
別

種
の
も
の
と
さ
れ
た
古
代
の
徳
政
と
こ
の
負
稲
免
除
令
が
本
源
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
同
一
精
神
か
ら
発
し
た
施
策
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
質
入
地
・
売
却
地
の
本
主
へ
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
延
暦
十

一
年
四
月
二
心
紀
（
類
意
巻
～
八
二
）
に
、
摂
津
国
嶋
上
郡
の
菅
原
寺
以

下
の
三
寺
が
買
得
又
は
債
務
者
か
ら
償
取
し
た
野
十
三
町
を
本
主
に

返
還
し
た
例
と
、
延
喜
二
年
三
月
十
三
日
官
符
i
荘
園
整
理
令

（
三
代
格
六
〇
七
頁
）
…
の
皇
院
直
宮
・
五
位
以
上
の
王
臣
家
が
寺
社

百
姓
等
か
ら
買
得
し
た
田
地
を
公
験
に
従
い
本
主
に
返
還
す
る
事
を

命
じ
た
例
と
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。

　
然
ら
ば
こ
の
よ
う
な
行
政
措
置
は
古
代
に
は
如
何
な
る
倒
的
で
行

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
負
稲
免
除
令
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
零
時
免
除
令
が
対
象
と
し
た
も
の
は
、
租
・
調
∵
庸
（
歳
役
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

雑
徳
の
外
公
私
出
挙
稲
を
も
含
む
が
、
福
稲
と
囲
う
場
合
は
公
私
出

挙
稲
の
未
返
済
分
を
指
し
て
云
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
前
章
に
も

述
べ
た
知
く
稲
の
出
挙
は
秋
の
収
穫
後
に
当
年
中
に
借
受
け
た
本
管

に
利
分
を
加
え
て
返
済
す
る
の
を
原
則
と
し
た
。
養
老
四
年
三
月
十

七
日
官
奏
（
続
紀
）
の
第
一
条
に
、
大
税
出
挙
は
薙
年
春
百
姓
に
貸
与

え
て
秋
熟
後
に
事
納
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
事
、
而
し
て
利
稲
の
徴

収
は
前
に
既
に
停
止
を
命
じ
た
が
、
本
決
は
貸
与
の
年
の
秋
収
後
に

必
ず
返
済
せ
し
め
、
後
年
ま
で
延
滞
（
蓮
懸
）
し
て
は
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
⑰

戒
め
て
い
る
。

　
断
が
第
四
表
で
も
明
か
な
よ
う
に
、
出
挙
稲
の
場
合
は
免
除
令
発
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除表免挙稲出箪四褒

由理容内三年囲範霜月年

豫
御
位
饅
幸
祥
果

不
崩
即
鱗
行
透
水

毘
元
作
病

救
改
豊
疫

幸
町
元
位
罠
熟
熟
祥
　

民
都
営
彿

　
　
　
　
　
　
　
　
ク

行
不
改
．
即
撫
不
不
馴
　
撫
遷
燈
崩

公私魚稲・貨財

（公私2）負償利

　　大税利

　　負税

　　正税利・1玉本利

　　大税

　　挙税利

　　大税利（ξ農貸）

公私繊挙稲粟牽償上

公私負稲

　　官物未納

公泓未納稲

公　穣
私　稲

繊単蕉税利

公私所負稲

　　所義脚税本利（3郡）
　　　　〃　　利（余郡）

公私負債未納

公私挙物利

　　蟹物欠負未納

　　堅物未納已言上

公私鎌負（公単利・私利）

　　胃稲未納

　　正税未納

　　　　　！一

依不登申窟薦税神寺稲未納

　　田挙逆撫

　　黙1挙官稲息利減

　　所負ll三税未納謡上

天武14年以前

　　　　1！

今年以後3ケ年

今年

大室2年以前

今年

（今年以後）3ケ年

和鋼4年以前

養老2年以前

神亀3年以前

天平1年以前

天平8年以前
ク7年以前

今年

天3拝11年以前

1年以前・身亡

8歳以前

1年以前

以前

5年目前

8年以前

2年以酋

3年以前

10年以前

3年

3｛｛三£ゾ、鳶看丁

字
丁
字
字
護
霊
亀
暦
年
暦

三
二
宝
宝
神
景
宝
延
今
延

　
　
　
園
日
脚
　
岡
力
　
　
園
隅

　
ク
〃
　
　
　
　
〃
　
　
国
〃
ク

全
　
　

8
紀
全
　
諸
全
　
　

4
金

ク
　
〃

内河

全国力

　！1

全：岡

全　菌

3「薦

武蔵
2国
全図
乙訓郡

准役夫隅

全困

1朱鳥1・7・

2持統1 ・7 ・聯『二

3文武1・8・17

4　　　壬12・7

5大宝1・10・9

6慶雲1。5・10

7　2－4・3
8和銅4・11・22

9　6・9・19
10養老4・3・三7

1正天平1・8・5

12　3・8－25

13　9・8・13
14　11　・　S　・30

15　12・6・15

16勝宝1・10・14

17　3　・　11－　10

182義：k｝二1　・　8　・18

19　2・8－1
20　4・11・6
21　　　　　フ　・　1　・　正5

22ネ1i［護1　・　3　・　2

235巽饗ミ2・6・21

24二義ゴ〔1、1　・　5　・11

25　11・　1　・19

267f垂…；＄6・正0・8

27　7・9・26
28　 9・ヨ三3・16

令
よ
り
二
…
二
年
前
以
．
往
の
利
一
肩
は
元

（688）

利
合
計
が
債
務
打
切
り
の
処
謄
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8

る
の
が
一
般
で
、
租
庸
調
等
の
免
除
が

殆
ん
ど
当
年
度
分
に
隈
ら
れ
て
い
る
の

と
著
し
い
対
象
を
な
し
て
い
る
。
例
え

ば
持
統
一
一
年
六
月
戊
戌
紀
の
天
武
天
皇

崩
御
の
折
の
大
赦
令
で
は
今
年
調
賦
の

半
が
免
ぜ
ら
れ
、
同
懸
年
九
月
乙
酉
紀

に
は
持
統
茨
皇
の
紀
伊
巡
行
に
よ
り
今

年
京
師
の
田
租
・
口
賦
の
免
除
が
記
さ

れ
、
爾
後
同
様
の
例
は
枚
挙
に
蓬
が
な

い
。

か
か
る
幽
挙
手
免
除
を
更
に
正
税
帳

か
ら
考
察
す
る
と
、
先
ず
百
姓
が
死
亡

し
た
場
合
そ
の
死
亡
年
度
に
当
人
の
公

出
挙
本
物
を
免
除
し
た
事
が
、
殆
ん
ど

総
て
の
正
税
帳
と
天
平
十
一
年
備
中
国

大
税
負
死
亡
人
二
等
か
ら
知
る
事
が
出

来
る
。
所
が
こ
の
種
の
免
稲
と
は
別
に
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正
税
帳
で
は
未
納
稲
の
減
籏
が
行
わ
れ
て
い
る
。
、
例
挙
す
れ
ば

ω
天
平
二
年
度
大
倭
国
正
税
帳
山
辺
郡
条

　
今
年
度
幽
挙
本
選
一
四
一
｝
四
・
八
東
か
ら
死
亡
人
負
稲
二
五
〇
束
・
来
納

　
一
〇
〇
〇
束
を
引
き
、
残
一
七
四
・
八
束
を
圓
収
本
綴
と
し
て
収
支
計
算

　
し
て
い
る
。

働
天
平
九
年
度
長
門
国
正
調
帳
総
計
部
と
豊
浦
郡
条

　
無
利
息
借
貸
漢
語
の
未
納
分
の
減
算
が
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
総
計
部
で

　
は
誘
客
九
一
・
五
五
石
、
頴
九
二
七
八
・
二
束
を
本
稲
藁
よ
り
減
じ
、
豊

　
浦
郡
条
で
は
穀
雨
九
七
・
三
七
石
を
本
穀
か
ら
減
じ
て
紋
支
計
算
し
て
い

　
る
。
同
郡
条
で
は
未
納
穎
稲
も
減
じ
た
ら
し
い
が
欠
脱
の
た
め
確
認
し
難

　
い
。

⑧
天
平
九
年
度
豊
後
国
正
税
帳

　
球
珠
郡
条
に
未
納
穎
稲
二
四
四
五
束
減
等
の
例
が
迷
え
る
。
但
し
収
支
明

　
細
部
の
末
尾
に
天
平
五
・
六
年
度
の
未
償
穎
稲
掛
三
二
七
七
・
五
五
束
が

　
九
年
度
の
収
支
計
篁
と
無
関
係
に
「
並
宝
引
勅
放
免
畢
」
と
注
し
て
記
載

　
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
未
償
稲
は
天
平
五
・
六
年
度
の
正
税
帳
で
未
納

　
と
し
て
一
旦
一
箪
さ
れ
た
後
、
圓
収
の
機
会
の
な
い
内
に
、
九
年
に
至
り

　
負
稲
免
除
令
－
第
四
褒
⑱
の
八
月
十
三
碍
詔
が
そ
れ
と
す
れ
ば
公
稲
は

　
天
平
八
年
度
以
前
の
未
納
稲
に
適
用
さ
れ
る
一
が
発
令
さ
れ
た
の
で
、

　
本
年
の
帳
で
放
免
の
由
を
開
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
臨
入
郡
及
び
不
詳

　
郡
断
簡
一
紙
に
も
岡
様
の
記
載
が
断
片
的
に
見
受
け
ら
れ
る
。

㈲
天
平
九
年
慶
和
泉
監
正
税
帳

　
総
計
部
及
び
㌶
根
郡
条
に
於
て
九
年
度
出
挙
未
納
穎
稲
の
減
蝉
が
行
わ
れ

　
　
　
⑲

　
て
い
る
。
又
大
臼
本
古
文
書
⇔
の
本
説
所
収
順
序
で
第
三
片
目
は
大
鳥
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
条
の
後
半
部
分
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
蚊
支
明
細
部
の
末
尾
と
覚
し
き

　
部
分
に
天
平
工
・
四
・
五
年
度
の
来
乾
分
総
計
八
二
五
六
．
五
束
が
天
平

　
九
年
八
月
十
王
羅
の
恩
勅
で
免
ぜ
ら
れ
た
と
注
し
て
い
る
。
本
部
は
欠
脱

　
が
多
い
の
で
計
鞍
上
確
認
し
難
い
が
、
恐
ら
く
奴
支
明
細
都
で
娼
挙
稲
豪

　
納
分
を
減
算
し
、
そ
の
末
尾
に
全
体
の
収
支
計
鋒
と
無
関
係
に
免
除
さ
れ

　
た
雪
年
負
稲
の
明
細
を
掲
記
す
る
と
云
う
前
掲
豊
後
羅
正
税
帳
と
問
じ
記

　
載
形
式
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
本
片
で
は
免
除

　
稲
に
引
続
き
天
平
四
年
の
借
貸
未
納
五
六
六
・
五
束
と
欠
酒
二
五
・
七
七

　
石
を
掲
記
し
て
い
る
し
、
日
根
郡
靴
師
重
税
の
項
に
は
天
平
三
年
未
納
二

　
ご
一
九
束
を
記
し
て
い
る
が
、
神
税
未
納
は
借
貸
と
注
す
る
だ
け
で
収
支

　
計
弊
に
無
関
係
で
あ
る
。
恐
ら
く
借
貸
未
紬
と
欠
漁
も
同
様
の
扱
い
を
さ

　
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
借
貸
未
納
は
故
和
泉
正
田
辺
史
首
名
と
主
政

　
土
師
宿
禰
広
浜
に
対
す
る
岡
司
借
貸
で
あ
り
、
－
下
酒
は
前
禰
泉
佑
丹
比
宿

　
一
襲
足
留
が
償
う
べ
き
欠
失
強
物
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
顛
朝
借

　
貸
・
官
司
欠
失
物
等
は
税
帳
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
如
く
負
稲
免
除
令
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
適
用
を
受
け
な
か
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
然
し
公
出
挙
衆
納
稲
も
必
ず
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免
除
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
次
に
徴
収
の
例
を
挙
げ
よ
う
．

⑤
　
天
平
六
年
度
尾
張
国
｝
止
税
…
帳

　
総
計
部
出
挙
稲
の
項
の
末
尾
に
（
古
一
i
六
一
三
頁
）
　
「
天
平
四
年
乗
納
徴

　
納
一
百
九
十
束
扁
と
記
す
。

⑥
天
平
八
年
度
薩
摩
国
正
税
帳

　
大
日
本
古
文
書
ω
所
収
の
本
葉
の
第
一
．
二
片
は
某
郡
の
ほ
冥
完
結
せ
る

　
収
支
決
箆
を
示
す
が
、
蚊
支
明
細
部
の
末
尾
に
天
平
四
年
未
償
一
九
八
九
・

　
五
東
　
　
実
際
の
微
納
加
算
額
は
毒
死
哲
姓
の
免
稲
五
一
束
を
除
く
一
九

　
三
八
・
五
束
…
を
微
監
置
算
し
て
い
る
。
他
に
も
匿
名
不
詳
断
簡
二
例

　
に
天
平
四
年
忌
償
稲
徴
納
の
記
載
が
あ
る
が
、
断
箇
の
た
め
三
彩
の
事
実

　
を
計
数
上
確
認
し
難
い
。

　
以
上
で
出
挙
未
納
稲
が
負
死
百
姓
の
負
稲
と
共
に
死
亡
・
未
納
の

生
じ
た
年
度
の
収
支
決
箕
で
暫
定
的
に
減
算
処
理
さ
れ
、
後
年
船
影

又
は
免
除
令
発
令
時
に
加
箪
又
は
最
終
処
理
が
な
さ
れ
た
事
が
明
か

に
な
っ
た
と
思
う
。
然
ら
ば
暫
定
的
に
繋
馬
処
理
さ
れ
た
未
納
稲
は

最
終
処
理
を
了
す
る
迄
の
間
の
各
年
度
の
正
税
帳
で
は
如
何
に
扱
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
天
平
八
年
度
摂
津
国
正
税
帳
の

国
郡
の
項
の
最
末
尾
に
天
平
二
・
三
・
四
半
年
度
の
未
納
本
給
合
計

一
五
三
二
・
七
束
が
掲
記
さ
れ
て
い
る
例
が
注
意
さ
れ
る
。
当
年
度

の
最
終
決
算
額
の
後
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
恐
ら
く
当
年
の
収
支

に
は
全
く
無
縁
で
あ
り
、
且
つ
免
除
令
適
用
の
注
記
も
な
い
。
こ
れ

が
減
等
以
後
最
終
処
理
以
前
の
未
納
稲
の
扱
い
方
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
記
載
中
に
負
死
百
姓
の
免
罪
が
注
記
さ
れ
て
い
る

の
は
、
未
納
百
姓
中
天
平
八
年
に
死
亡
し
た
者
の
分
を
減
算
し
た
慕

を
示
し
、
九
年
度
の
帳
に
は
残
額
が
未
納
稲
と
し
て
掲
記
さ
れ
た
の

　
　
　
㊧

で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
公
出
挙
稲
は
出
挙
当
年
内
に
返
済
す
べ
き

建
前
に
も
拘
ら
ず
、
四
～
七
年
間
も
未
返
済
の
例
が
少
く
な
い
墓
を

赤
し
得
た
と
思
う
。
こ
れ
等
負
稲
は
前
掲
史
料
⑤
⑥
の
如
く
後
に
徴

納
さ
れ
た
例
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
当
時
の
農
民
生
産
力
が
負
稲

を
弁
済
す
る
だ
け
の
余
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
か
ら
一
度
生
じ
た
負

債
は
容
易
に
弁
済
し
得
な
い
の
が
実
情
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
上
未
納
稲
の
発
生
は
極
め
て
頻
繁
で
、
而
も
要
撃
に
対
す
る

比
率
も
高
か
っ
た
。
第
五
表
は
正
税
帳
記
載
の
史
料
か
ら
作
成
し
た

耳
順
本
稲
・
未
納
稲
・
娼
挙
を
受
け
た
百
姓
が
死
亡
し
た
場
合
の
免

稲
の
比
率
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
豊
後
・
和
泉
・
摂
津
三
国
で

は
殆
ん
ど
連
年
の
如
く
未
納
稲
が
発
生
し
て
い
る
。
地
域
に
よ
っ
て

は
頻
度
が
早
め
て
高
か
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
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年　度・国　郡　名

　
　
　
　
　
　
　
つ
ロ

市
下
辺
上
田
　
都
鳥

十
城
山
添
山
　
俳
大

綴
〃
〃
ク
蔽
鮒
〃
線

フ
ロ

，
平
ク
〃
ク
ク
ク
〃
〃

天

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　

ひ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

？
響
町
餅
㎜
旗
？
〃
鶏
～
p
～
？
酷
勲
舳
翻
搬
騰
畝
繍
？
2
2
職
野

曝
齢
・
〃
・
〃
辮
ク
昏
惑
藤
〃
〃
緻
〃
〃
〃
鱗
〃
〃
鍛
〃
線
懸
〃
醐
〃
撒
ク
灘
轍
躍

　
　
　
　
　
　
3
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　

6
　
　
　
　
8
　
9

ク
ク
〃
〃
〃
〃
…
平
浅
「
ク
〃
〃
ク
ク
〃
〃
〃
〃
〃
ク
〃
平
－
〃
〃
滋
1
〃
〃
ク
〃
ク
欝
学
〃
…
平

　
　
　
　
　
　
天
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
　

天
　
　
　
　
天
　
天

11 11

？

園地

丹・生（郡稲）

足羽　ク

加賀　〃

球珠

大鳥～

？

？（儲貸）

？　　ク

球珠

薩入

豊浦　〃

（イ〉出挙本玉

11406來
2657．4

1424．8

2535．7

66S4，

16180．

1320

27662．

13534

132SO．

31670．

63370．

2112

　282．

　742．

　478

1294．54

7360．

12101．08

22S704．

32040．

17848

26668．

10100

15776

稲穀合計
　81303．　芽〔

穀

　　633．8石

41　（691）

五 衷

（ロ）未納稲

1000　束

（S70）

　（注イ）

（764）

（176）

（592．7）

（5756．7）

（190）

（1989．5）

（1245．5）

（S54．5）

（1484．05）

（5771．56）

（1929．8）

（1793．5）

（1713）

15193．7　’，／IC，

397．37石

㊥負死彫目

480　束

346

2SO

600

172

3016

364

3840

1422

2560

5SO

1774

149

18

S8

22

60

150

320

9937

1604

1308

2303

　正35

2S70

正1231　　ゑ試

59．5石

（u）／（イ）

70　96

19cro

6396

の／（d）

42　90

13　9e

18　cro

24　90

3　96

1996

2896

14　9bt

1196

1990

2　oro

3　96

7　gb’

6　96

8　96

5　90

5　9・b

2　96

3　96

4　9bS

5　9bt

79i

990

正9b’

16　9e

14％

9　96



の／（イ）

30　96

31　cro

（イ）麟側（・）未納稲1の負死免稲1（の／ω

33　90

30％

4496

23％

5　96

9　96

4　96

39　cro

43　9b’

45　cro

790

2豆％

1850　束

1420

9456

11082

13060

1810

S691

1622

S7S9

2445

1970

2686

東

2012

1646

　6212　束

　4536．

（5904）

　　　　（注ロ）

27900．

37400．

30000．

　8000．

182500．

IS700．

23正936．

年　度・圏　郡　名

天平9

　ク

　！！

豊後　球珠

〃　直入

！！　？

　ク

　1！

　ク

　！1

天平王0

　！！

　11

駿河　～

ク　　～

和泉

〃　田根

駿河

ク　志太

周防　　　（｛昔貸）

（注イ）未納稲欄の播孤付の数は，天平9年豊後・和泉，同8年摂津各税帳所載のもの。こ

　　　れ差宿負獺は毎年死亡潜の分を減算したから最初の未納額ではないが参考に掲げた。

（注ロ）本帳は断簡で出挙本牽語数を欠くので，負死免稲を滅じた定納本男数を代用した。

　
更
に
比
率
に
つ

い
て
見
る
と
、
未

納
稲
は
非
常
に
高

率
で
あ
る
。
但
し

史
料
が
天
平
二
・

九
両
年
に
限
ら
れ

て
い
る
の
で
、
常

に
こ
の
よ
う
に
高

率
と
は
云
い
難
い

か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
で
対
比
上
負

死
免
稲
の
比
率
を

見
る
と
、
天
平
四
・

六
・
十
年
は
極
め

て
低
く
、
同
二
・

九
年
特
に
九
年
は

直
島
…
に
高
率
な
事

が
知
ら
れ
る
。
そ

の
理
・
田
は
天
平
二

年
畿
内
に
皐
害
を
生
じ
（
天
平
二
．
六
・
二
七
紀
、
嗣
・
壬
六
∴
毛
紀
）
、
同

九
年
に
は
諸
国
に
畢
害
・
疫
病
が
発
生
し
た
（
天
平
九
年
四
～
八
月
紀
）

た
め
で
あ
ろ
う
。
二
～
九
年
号
間
で
災
害
を
生
じ
た
の
は
、
天
平
四

年
の
凶
作
・
五
年
の
皐
害
に
よ
り
畿
内
・
紀
伊
・
淡
路
・
阿
波
・
讃

岐
等
で
一
年
を
限
り
出
挙
利
稲
を
免
じ
（
借
貸
）
賑
給
が
行
わ
れ
た

纂
で
あ
る
（
天
平
五
・
正
・
二
七
紀
、
同
・
垂
三
・
二
紀
、
同
年
紀
、
天
平
六
・
五
・

皿
天
紀
）
。
天
平
五
年
の
註
脚
免
稲
の
史
料
が
な
い
の
で
比
論
し
得
な

い
が
恐
ら
く
可
成
り
高
率
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対

し
天
平
四
年
で
も
前
記
の
被
災
地
以
外
及
び
災
害
史
料
の
な
い
天
平

六
・
十
年
の
夏
島
率
は
格
段
に
低
い
。
免
四
部
と
災
害
と
は
密
接
に

関
連
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
は
未
納
稲
に
つ
い
て
も
云
い
得
る
。
第
五
表
中
未
納
稲
の

見
ら
れ
る
年
度
の
負
三
筆
稲
率
は
大
体
高
率
で
あ
る
。
天
平
四
・
五
・

六
年
の
薩
摩
・
豊
後
に
も
多
量
の
未
納
稲
が
あ
る
が
、
そ
の
被
災
史

料
は
正
史
に
洩
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
が
大
過
な
け
れ
ば

未
納
稲
の
発
生
も
亦
自
然
災
害
の
発
生
と
密
接
に
関
連
し
た
と
云
っ

て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
弓
勢
率
の
低
い
史
料
で
は
殆
ん
ど
例
外
な
く

未
納
稲
を
随
伴
し
て
い
な
臆
・
従
・
て
平
年
作
以
上
の
場
合
は
曾

未
納
稲
を
生
じ
な
い
事
も
あ
っ
た
が
、
一
旦
凶
作
・
被
災
の
場
合
は
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二
大
な
未
納
稲
を
生
じ
、
農
民
は
永
く
そ
の
返
済
に
苦
し
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。

　
か
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
未
納
稲
の
処
概
は
律
令
欄
の
出
挙

無
上
放
置
し
得
ぬ
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
楽
時
の
政
府
が
国
家
鐵

的
上
嵐
挙
に
つ
き
種
々
の
抑
舗
策
を
行
っ
た
事
に
つ
い
て
は
前
章
に

詳
述
し
た
。
負
稲
免
除
令
も
亦
同
じ
厨
的
か
ら
発
し
た
籏
務
打
切
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

だ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
租
・
調
・
庸
等
に
つ
い
て
は
損
分
法
・

不
三
得
七
法
等
に
よ
っ
て
凶
荒
時
の
農
民
負
担
の
調
節
を
計
っ
た
が
、

出
挙
の
場
合
は
債
務
打
切
・
利
稲
の
免
除
又
は
軽
減
等
に
よ
り
調
節

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
負
稲
免
除
に
つ
い
て
は
以
上
の
如
く
考
え
る
が
、
入
質
・
売
却
地

の
本
主
へ
の
返
還
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
前
掲
延
暦
十
一

年
四
月
二
臼
紀
（
心
許
巻
「
八
…
じ
は
返
還
の
理
由
を
「
或
は
寺
家
自
ら

買
い
、
或
は
債
家
償
う
所
、
並
に
法
制
に
よ
り
本
主
に
還
与
え
よ
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
法
制
と
は
田
令
官
人
百
姓
条
の
官
人
百
姓
が
田

宅
園
地
を
寺
に
施
入
・
売
却
す
る
の
を
禁
じ
た
禁
糊
と
、
前
述
の
天

平
勝
宝
三
年
の
不
動
産
質
の
禁
令
と
を
指
す
と
思
う
。
こ
の
禁
制
は

同
条
古
記
に
僧
尼
は
園
宅
財
物
を
私
讐
し
た
り
興
販
（
売
買
し
て
利
を

求
め
る
）
や
利
息
付
き
貸
付
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
僧
尼
令

不
得
私
憤
条
の
規
定
と
同
趣
旨
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
右
僧
尼
令
の

禁
郷
は
同
条
集
解
諸
注
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
僧
尼
個
人
の
日
用
必
需

贔
の
購
入
と
か
無
利
息
の
借
貸
等
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
云
っ
て

い
る
。
商
行
為
や
利
息
付
貸
織
を
罪
悪
醒
す
る
の
は
古
代
宗
教
に
通

有
の
思
想
で
、
僧
尼
令
の
禁
制
も
か
か
る
思
想
の
表
わ
れ
と
解
し
得

る
で
あ
ろ
う
。
然
し
発
令
の
禁
令
に
は
経
済
上
・
宗
教
上
寺
院
の
経

営
を
国
家
の
直
接
管
轄
下
に
置
こ
う
と
す
る
律
令
制
仏
教
政
策
の
反

映
と
云
う
意
味
が
存
し
た
事
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
政

治
・
経
済
と
宗
教
の
未
分
化
と
云
う
事
は
古
代
史
の
最
も
魅
力
あ
る

題
目
の
一
と
思
う
が
こ
こ
で
は
是
以
上
の
言
及
を
控
え
た
い
。

　
こ
こ
で
前
述
延
暦
十
一
年
号
の
入
質
・
売
却
地
の
返
還
に
つ
い
て

注
意
し
た
い
纂
は
、
そ
れ
が
上
述
の
如
き
律
令
時
代
の
仏
教
政
策
上

よ
り
も
、
よ
り
広
く
こ
の
時
代
の
政
治
・
経
済
上
の
要
請
か
ら
発
し

た
施
策
で
は
な
い
か
と
云
う
事
で
あ
る
。
不
動
産
質
の
禁
制
が
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
事
は
概
に
詳
述
し
た
。
売
却
地
の
場
合
も
そ

れ
が
債
務
履
行
不
能
の
結
果
弱
小
農
民
か
ら
買
得
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
所
に
問
題
が
存
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
延
暦
十
一
年
紀
で

は
藤
原
不
意
等
・
房
前
・
清
河
並
に
大
井
寺
の
野
地
は
取
得
後
久
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
補
濫
〕

い
と
の
理
由
で
返
還
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。
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こ
の
事
は
延
喜
二
年
三
月
十
三
日
官
符
に
つ
い
て
も
云
い
得
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
官
符
は
普
通
延
喜
の
荘
園
整
理
令
と
称
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
内
容
は
勅
旨
開
田
・
貴
族
の
百
姓
田
地
舎
宅
の
買
得
∵

閑
地
荒
田
の
占
請
等
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
勅
旨

田
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
王
臣
家
の
名
を
勅
旨
に
託
し
た
私
墾
田

活
動
と
云
う
勅
旨
田
の
実
体
が
そ
の
停
止
に
踏
切
ら
せ
た
も
の
と
思

⑳う
。
又
王
臣
家
が
百
姓
の
田
地
舎
宅
を
一
幅
得
す
る
事
に
つ
い
て
は
、

官
符
は
百
姓
が
課
役
・
正
税
の
責
徴
を
逃
れ
る
為
に
田
地
・
舎
宅
を

権
門
に
寄
進
・
爵
号
等
の
掛
計
を
行
う
と
云
う
点
を
指
摘
し
、
専
ら

王
臣
家
の
荘
園
経
営
活
動
が
国
家
財
政
に
及
ぼ
す
直
接
的
弊
害
に
論

及
し
て
い
る
が
、
し
か
し
右
熱
計
の
結
果
が
「
歯
学
の
費
す
所
田
地

遂
に
豪
家
の
庄
と
な
り
、
纂
溝
の
損
す
る
雨
落
姻
長
く
農
桑
の
地
を

失
う
、
終
に
身
を
直
る
に
所
な
く
、
還
っ
て
他
境
に
流
説
す
」
と
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
王
臣
家
の
荘
園
経
営
は
最
終
的
に
は
班
田
農
民

の
没
落
・
自
立
経
営
の
喪
失
・
貴
族
へ
の
隷
属
民
化
を
齎
す
も
の
で
あ

っ
た
事
は
明
か
で
あ
り
、
農
民
の
田
地
舎
宅
の
売
却
は
根
本
的
に
は

債
務
履
行
不
能
が
惹
起
し
た
事
象
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
荘

園
整
理
令
で
買
得
地
の
返
還
が
令
せ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
班

田
農
民
の
没
落
・
隷
属
民
化
を
阻
止
す
る
が
為
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
古
代
の
負
稲
免
除
令
や
質
地
・
三
王
地
の
返
還
令
等
が
か
か
る
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
鎌
倉
期
以
降
の
徳
政
に
於
け
る
同

種
の
措
置
も
、
時
代
の
桐
違
に
よ
る
種
々
の
相
違
点
は
あ
っ
た
と
し

て
も
、
基
本
的
に
は
一
貫
し
た
理
解
を
な
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
即
ち
経
済
活
動
に
対
す
る
政
治
的
規
制
と
云
う
事
で
あ
る
。
前

述
の
如
く
三
浦
博
士
は
鎌
倉
期
の
徳
政
の
特
色
を
鎌
倉
御
家
人
層
の

財
政
学
逼
迫
の
救
済
と
指
摘
さ
れ
た
。
確
か
に
こ
の
期
の
政
治
権
力

機
構
は
古
代
の
律
令
制
期
の
如
く
単
純
で
は
な
い
。
徳
政
令
の
中
に

御
家
人
層
の
救
済
と
云
う
面
が
際
立
っ
て
打
出
さ
れ
た
の
は
そ
の
故

と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
博
士
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
非
御

家
人
暦
を
も
広
く
含
む
出
挙
債
務
打
切
令
が
、
徳
政
令
の
重
要
言
訳

を
な
し
た
事
も
明
か
で
あ
る
。

　
の
み
な
ら
ず
一
層
明
瞭
な
事
例
は
、
鎌
倉
幕
府
法
の
内
に
律
令
制

繊
挙
法
を
全
く
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
愚
挙
法
の
存
す
る
事
で
あ
る
。

そ
の
初
見
は
嘉
禄
元
年
十
月
昔
九
日
宣
旨
一
新
制
鎌
六
条
1
を

受
け
て
翌
年
正
月
崩
書
臼
に
諸
国
御
家
人
等
に
下
さ
れ
た
禁
制
三
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
畿

語
中
の
左
の
一
条
で
あ
る
。

　
一
、
可
禁
断
私
出
挙
利
過
一
倍
、
井
挙
銭
利
過
半
倍
纂
　
　
　
5

　
　
右
筆
状
儒
、
出
挙
之
利
、
令
格
相
存
、
組
下
民
之
輩
、
至
子
過
期
、
廻
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利
為
本
、
過
責
為
先
、
未
経
幾
歳
、
遡
及
数
倍
、
殆
煩
滋
臣
家
、
動
妨

　
　
諸
庄
園
、
如
斯
之
漸
、
費
在
朝
家
、
且
仰
京
畿
諸
国
等
、
且
任
弘
仁
建

　
　
久
格
、
難
過
四
百
八
十
臼
、
不
得
過
一
倍
、
於
挙
銭
者
、
宜
限
一
年
収

　
　
半
倍
量
、
縦
事
典
年
紀
、
丁
令
加
増
、
縦
思
出
証
文
、
莫
令
叙
用
、
若

　
　
猶
有
違
犯
者
、
令
負
人
触
訴
使
庁
、
糺
返
文
書
、
没
官
其
物
者

　
右
文
中
の
弘
仁
・
建
久
の
格
と
は
、
法
曹
至
要
抄
中
巻
2
8
・
2
9
両

条
－
一
銭
・
稲
出
挙
の
息
利
規
定
で
右
禁
欄
と
同
趣
旨
ー
ー
に
引
く

弘
仁
十
年
五
月
二
日
格
・
建
久
四
年
十
二
月
廿
九
日
宣
旨
を
指
す
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
類
従
本
で
は
右
宣
旨
を
延
久
四
年
と
注
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
が
、
建
久
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
も
仁
治
三
年
正
月
十

五
窺
新
成
敗
状
第
九
条
（
一
八
○
）
・
寛
元
二
年
六
月
廿
五
日
追
加
法

（
ご
一
六
）
　
。
庸
士
長
七
年
追
加
法
（
三
〇
六
）
　
・
昏
乱
外
ニ
ル
年
一
一
日
月
門
川
円
［
帝
制

制
条
々
第
五
九
条
（
三
九
五
）
・
弘
安
七
年
五
月
十
七
臼
追
加
法
（
五
三

一
）
・
同
年
八
月
十
七
日
追
加
法
（
五
五
九
）
・
同
八
年
四
月
十
六
H
追

加
法
（
近
七
九
）
・
永
仁
五
年
・
三
月
六
日
事
熊
団
条
々
静
弟
一
二
条
（
六
六
〇
．
六

六
ゴ
一
）
・
永
仁
六
年
二
月
昔
八
臼
追
加
法
（
六
八
○
）
等
の
出
挙
関
係
法

令
が
出
さ
れ
た
（
掲
繊
史
料
は
「
中
世
法
制
史
料
墾
」
に
よ
り
、
括
弧
内
の
琶
写

は
そ
の
通
番
丹
で
あ
る
）
。

　
さ
て
此
等
の
史
料
を
見
る
と
、
弘
長
元
年
新
制
条
々
ま
で
の
史
料

は
、
総
て
嘉
禄
二
年
禁
欄
を
襲
い
、
　
一
倍
以
上
の
羅
利
の
禁
止
に
関

連
し
た
禁
令
で
あ
る
。
所
が
弘
安
七
年
五
月
追
加
法
以
降
は
娼
挙
負

物
の
処
置
に
関
す
る
禁
制
で
、
恩
利
法
に
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
。

然
し
後
者
も
前
老
と
無
関
係
で
は
な
い
。
当
初
の
息
利
法
の
禁
制
で

は
、
何
年
経
っ
て
も
一
倍
以
上
の
利
息
を
徴
し
て
は
な
ら
な
い
と
云

う
債
権
者
に
対
す
る
禁
制
だ
け
で
、
長
年
月
に
及
ぶ
負
債
の
処
置
に

は
何
等
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
当
然
債
権
債
務
両
者
の
閾
に
係

争
が
生
ず
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
如
何
に
推
移
し
た
か
は
、
前

記
の
史
料
か
ら
は
余
り
明
確
に
は
知
り
難
い
。
弘
安
七
・
八
．
一
七

追
加
法
に
は
、
訴
訟
を
経
ず
し
て
十
ケ
年
経
過
し
た
場
合
は
式
旨
に

任
せ
て
沙
汰
に
及
ば
ざ
れ
と
命
じ
て
い
る
。
幕
府
の
受
付
け
る
債
務

訴
訟
の
範
圏
を
明
示
し
た
一
例
で
あ
る
。
更
に
永
仁
五
・
三
・
六
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
勧
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の

書
条
々
は
最
初
の
徳
政
令
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
力

問
題
に
一
歩
を
進
め
て
一
切
の
出
挙
負
累
の
打
切
り
を
令
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
打
切
り
令
も
翌
年
二
月
廿
八
日
追
加
法
で
撤

回
さ
れ
た
事
は
周
知
の
所
で
あ
る
。

　
さ
て
此
等
出
挙
法
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
は
、
そ
れ
が
単
に
御

家
人
層
の
み
を
対
象
と
し
た
立
法
で
は
な
い
と
云
う
事
で
あ
る
。
古

代
の
出
挙
法
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
既
に
充
分
述
べ
た
が
、
こ
れ
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が
鎌
倉
期
の
幕
府
法
に
殆
ん
ど
同
内
容
で
採
択
さ
れ
て
い
た
と
云
う

事
は
、
こ
の
期
の
生
産
機
構
や
社
会
構
造
が
基
本
的
に
は
古
代
の
そ

れ
と
大
差
は
な
か
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
農
民
再

生
産
手
段
と
し
て
出
挙
の
も
つ
重
要
性
が
鎌
倉
期
に
も
現
実
的
で
あ

っ
た
事
を
少
く
と
も
こ
れ
等
の
事
例
が
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
こ
の
一
例
を
以
て
こ
の
よ
う
に
提
言
す
る
事
の
暴
言
た
る

事
は
も
と
よ
り
承
知
す
る
が
、
一
の
視
角
と
し
て
敢
て
提
言
し
て
み

た
い
α
同
時
に
債
務
の
打
切
り
、
質
地
や
買
得
地
の
返
還
が
敢
て
中

世
の
徳
政
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
前
近
代
社
会
に
普
遍
的
な
経

済
と
政
治
と
の
か
ら
み
合
い
の
一
表
現
形
態
で
あ
り
、
時
代
的
特
性

が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
債
権
法
の
前
近
代
性
に

基
づ
く
事
象
と
云
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
上
の
観
点
か
ら
、
私
は
中
世
に
於
て
徳
政
回
避
の
た
め
に
不
動

産
の
質
入
を
売
買
に
装
う
閣
憤
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
古
代
に
も
不

動
産
質
の
禁
令
を
逃
れ
る
た
め
に
早
く
出
挙
の
質
券
を
売
券
の
体
裁

で
作
成
す
る
習
慣
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
そ
の
事

を
明
記
し
た
史
料
は
現
在
迄
の
所
見
出
し
て
い
な
い
が
、
前
述
の
延

喜
二
年
荘
園
整
理
令
に
、
百
姓
が
課
役
図
葉
の
た
め
に
田
地
を
寄
進

し
た
と
詐
り
禽
宅
を
売
与
え
た
と
巧
む
と
指
摘
し
て
い
る
例
等
を
見

る
と
、
不
動
産
質
の
禁
制
に
対
し
て
も
、
墾
田
・
園
宅
地
等
に
限
り

認
め
ら
れ
て
い
た
土
地
永
売
に
仮
託
す
る
脱
法
行
為
が
行
わ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
と
思
う
。

　
現
代
の
債
権
法
・
質
権
法
は
個
人
の
契
約
の
自
由
を
基
本
原
理
と

す
る
が
、
古
代
法
で
は
寧
ろ
そ
の
政
治
的
規
制
1
1
階
級
分
化
の
抑
制

に
立
法
の
主
限
点
が
あ
っ
た
。
前
述
の
如
く
中
世
に
は
差
質
（
無
占

有
質
）
と
入
質
（
占
有
質
）
の
用
語
の
区
別
が
法
制
上
に
も
現
わ
れ
た

が
、
古
代
に
は
総
て
質
の
一
語
で
表
わ
さ
れ
て
中
世
の
如
き
区
別
が

な
く
、
殊
に
不
動
産
の
占
有
質
は
明
確
な
史
料
が
殆
ん
ど
見
職
さ
れ

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
上
記
の
如
き
律
令
法
の
不
動
産
質
政
策
上
、
質

地
が
債
権
者
の
占
有
又
は
断
有
に
帰
す
る
占
有
質
・
流
質
を
禁
じ
て

無
占
有
質
（
抵
轟
）
の
み
を
許
し
た
結
果
で
あ
り
、
こ
の
政
策
を
更

に
一
歩
進
め
た
も
の
が
天
平
勝
宝
三
年
の
不
動
産
質
の
全
面
的
禁
止

令
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
禁
令
を
回
避
す
る
た
め
に
、
不
動
産
質

の
契
約
証
書
を
土
地
売
券
に
仮
托
し
て
入
抵
当
・
入
質
（
占
有
質
）
・

流
質
等
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
権
担
保
の
機
能
が
果
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
蓋
時
の
売
券
の
雨
女
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
仮
托
さ
れ
た
質
券
か
否
か
、
又
入
質
か
流
質
か
を
判
別
す
る

事
は
不
可
能
に
近
い
。
し
か
し
古
代
の
土
地
売
券
を
単
純
に
今
日
の
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意
味
で
の
売
買
証
書
と
断
じ
難
い
事
だ
け
は
以
上
の
論
述
で
明
か
に

し
得
た
と
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
古
代
の
不
動
産
質
と
土
地
売
買
と
の
関
係
は
以
上

の
如
き
政
治
的
側
面
か
ら
の
考
察
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
何
故

な
ら
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
古
代
の
土
地
売
買
の
不
動
産
質
的

性
格
は
、
当
時
土
地
売
買
と
不
動
産
質
の
観
念
が
未
分
化
だ
っ
た
た

め
に
生
じ
た
現
象
だ
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

古
代
の
土
地
売
買
の
不
動
産
質
的
機
能
は
、
律
令
法
の
不
動
産
質
の

禁
綱
策
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
慣
行
か
ら
生
じ
た
二
次
的
機
能
な
の

か
、
そ
れ
と
も
律
令
欄
成
立
以
前
か
ら
土
地
永
売
に
内
在
し
た
本
有

的
機
能
だ
っ
た
の
か
の
点
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
学
芸
り
に
土
地
永
売
の
不
動
産
質
的
機
能
が
不
動
産
質
の
禁
制
回

避
の
た
め
に
生
じ
た
二
次
的
機
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
述
の
濃

き
律
令
綱
の
不
動
産
質
禁
止
の
方
針
上
、
土
地
永
売
も
亦
当
然
禁
止

さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
宝
亀
十
年
十
一
月
昔
九
日
官
符
（
三
代
格
）

に
、
「
（
貸
稲
）
の
徴
収
に
つ
い
て
償
う
べ
き
も
の
な
く
、
遂
に
乃
ち

家
を
売
り
田
を
売
り
他
郷
に
浮
逃
す
、
民
の
弊
を
受
く
る
こ
と
こ
れ

よ
り
甚
し
き
は
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
天
平
勝

宝
三
年
官
符
の
指
摘
す
る
不
動
産
質
の
弊
害
と
符
合
す
る
も
の
で
、

律
令
政
府
嶺
局
も
明
か
に
そ
の
事
を
意
識
し
て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
第
二
・
三
表
を
比
較
す
れ
ば
明
か
な
よ
う
に
、
不
動
産
質

が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
平
安
初
期
に
も
、
土
地
永
売
は
従
前
通
り

感
熱
・
園
宅
地
等
に
限
り
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
不
動
産
質
が

天
平
勝
宝
三
年
以
前
は
口
分
田
た
る
と
否
と
を
卜
わ
ず
入
抵
当
を
許

さ
れ
（
第
工
表
）
、
他
面
流
質
を
一
切
禁
じ
て
官
司
の
監
督
下
に
質
地

を
売
却
し
て
債
務
償
還
に
充
て
る
事
を
許
し
て
い
た
の
に
対
し
（
冷

点
公
私
以
財
物
条
）
、
天
平
勝
宝
三
年
以
後
は
全
面
的
に
禁
止
し
た
と
云

う
よ
う
な
制
度
上
の
顕
著
な
変
革
を
見
た
の
に
比
べ
る
と
、
こ
れ
は

著
し
い
相
違
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
は
土
地
学
割
の

不
動
産
質
的
機
能
が
右
の
不
動
産
質
禁
令
を
回
避
す
る
た
め
に
二
次

的
に
発
生
し
た
機
能
で
は
な
く
、
叢
論
の
本
有
的
機
能
で
あ
っ
た
事

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
如
き
不
動
産
質
を
振
売
に
仮
托
す
る

斜
計
も
、
永
売
と
不
動
産
質
が
本
来
機
能
約
に
不
可
分
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
行
わ
れ
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
然

ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
古
代
の
社
会
流
玉
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　

こ
の
間
八
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
古
代
の
社
会
構
造
と
土
地

所
有
権
の
内
容
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
に
於
て
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古
代
の
土
地
所
有
権
に
関
す
る
諸
説
を
検
討
し
、
最
後
に
土
地
永
売

の
不
動
産
質
的
機
能
の
分
析
と
古
代
の
土
地
隠
魚
権
の
性
格
の
考
察

を
行
う
事
と
し
た
い
。

①
中
照
博
士
「
日
本
中
世
の
不
動
産
質
」
第
二
章
第
一
籔
（
『
法
舗
史
論
集
』
ζ
⇒

　
三
四
一
～
征
四
五
頁
）
。

　
　
　
　
　

②
本
稿
中
篇
注
⑳
参
照
。

　
　
　
　
（

③
宝
亀
十
年
九
鍔
事
八
日
勅
（
続
紀
）
に
「
或
期
重
唱
強
責
質
財
」
と
あ
る
の
は
、

　
表
現
用
語
は
異
な
る
が
実
質
上
天
平
六
年
冨
符
と
嗣
じ
事
を
述
べ
て
い
る
と
思

　
う
。
旧
債
に
息
利
す
る
準
が
電
契
で
あ
る
。

④
こ
こ
に
挙
げ
た
動
産
質
二
例
は
繊
挙
の
質
で
は
な
い
が
、
官
司
が
租
税
等
の
未

　
追
分
の
担
保
と
し
て
質
物
を
取
っ
た
も
の
で
、
一
種
の
債
権
担
保
行
為
と
解
し
う

　
　
　
へ
　
　
　
　

　
る
と
田
昏
つ

⑤
第
三
表
で
見
る
と
、
月
借
銭
の
不
動
産
質
は
天
平
勝
宝
三
年
の
禁
令
後
の
宝
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
年
聞
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
稿
中
篇
注
⑫
に
詳
し
た
よ
う
に
、
月
借
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
が
…
種
の
公
出
挙
だ
っ
た
か
ら
特
例
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
解
し
う
る
の
で
は
な

　
い
か
と
思
う
。

⑥
中
田
博
士
前
掲
露
（
『
法
制
史
論
集
』
¢
⇒
三
賜
四
頁
）
。

⑦
中
田
博
士
『
順
逆
史
論
集
』
肇
⇒
所
収
、
「
徳
政
発
現
の
年
代
に
就
て
」
及
び
「
徳

　
政
の
起
源
に
就
て
」
。
中
村
直
勝
博
士
『
南
朝
の
研
究
』
　
一
〇
九
頁
所
収
「
南
朝

　
の
経
済
策
管
見
」
。
三
浦
周
行
縛
士
『
法
制
史
の
研
究
』
　
（
改
版
本
、
以
下
同
じ
）

　
下
八
八
頁
所
収
『
徳
政
の
研
究
駈
等
の
諸
論
参
照
。

⑧
三
浦
博
士
『
法
制
史
の
研
究
』
上
一
八
一
頁
所
収
「
戦
国
時
代
傑
出
の
発
達
」

　
筑
九
章
；
冗
買
貸
借
の
制
度
」
参
照
。
な
お
図
書
寮
叢
刊
『
政
基
公
旅
引
付
』
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
収
の
史
料
に
つ
い
て
は
本
稿
中
篇
注
囎
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

⑨
中
田
博
士
前
掲
「
徳
政
発
現
の
年
代
に
全
て
」
参
照
。

⑩
　
永
仁
五
年
徳
政
令
「
を
以
て
徳
政
の
起
源
と
す
る
見
解
は
横
井
時
陶
工
士
門
徳
政

　
考
し
（
『
史
学
雑
誌
』
二
一
一
闘
号
）
が
紹
介
さ
れ
た
南
行
雑
録
所
収
天
地
伯
根
元
歴

　
代
図
の
記
文
を
嚇
矢
と
し
、
平
金
鐘
一
　
郎
氏
「
初
度
の
徳
政
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六

　
一
四
）
も
こ
の
見
解
を
敷
術
さ
れ
た
が
、
井
野
辺
茂
雄
博
士
「
徳
政
私
考
」
（
『
国

　
学
院
雑
誌
』
五
…
九
）
及
び
中
田
博
士
「
徳
政
発
現
の
年
代
に
就
て
」
　
（
前
掲
）

　
は
更
に
古
く
実
質
的
起
源
を
文
永
前
後
ま
で
遡
ら
せ
う
る
と
説
か
れ
た
。
中
田
博

　
士
讐
徳
政
の
起
源
に
就
て
」
は
更
に
三
浦
博
土
「
徳
政
ノ
研
究
」
（
『
三
民
経
済
雑

　
誌
』
一
八
－
六
～
…
九
一
二
）
の
批
判
に
応
え
て
前
説
を
補
強
さ
れ
、
文
永
四
年

　
追
加
法
を
以
て
審
議
上
の
徳
政
令
の
起
源
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
三
濾
博

　
士
は
『
法
制
史
の
研
究
隔
下
所
収
の
「
徳
政
の
研
究
」
に
於
て
改
め
て
中
津
説
を

　
批
判
さ
れ
、
文
永
四
年
令
が
幕
府
御
家
人
の
所
領
売
買
質
入
に
つ
い
て
二
十
ケ
年

　
後
本
物
を
弁
償
し
て
坂
零
し
う
る
事
と
し
た
の
に
対
し
、
永
仁
五
年
令
は
御
家
人

　
の
み
な
ら
ず
、
非
御
家
人
を
も
対
象
と
し
且
つ
無
償
取
戻
を
令
し
た
も
の
で
、
法

　
の
精
神
に
於
て
同
一
性
を
全
く
否
定
し
得
な
い
と
し
て
も
、
内
容
の
差
異
を
無
視

　
し
難
い
。
そ
の
上
売
買
質
入
地
の
本
主
に
よ
る
取
…
戻
を
徳
政
と
称
し
た
史
料
は
永

　
仁
五
年
以
蘭
に
は
な
い
か
ら
、
徳
政
令
の
起
源
は
永
仁
五
年
令
と
す
べ
き
で
あ
る

　
と
さ
れ
た
。
し
か
し
中
田
・
三
浦
両
博
士
と
も
古
代
の
徳
政
と
幕
府
の
徳
政
令
就

　
中
永
仁
徳
政
金
は
異
質
の
も
の
と
解
す
る
点
で
は
大
略
一
致
し
て
お
ら
れ
る
よ
う

　
に
思
わ
れ
る
。

⑪
　
一
二
浦
博
士
「
徳
政
の
研
究
」
（
蝿
法
制
史
の
研
究
』
下
所
収
）
。

⑫
　
　
「
徳
政
」
の
語
の
初
見
史
料
〃
は
霊
亀
元
年
・
五
月
一
臼
勅
（
続
紀
）
中
に
見
ら
れ

　
る
。

⑬
　
三
浦
博
土
前
掲
書
一
三
二
頁
、
仁
井
田
陞
博
土
「
中
鴎
古
代
の
『
恩
赦
』
と
臼

　
本
の
『
徳
数
』
」
　
（
『
中
團
法
制
史
研
究
』
土
地
法
・
取
引
法
七
十
○
頁
）
参
照
。

⑭
　
井
野
辺
博
士
門
徳
政
私
考
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
五
－
九
）
。

⑮
三
浦
博
士
前
掲
書
；
三
頁
。

⑯
　
麿
木
和
央
氏
「
…
腿
役
制
の
成
一
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
i
三
・
四
）
参
照
。
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古代の土地売買について（下）　（菊地）

⑰
養
老
四
年
宮
奏
の
第
一
条
⑳
条
文
を
本
文
所
述
の
魏
く
解
釈
す
る
に
つ
い
て

は
、
早
川
庄
八
氏
の
書
評
「
村
尾
次
郎
著
羅
令
財
政
史
の
研
究
ヒ
（
耀
学
雑

　
誌
』
七
～
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑱
天
平
九
年
難
後
顛
正
税
帳
に
よ
る
球
殊
郡
の
穎
稲
の
収
支
は
左
の
通
り
で
あ

　
る
。

　
　
　
　
ク
　
　
　
〃
　
　
ク
　
　
〃
　
　
〃
　
　
ク
　
　
〃
ク

　
国
司
借
貸
稲
…
の
返
牌
細
の
事
は
正
税
帳
上
明
記
が
な
い
が
、
球
珠
郡
部
末
羅
記
載
の

　
天
平
九
年
度
繰
越
高
よ
り
考
え
て
返
納
さ
れ
た
と
考
う
べ
き
も
の
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

⑲
井
上
薫
民
「
和
泉
監
正
税
帳
に
つ
い
て
」
上
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
八
一
八
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

よ
り
・
契
臼
本
古
文
欝
第
二
巻
駈
収
の
天
平
九
年
和
泉
監
正
税
帳
断
簡
八
片

は
ω
②
が
監
全
体
の
総
計
郷
、
③
が
大
鳥
郡
、
ω
⑤
が
勲
撮
郡
、
⑥
⑦
㈲
が
日
根

　
郡
の
も
の
で
あ
る
事
が
明
か
に
さ
れ
た
。
磯
は
そ
の
後
「
和
泉
職
正
税
帳
の
復
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
臼
本
古
代
史
論
集
』
下
所
収
）
に
於
て
欠
脱
部
分
の
計
数
的
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
原
作
業
を
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
に
関
連
す
る
穎
稲
の
収
支
に
つ
い
て
の

　
氏
の
復
原
に
は
次
の
点
で
疑
義
が
あ
る
。

　
　
先
ず
和
泉
監
正
税
帳
は
総
計
部
・
各
郡
部
と
も
次
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
と
想

　
像
さ
れ
る
。

天平8年繰越高
ク9年雑用

ク

11

ク

11

11

ク

！1

ク

出挙本稲

麟司借貸

応納本稲

劒晩稲

利稲

一）

一）

一）

＋）

一）

＋）

738e5．28　；，i（

1121a7

72683．58
6212．

6647王．58

450e．

61971，58
6212．

68183．58
1850，

66333．58
2181，

　　　　　　　68514．58

出鞍納艇）講58
麟貸・），ll器：、8

の
前
年
度
繰
越
高

　
G
り
穀
　
未
振
量
・
簸
振
鍛
・
振
定
量
（
不
動
・
動
用
）

　
㈹
穎
　
総
最

⇔
当
年
度
収
支

　
㊨
出
挙
本
稲

　
の
　
負
死
免
稲

　
㈱
当
年
未
納
稲

　
8
定
納
…
本
利
一
稲
（
本
稲
…
は
的
よ
り
㊥
㈱
を
減
じ
た
残
、
利
稲
…
は
そ
の
五
四
）

　
的
借
貸
獺

　
的
応
輸
租
穀
（
天
平
九
・
八
・
十
三
勅
免
）

　
⑰
死
伝
馬
皮
直

　
②
雑
粥
穀
頴
（
内
容
雀
略
）

　
o
o
天
平
九
年
以
前
未
納
穀
穎
（
幟
貸
未
納
・
欠
酒
を
含
む
）

㊨
当
妬
度
繰
越
高

　
㈲
穀
　
未
振
黛
・
所
欠
鍛
（
検
杏
〃
に
よ
り
全
所
欠
蟻
を
計
り
、
令
の
規
定
に
従

　
　
　
　
い
一
…
5
0
の
肖
然
損
耗
黄
を
差
引
く
）
　
・
簸
振
量
．
振
定
灘
（
不
動
．
動

　
　
　
　
用
）

　
㊥
穎

　
㈲
酒

　
㈲
器
物

　
β
り
正
食
マ
麗
（
蟻
食
τ
置
の
収
納
…
明
細
列
記
）

所
で
和
泉
監
正
税
帳
断
簡
八
片
の
該
当
箇
所
を
右
の
ω
～
㈲
の
褒
承
で
承
す
と

　
　
　
　
の
～
轟
刃

総
計
部

大
鳥
郡

麹
．
泉
郡

日
根
郡

一
　
一
（
昏
◎
の
中
・
尾
欠
）

㈱
の
内
容
後
半
～
㈲
の
首
部

働
（
首
欠
）
～
㈲
（
不
動
倉
七
間
分
欠
）

ω
～
㈲
（
0
0
欠
か
）

つ
ま
り
三
郡
部
で
は
葡
の
妾
年
度
繰
越
高
の
記
載
が
竃
要
部
分
に
つ
い
て
は
そ
ろ
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っ
て
い
る
訳
で
あ
る
．
瓶
が
計
上
氏
は
豊
原
に
測
り
、
和
泉
・
臼
根
爾
郡
に
つ
い

て
は
正
税
帳
所
載
の
穎
稲
繰
越
高
㈲
を
明
記
さ
れ
な
が
ら
、
大
鳥
郡
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
用
い
ず
復
原
値
を
別
に
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
丁
度
税
帳
記
載
の
数
値
二
閥

五
六
二
・
四
八
束
か
ら
借
貸
稲
三
五
三
四
爽
を
減
じ
た
も
の
に
当
る
。
氏
は
こ
の

数
値
二
一
〇
二
八
・
四
八
束
を
総
計
部
の
天
平
九
年
繰
越
高
五
三
〇
五
二
・
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
束
か
ら
和
泉
・
日
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荷
郡
の
岡
繰
越
高
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七
・
五
八
五
束
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
五
六
・
〇
五
轟
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
引
い
て
算
出
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
こ
の
総
計
部
の
繰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
高
が
実
は
復
原
値
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐
も
借
貸
の
支
繊
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
上
し
て
返
納
を
収
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
に
挙
げ
る
事
を
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
っ
た
た
め
に
、
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
部
の
繰
越
高
復
原
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
借
貸
稲
三
五
三
四
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
だ
け
減
じ
て
し
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
は
元
来
園
珊
借
貸
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
出
し
放
し
で
、
支
繊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
度
以
後
の
正
税
計
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
影
響
を
与
え
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
わ
れ
る
が
（
前
掲
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
七
頁
）
、
　
古
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
二
i
七
六
頁
飛
行
の

i項冒擁計副大繍帥泉細根郡
繰越i天平・年定正税稲 　　　　禦

U9506．48
　　　　東
i55573．29）

　　　束
P3933．19

収　入
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V平9鰍瞠利

　40．

V464．

10．12q
@（5192，）

　10．

Q272．

支　出
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o挙未納稲

5352，365

P3G60．

Q012．

（220ε13）12143．G95
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・　借貸稲　1353・　｝・1（35剛　・

　
「
穎
獺
陸
万
壱
任
玖
僑
滲
拾
築
島
雛
把
捌
分
」
と
云
う
前
掲
記
載
様
式
⑰
と
σ
◇
の

　
聞
に
位
麗
す
る
中
間
収
支
決
算
額
は
㈱
か
ら
ω
ま
で
の
穎
稲
の
収
支
に
関
す
る
も

　
の
で
、
こ
れ
は
上
掲
表
の
総
計
部
の
天
平
九
年
繰
越
高
と
雑
用
高
の
合
計
に
当

　
り
、
返
納
借
貸
稲
を
収
入
に
計
上
し
た
と
し
な
く
て
は
考
え
難
い
値
で
あ
る
。
古

　
文
書
三
二
…
八
○
頁
八
行
翼
の
天
平
賜
隔
ヰ
繋
駕
所
給
借
貸
未
納
や
、
次
行
の
監
官
【

　
人
の
未
償
欠
酒
、
八
四
頁
圏
行
屠
の
天
平
四
年
借
貸
未
納
等
が
天
平
九
年
度
の
取

　
支
計
算
と
無
関
係
に
且
つ
窟
姓
の
出
挙
未
納
の
如
く
恩
免
に
も
与
ら
ず
書
上
げ
ら

　
れ
て
い
る
の
は
、
園
司
借
貸
が
支
出
し
放
し
を
許
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
証
拠
で

　
あ
ろ
う
。
前
事
豊
後
の
障
子
様
、
和
泉
で
も
国
司
借
貸
は
税
帳
面
上
に
返
納
の
事

　
が
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
当
用
二
度
に
返
納
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
も
の
と
思

　
う
。
以
上
の
視
点
で
井
上
氏
の
作
成
さ
れ
た
和
泉
正
税
帳
の
復
原
表
（
『
古
代
史

　
　
　
　
　

　
論
集
』
下
所
収
第
一
表
）
中
穎
稲
関
係
を
訂
正
表
示
す
れ
ば
上
掲
表
の
通
り
に
な

　
　
　
　
く

　
る
。
括
弧
内
の
数
掌
は
正
税
帳
に
記
載
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑳
前
注
参
照
。

⑳
同
前
。

⑳
　
天
平
八
年
薩
摩
国
疋
開
帳
（
古
文
書
巻
二
一
一
二
～
～
七
頁
駈
収
断
簡
二
二
）

　
か
ら
知
ら
れ
る
某
郡
の
頴
稲
生
支
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
r
、天平7年繰越高

〃8年雑用

ク

ll

！
1

！
1

11

11

！
1

11

！一

出挙至要

鼠司亀卜

一）

　　328SO．05
　　1010e．一）

　　22780．05
　　4goe．一）

37607．89　，1

4727．84

一返納本稲＋）
17880，05
10100．

　　　　　　　27980．e5
負死免稲一）27111：。5

利稲　　　　　　　4982．5　　　　　＋）
　　　　　　　32827．55
照二階貸　　　　　　　4900．　　　　　＋）
　　　　　　　37727．55
慈加納天平
　　　　　　　1989．54年未償稲＋）
　　　　　　　39717．05
未償弾語
　　　　　　　　51．負死畑稲　一）
　　　　　　　39666．05繰越高

so　（7ee）



（菊地）古代の烹地売買について（下）

⑳
　
注
⑳
に
記
し
た
天
平
八
年
薩
摩
闘
の
例
で
も
、
天
平
四
年
未
償
稲
～
九
八
九
・

　
五
東
中
、
天
平
八
年
度
の
興
野
免
稲
五
　
束
を
減
じ
た
残
一
九
三
八
・
五
束
は
天

　
平
九
年
度
に
繰
越
さ
れ
て
い
る
。
注
⑲
に
述
べ
た
園
司
借
貸
未
納
穰
も
右
の
出
挙

　
未
納
稲
と
岡
様
毎
年
繰
越
さ
れ
た
と
思
う
。

⑳
　
未
紬
稲
…
霞
体
の
熊
黒
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
じ
く
天
平
九
年
度
の
未
納
稲
…

　
中
で
も
和
泉
全
訳
の
未
納
率
は
他
の
麟
々
及
び
日
根
郡
の
例
に
比
し
異
常
に
低

　
い
。
し
か
し
こ
の
黙
は
直
ち
に
被
災
程
度
の
軽
微
さ
を
示
す
と
云
い
難
い
。
災
害

　
に
よ
り
死
亡
者
が
増
せ
ば
そ
れ
だ
け
未
納
率
が
減
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
郵
頭
金
郡

　
の
例
で
も
未
納
率
が
低
い
代
り
に
壷
掘
免
稲
率
が
異
常
に
論
い
。
災
害
程
度
を
考

　
え
る
に
は
未
納
率
と
免
稲
率
を
併
せ
見
る
必
要
が
あ
る
。

藺
館
四
表
に
よ
れ
ば
、
負
稲
免
除
は
凶
麓
時
だ
け
で
な
く
、
豊
年
に
行
わ
れ
る
例

　
も
あ
り
、
又
豊
凶
と
関
係
な
く
即
位
・
崩
御
等
の
園
家
的
吉
凶
に
つ
い
て
股
弐
行

　
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
負
稲
免
除
は
凶
作
だ
け
が
原
麹
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ

　
よ
う
。
花
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
古
代
の
農
業
生
産
の
不
安
定
さ
の
故
に
、
一

　
度
凶
作
に
遭
う
と
容
易
に
そ
の
摂
失
を
恢
一
纏
し
難
く
、
絶
え
ず
長
幼
を
負
い
続
け

　
ざ
る
を
得
な
い
班
田
農
飛
の
生
活
条
件
が
免
除
令
の
根
本
原
語
で
あ
る
。
か
か
る

　
恒
常
的
負
稲
を
打
切
り
重
心
の
…
償
筋
履
行
不
能
に
よ
る
奴
碑
へ
の
没
落
を
未
然
に

　
防
嘉
す
る
の
を
欝
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
負
稲
免
除
令
は
凶
作
時
の
み

　
に
公
布
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
　
こ
の
寮
は
出
挙
鰯
度
の
理
解
上
不
可
欠
の
視
点
と
思
う
。
早
川
庄
八
氏
「
公
癖

　
稲
舗
度
の
成
立
」
（
『
留
学
雑
誌
』
六
九
！
三
）
は
、
公
購
繍
論
定
の
国
的
と
し
て

　
正
税
葛
藤
未
納
の
蔓
擬
を
石
鼓
さ
れ
た
が
、
宮
原
武
夫
氏
門
公
辮
嬉
嬉
挙
論
定
の

　
意
義
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
一
…
一
一
）
は
、
臨
写
が
瓢
箪
で
山
鴬
稲
を
免
除
し
な

　
が
ら
、
他
方
で
公
欝
稲
に
よ
り
蕉
税
の
補
題
を
講
ず
る
と
云
う
の
は
制
度
酌
に
矛

　
唇
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
天
平
十
七
年
の
公
癬
稲
論
定
の
目
酌
は
官
物
の
補
塚
に

　
は
な
く
、
国
司
給
与
潮
度
の
確
立
に
あ
る
と
憲
張
さ
れ
た
。
両
琉
の
空
張
に
は
そ

　
れ
ぞ
れ
傾
聴
す
べ
ぎ
も
の
が
あ
り
、
直
ち
に
卑
見
を
述
べ
難
い
が
、
富
原
氏
が
天

　
平
九
年
の
壁
隣
瞬
は
史
上
稀
　
有
の
特
側
だ
か
ら
鳩
そ
の
際
の
高
率
な
脅
ハ
死
釣
球
・
未

　
納
稲
の
発
生
を
以
て
掛
挙
鰯
度
の
不
安
定
性
を
論
断
す
べ
き
で
な
い
と
云
わ
れ
る

　
点
賛
意
を
表
す
る
。
免
稲
・
未
納
稲
は
恒
常
的
に
存
託
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
或

　
る
程
度
最
初
か
ら
計
算
に
入
れ
て
運
営
さ
れ
た
の
が
公
出
挙
制
度
だ
っ
た
の
で
は

　
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

⑳
　
拙
稿
「
不
三
得
七
法
に
つ
い
て
」
（
『
欝
陵
部
紀
要
』
一
〇
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳
　
本
稿
鋳
三
章
及
び
上
篇
注
⑳
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

醗
　
石
母
田
正
氏
「
延
喜
の
荘
園
整
埋
令
に
つ
い
て
偏
（
『
古
代
宋
期
政
治
史
序
一
説
』

　
　

　
上
所
収
）
も
、
人
身
的
隷
属
関
係
を
断
切
る
事
が
整
理
令
の
目
的
の
一
で
あ
り
、

　
く

　
そ
の
意
味
で
平
安
初
期
以
来
の
同
種
の
諸
禁
令
の
継
承
と
云
い
う
る
と
指
摘
し
て

　
お
ら
れ
る
。

　
　
な
お
氏
は
こ
の
整
理
令
が
以
後
の
荘
幽
整
理
令
の
基
準
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ

　
た
。
以
後
の
整
理
令
は
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
寛
徳
・
常
磐
爾
令
以
外
に
も
多
く
存
し
、

　
荘
園
制
の
考
察
上
不
可
欠
の
課
題
と
思
う
が
こ
猿
で
は
こ
れ
以
上
の
論
及
を
控
え

　
た
い
。
た
だ
そ
れ
等
整
理
令
・
の
内
容
が
恐
ら
く
延
喜
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
洞
趣
旨
だ
っ

　
た
と
思
わ
れ
る
事
は
、
据
え
ぱ
勘
仲
記
弘
安
十
年
七
月
十
三
臼
条
及
び
蕉
恋
六
年

　
八
月
五
日
条
に
挙
げ
る
平
安
期
以
降
の
荘
園
関
係
の
定
文
類
に
、
騨
写
荘
園
新
立

　
の
停
翫
と
共
に
、
猫
撫
の
主
務
避
揮
や
権
門
の
泓
懲
挙
等
に
賛
す
る
禁
令
を
溶
し

　
て
い
る
事
、
特
に
正
応
六
年
の
条
測
定
文
に
は
神
専
・
諸
御
厨
の
司
・
怪
人
等
が
、

　
公
民
作
則
を
買
得
田
と
称
し
耕
作
民
を
印
可
と
称
し
て
官
物
を
納
め
し
め
ず
岡
務

　
雑
役
を
鰐
益
せ
し
め
る
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
も
伺
わ
れ
る
と
思
う
。

　
　
な
お
赤
松
俊
秀
博
士
「
領
主
と
作
人
」
（
『
史
林
』
四
九
i
一
）
は
延
喜
整
理
令

　
以
後
百
姓
の
治
田
立
券
ま
で
も
擁
止
さ
れ
た
の
は
整
理
令
の
本
旨
と
矛
盾
す
る
と

　
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
整
理
令
の
嗣
的
を
単
に
貴
族
の
荘
隣
新
…
立
の
抑
止
に
留

　
ま
ら
ず
、
よ
り
本
質
酌
に
襲
園
成
立
の
基
盤
と
な
る
農
民
の
私
酌
隷
属
化
f
階

　
晒
分
化
一
の
端
端
に
あ
っ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
矛
盾
と
は
熱
い
難
い
の
で
は
な

　
い
か
と
思
う
。
律
令
田
講
が
、
こ
の
よ
う
な
環
的
か
ら
魏
田
・
園
宅
地
以
外
の
熟

51　〈7el）



　
田
の
永
売
を
一
切
禁
じ
た
事
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
爺
も
こ
の
墾
田
に
つ
い

　
て
も
そ
の
施
策
は
弛
張
只
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
養
老
七
年
四
月
の
三
世
一
身

　
法
が
天
平
十
五
年
暴
落
格
で
永
年
収
満
せ
ざ
る
事
に
改
．
め
ら
れ
た
際
も
、
親
王

　
一
品
以
下
庶
人
に
琵
る
ま
で
位
階
に
応
じ
て
墾
田
所
有
の
限
数
が
定
め
ら
れ
て
い

　
た
。
次
い
で
天
平
神
護
元
年
三
月
格
で
墾
．
田
飯
有
が
禁
じ
ら
れ
た
が
、
宝
亀
三
年

　
十
月
四
筒
格
で
禁
を
解
か
れ
、
弘
仁
一
一
一
年
五
月
三
日
筥
符
で
は
繭
斑
の
登
園
買
得
・

　
占
地
が
禁
じ
ら
れ
、
天
長
元
年
格
で
は
薦
蒲
田
の
取
扱
い
を
緩
め
て
百
姓
の
常
荒

　
田
の
一
身
閥
耕
食
を
許
し
た
。
し
か
し
そ
の
間
一
貫
し
て
い
る
事
は
菅
訳
註
園
ぽ

　
差
支
え
な
い
が
、
高
貴
の
家
の
墾
田
は
抑
制
す
る
と
云
う
事
で
あ
っ
た
。
延
喜
二

　
仙
ヰ
三
月
十
三
属
の
非
壮
園
整
理
令
は
「
案
件
昼
鳶
脚
、
講
銅
閑
地
耕
食
蒐
田
、
n
ハ
為
衝

　
姓
独
立
其
文
、
至
．
撃
高
血
蝋
厳
制
重
愚
」
と
記
し
、
こ
の
方
針
に
北
融
き
整
理
令
が
立

　
法
さ
れ
た
事
を
明
記
し
て
い
る
。
高
貴
者
の
墾
田
が
こ
の
よ
う
に
揮
舗
さ
れ
た
の

　
は
、
そ
れ
が
実
際
上
農
姓
墾
田
の
買
得
・
無
漏
に
よ
る
所
が
多
く
、
結
果
的
に
班

　
田
農
民
の
隷
民
化
・
公
地
公
民
鵠
の
崩
壊
を
齎
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
赤

　
松
博
土
の
楷
…
摘
さ
れ
た
首
罪
の
治
国
立
券
の
抑
止
も
、
買
得
者
が
権
門
鴛
下
の
在

　
地
當
簸
層
で
あ
り
、
田
地
売
買
を
通
じ
て
密
豪
層
ひ
い
て
は
荘
園
詳
説
に
対
す
る

　
耕
作
農
民
の
隷
属
民
化
を
生
ぜ
し
め
る
所
に
原
閣
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

　
意
味
で
整
理
令
の
本
旨
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳
）
｝
二
浦
瞬
け
士
は
「
徳
政
の
研
究
」
（
『
樫
鳥
史
の
研
究
貼
上
八
四
・
｝
〇
七
頁
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
企
て
、
永
仁
徳
政
令
は
そ
の
第
二
条
の
郷
家
入
所
領
の
保
護
を
目
的
と
し
た
質
券

　
売
買
地
の
無
徴
取
戻
に
関
す
る
規
定
を
以
て
眼
闘
と
す
べ
き
も
、
第
一
条
の
越
訴

　
の
陣
止
と
第
三
条
の
利
銭
出
挙
の
訴
訟
不
受
理
の
規
定
も
そ
の
社
会
的
影
響
の
点

　
で
決
し
て
第
二
条
に
劣
る
も
の
で
は
な
く
、
而
も
第
三
条
は
御
家
人
・
非
御
家
人

　
を
問
わ
ず
有
効
な
立
法
で
あ
っ
た
と
し
て
、
徳
政
令
と
云
え
ば
売
買
質
入
の
無
効

　
・
質
物
の
取
戻
の
み
を
軍
美
し
、
他
の
規
定
を
軽
視
す
る
事
の
穏
当
な
ら
ざ
る
点

　
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
幕
府
の
徳
政
．
の
名
称
は
古
代
の
朝
廷
の

　
徳
政
に
基
く
も
の
で
な
く
、
社
寺
領
又
は
公
田
の
無
効
返
還
を
令
し
た
同
時
代
の

　
朝
廷
の
徳
政
か
ら
淵
源
し
た
も
の
と
結
諭
さ
れ
る
時
、
名
称
の
謹
無
論
と
し
て
ぽ

　
正
確
と
し
て
も
、
債
務
、
訴
訟
不
受
理
賎
出
挙
債
務
謡
講
令
や
朝
廷
の
売
買
入
質
地

　
返
還
令
の
起
源
を
追
求
さ
れ
て
い
な
い
点
で
、
徳
政
の
全
体
納
起
源
の
考
察
上
不

　
充
分
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
更
に
売
買
入
質
地
の
返
還
規
定
自
体
に
つ
い
て
も
、
単
に
御
家
人
所
領
の
保
護

　
策
と
し
て
の
み
評
価
す
べ
き
も
の
か
、
そ
れ
と
も
非
御
家
人
を
も
含
め
て
広
く
債

　
務
打
切
令
の
一
形
態
と
し
て
評
価
す
べ
き
か
の
点
な
お
考
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て

　
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
三
浦
博
士
の
詳
諭
さ
れ
た
通
り
、
売
買
入
質

　
地
の
返
還
規
．
定
に
は
御
家
人
所
領
の
保
護
策
と
云
う
性
格
が
露
骨
に
衰
わ
れ
て
い

　
る
。
例
え
ば
鍾
応
二
年
菰
月
汁
五
田
追
掬
法
で
は
薮
永
式
尊
高
八
条
で
認
め
ら
れ

　
て
い
た
御
家
入
の
私
領
売
却
に
つ
い
て
も
、
凡
下
・
織
上
等
に
売
渡
し
た
場
合
は

　
収
著
す
る
と
云
い
、
永
仁
五
年
三
月
霧
隠
と
同
七
月
廿
二
巳
追
加
法
で
は
式
矧
第

　
八
条
の
規
定
に
黒
き
御
家
人
間
の
売
買
は
瀞
年
経
過
後
は
売
主
の
取
戻
を
認
め
な

　
い
が
、
債
権
春
が
非
御
家
人
・
凡
下
照
顧
の
場
・
貧
は
本
童
が
取
戻
す
べ
き
も
の
と
し

　
て
い
る
。
律
令
制
下
に
於
て
は
保
護
さ
る
べ
き
も
の
は
権
門
勢
家
の
支
配
下
に
配

　
没
さ
れ
よ
う
と
す
る
昏
冥
農
民
だ
っ
た
が
、
幕
纒
法
で
は
貧
窮
御
家
人
膚
に
対
す

　
る
配
慮
が
緊
要
だ
っ
た
。
そ
こ
に
律
令
法
と
幕
府
法
の
質
的
差
異
・
両
聴
代
の
政

　
治
権
力
構
造
の
相
違
を
読
み
譲
る
事
が
黒
来
る
。
し
か
し
他
面
御
家
入
・
非
御
家

　
人
を
問
わ
ず
出
挙
債
務
打
切
令
が
広
く
施
行
さ
れ
た
事
は
、
売
買
入
質
地
の
取
戻

　
が
必
要
と
な
る
墓
盤
と
し
て
か
か
る
出
挙
童
歌
の
聞
題
が
存
在
し
た
寓
を
読
す
る

　
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
徳
政
．
令
の
起
る
原
義
が
存
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

⑳
　
　
『
中
世
法
制
史
料
融
果
聴
8
六
七
冨
貝
。
　
な
、
お
岡
書
注
⑨
参
昭
幅
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳
　
類
従
本
法
曹
至
要
豊
中
二
九
条
は
、
禦
頭
に
建
久
四
年
七
月
四
酎
霞
旨
を
掲
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
次
に
岡
年
十
一
一
月
膏
九
社
堂
旨
を
引
く
。
前
蒋
に
は
一
本
延
久
と
注
し
、
後
藩
に

　
は
延
久
四
年
と
注
す
る
。
し
か
し
大
圏
本
史
料
韓
一
四
、
建
久
四
年
七
肩
凝
漏
条

　
の
参
証
文
に
従
い
建
久
と
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

働
　
注
⑩
参
照
。
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鵬
　
重
器
通
孝
博
士
『
入
会
の
研
究
』
鶯
七
二
頁
に
、
徳
川
時
代
の
土
地
売
買
禁
止

　
令
の
巨
酌
が
、
農
民
の
逃
散
防
氏
、
土
地
に
禁
縛
さ
れ
た
農
民
の
地
位
保
全
、
租

　
税
の
確
保
等
に
あ
る
鯉
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
古
代
の
永
売
禁
止
令
と
も
通
じ

　
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
想
う
。

〔
補
注
〕
不
比
等
等
の
野
地
バ
‘
返
還
令
か
ら
除
外
さ
れ
た
理
由
は
、
取
得
年
時
が
古

　
い
だ
け
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
類
史
の
記
載
だ
け
で
は
そ
れ
以
上
の
事
は

　
不
明
で
あ
る
。

八
　
古
代
の
土
地
所
有
権
に
関
す
る
諸
問
題

　
周
知
の
如
く
古
代
の
土
地
藤
有
権
に
つ
い
て
は
、
所
調
土
地
公
有

主
義
学
説
と
私
有
主
義
学
説
と
の
二
品
の
対
立
が
あ
り
、
今
日
な
お

明
確
な
解
決
策
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
論
争
は
中
田
薫
博
士

が
昭
和
三
年
に
『
国
家
学
会
雑
誌
』
四
二
i
一
〇
に
「
律
令
時
代
の

土
地
私
有
権
」
な
る
一
論
を
発
表
さ
れ
、
そ
れ
迄
の
臼
本
史
学
界
の

通
説
で
あ
っ
た
古
代
の
土
地
所
有
は
公
有
を
原
則
と
し
た
と
云
う
見

解
を
批
判
し
て
、
古
代
に
於
て
も
今
日
の
所
有
権
法
理
論
功
か
ら
合

理
的
に
説
明
し
得
う
べ
き
私
有
権
観
念
の
存
在
し
た
事
を
立
証
し
よ

う
と
試
み
ら
れ
た
事
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
骨
子
は
従
来
公
有
説
の

最
大
の
論
拠
で
あ
っ
た
口
分
田
の
田
主
権
を
期
限
付
条
件
付
の
私
有

権
と
さ
れ
、
そ
れ
が
今
鷺
の
私
有
権
の
如
く
無
制
眼
的
支
配
権
で
な

い
の
は
古
代
諸
扇
に
も
例
の
あ
る
事
で
、
世
界
の
所
有
権
法
史
を
広

く
見
渡
し
た
場
合
か
か
る
制
限
的
所
有
権
も
楽
弓
有
権
の
歴
史
的
現

実
形
態
と
し
て
容
認
す
る
事
が
先
ず
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
か
ら

出
発
し
て
現
代
の
所
有
権
法
理
論
の
再
構
成
の
必
要
性
を
階
示
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
提
言
は
も
と
所
有
権
法
理
論
上
の
関
心
か
ら
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
日
本
古
代
史
の
通
説
に
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
、
墨
然
歴
史
学
界
か
ら
の
反
論
は
厳
し
か
っ
た
。
就
中

最
も
詳
細
な
批
判
は
今
宮
新
博
士
『
班
田
収
授
制
の
研
究
』
に
於
て

な
さ
れ
た
も
の
で
、
以
後
の
公
有
主
義
論
者
の
批
判
は
方
法
的
に
は

ほ
ぼ
同
じ
観
点
に
立
つ
と
云
い
う
る
。
そ
の
骨
子
を
述
べ
れ
ば

ω
中
田
博
土
が
論
拠
と
さ
れ
た
私
有
権
の
外
的
臼
標
た
る
「
私
」
　
「
主
」
等

　
の
語
は
、
必
ず
し
も
今
日
の
如
き
絶
対
無
限
的
私
有
権
の
所
在
を
示
す
語

　
と
は
解
し
難
く
、
寧
ろ
他
の
何
等
か
の
権
利
の
所
在
を
示
す
と
解
す
べ
き

　
で
あ
る
。

②
当
時
の
地
・
黒
権
…
は
、
口
分
田
は
元
よ
り
、
園
宅
地
・
墾
田
（
私
有
令
以
前
）

　
で
さ
え
も
絶
揮
又
は
三
世
｝
身
と
云
っ
た
期
限
の
差
は
あ
る
が
収
授
の
対

　
象
と
さ
れ
た
か
ら
、
一
般
的
に
耀
益
的
権
能
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
云
う
べ

　
き
で
あ
る
。
ほ
ゴ
今
日
の
私
有
権
に
近
い
権
能
を
認
め
ら
れ
た
の
は
私
禽

　
令
以
後
の
墾
田
に
過
ぎ
な
い
。
か
よ
う
に
極
く
僅
少
と
は
云
え
当
量
も
今
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日
の
私
署
権
同
様
の
権
利
が
存
在
し
た
の
だ
か
ら
、
他
の
用
益
的
権
能
に

　
過
ぎ
な
い
権
利
を
私
膚
権
の
一
種
と
考
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

㈲
中
田
博
士
は
口
分
田
の
田
主
権
を
制
限
付
有
期
曲
断
有
権
と
主
張
す
る
に

　
際
し
、
か
N
る
権
利
を
所
有
権
に
非
ず
と
考
え
る
の
は
近
姫
の
所
有
権
論

　
を
以
て
律
令
時
代
の
土
地
制
度
を
論
ず
る
本
末
顯
倒
し
た
方
法
と
云
わ
れ

　
る
が
、
現
在
の
燐
有
権
概
念
か
ら
鵬
発
し
な
け
れ
ば
永
代
的
所
有
権
・
制

　
旧
約
所
有
権
と
云
っ
た
立
論
自
体
が
不
可
能
で
は
な
い
か
。

ω
中
田
博
土
は
麟
家
の
土
地
に
対
す
る
権
利
を
、
最
終
的
に
は
国
家
に
帰
属

　
す
べ
き
も
の
と
云
う
潜
在
的
な
期
待
的
所
有
権
と
云
わ
れ
る
が
、
田
三
等

　
の
規
定
を
見
る
と
か
玉
る
薄
弱
な
権
利
と
は
解
し
難
く
、
一
方
的
に
発
動

　
し
う
る
強
力
な
公
法
上
の
圓
収
権
及
び
監
督
権
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

㈲
中
田
醇
土
は
比
較
法
学
の
方
法
論
的
限
界
を
認
め
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

　
本
論
稿
で
は
β
ー
マ
・
ド
イ
ツ
等
の
古
法
に
制
限
的
所
有
権
の
存
し
た
例

　
を
以
て
我
圏
に
も
同
種
の
所
有
権
が
存
し
た
事
の
傍
証
と
さ
れ
た
よ
う
に

　
解
さ
れ
る
。
し
か
し
班
濁
法
は
日
本
・
中
國
独
自
の
も
の
で
、
歴
史
の
異

　
な
る
欧
州
の
例
を
軽
々
に
適
用
し
難
い
事
博
士
自
身
も
認
め
ら
れ
る
通
り

　
で
は
な
い
か
。

㈲
班
田
法
の
立
法
精
神
は
、
大
化
前
代
の
土
地
占
有
の
弊
を
除
去
し
、
一
般

　
国
民
に
一
定
の
基
本
的
土
地
を
班
給
し
て
そ
の
生
活
を
安
定
せ
し
め
、
貴

　
族
・
豪
族
の
侵
略
か
ら
保
護
し
て
中
央
集
権
馬
糧
家
を
確
立
す
る
に
あ
り
、

　
こ
れ
が
土
地
公
有
主
義
の
原
則
の
意
味
で
あ
る
。
中
田
樽
士
の
学
説
で
は

　
か
エ
る
土
地
制
度
の
史
的
考
察
が
欠
け
て
い
る
。

　
以
上
が
今
宮
博
士
の
批
判
の
大
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
右
の
批
判
に

沿
っ
て
聖
書
の
検
討
を
行
い
、
問
題
点
を
更
に
集
約
し
て
行
き
た
い
。

　
第
一
に
批
判
9
D
で
あ
る
。
今
宮
博
士
が
詳
述
さ
れ
た
よ
う
に
、
当

時
「
私
」
　
「
主
扁
等
の
語
で
現
わ
さ
れ
た
権
利
の
内
容
に
は
、
動
産

と
不
動
産
、
更
に
不
動
産
の
内
で
も
口
分
田
と
園
宅
地
・
墾
田
と
云

う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
相
違
が
あ
っ
た
墓
は
明
か
で
あ
る
。
更
に
虎
尾

俊
哉
氏
『
班
田
三
三
法
の
研
究
』
　
（
二
～
八
、
二
二
二
、
二
一
憂
頁
）
の
指

摘
の
如
く
「
公
」
　
「
私
」
の
語
が
所
有
権
の
指
標
と
解
し
う
る
か
否

か
も
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
当
時
所
有
権
の
指
標
と
し
て
の
法
令
用
語
が
全
く

存
在
し
な
か
っ
た
と
云
う
事
も
亦
考
え
難
い
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。

動
塵
の
場
合
は
私
奴
碑
の
他
船
例
に
つ
い
て
権
利
上
の
綱
隈
が
認
め

ら
れ
る
に
し
て
も
、
大
部
分
は
今
日
の
如
き
私
有
権
が
認
め
ら
れ
て

い
た
事
を
今
宮
博
士
も
肯
定
し
て
お
ら
れ
る
。
不
動
産
の
場
合
は
私

有
令
以
後
の
墾
田
だ
け
が
今
日
と
同
じ
私
有
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た

と
さ
れ
る
が
、
本
稿
第
二
・
三
章
に
述
べ
た
如
く
、
土
地
淫
売
の
起

源
が
大
宝
令
以
前
に
湖
る
と
云
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
土
地
私
有
権
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は
私
有
令
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
醐
も
現

存
の
潔
し
い
土
地
売
券
の
事
を
考
え
た
場
合
、
不
動
産
に
つ
い
て
も

私
有
権
の
所
在
を
示
す
法
令
用
語
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の

で
あ
る
。
同
様
の
事
が
第
六
・
七
章
に
述
べ
た
出
挙
以
下
諸
趣
の
債

務
関
係
の
存
在
を
考
え
て
も
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
一
私
人
の
所
有

を
前
提
せ
ず
に
は
貸
借
と
云
う
事
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
は
古
代
の
所
有
権
の
外
的
指
標
は
何
か
と
云
う
事
に

な
る
。
先
ず
「
公
」
　
「
私
」
の
語
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
虎
尾

氏
は
前
掲
書
で
公
水
公
田
主
義
一
漏
壷
に
公
水
を
使
う
田
は
公
田

で
、
私
蓄
を
使
う
沼
が
私
田
、
田
の
公
私
は
灌
概
用
水
の
公
私
に
よ

る
一
と
云
う
用
語
例
を
挙
げ
て
、
　
「
公
」
　
「
私
」
の
語
は
必
ず
し

も
所
有
権
の
外
的
協
標
と
な
し
得
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
。
公
田
の
語

を
右
の
如
く
解
す
る
見
解
に
は
遽
か
に
賛
同
し
難
い
が
、
公
私
の
語

に
所
有
権
の
外
的
鷺
標
と
解
し
難
い
側
面
の
あ
っ
た
事
は
卑
見
も
同

感
で
あ
る
。

　
旧
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
令
集
解
以
下
の
明
法
家
の
諸
説
を
整

理
す
る
と
、
ω
公
田
韮
乗
田
、
働
公
田
轟
不
輸
租
田
・
私
田
憂
輸
租

田
、
③
公
田
艮
無
主
田
と
云
う
三
種
の
見
解
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

特
に
②
に
よ
れ
ば
、
田
租
の
輸
不
が
田
の
公
私
の
意
味
と
な
る
か
ら
、

公
私
の
語
が
所
有
権
の
所
在
を
示
す
と
云
い
難
い
事
は
明
か
で
あ
ろ

う
。
ω
の
場
合
は
、
乗
田
が
班
田
後
の
余
剰
田
と
し
て
圏
家
の
直
接

管
理
下
に
置
か
れ
た
國
有
田
だ
か
ら
公
田
と
観
念
さ
れ
た
と
説
明
す

る
事
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
③
の
場
合
は
、
中
田
・
今
宮
両
博
士
と
も
所
有
権
の
指
標

と
解
し
難
い
例
と
し
て
お
ら
れ
る
。
中
田
博
士
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

当
時
の
史
料
が
公
田
の
事
を
国
有
地
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
無
主
と
説

明
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
主
と
云
う
語
に
特
別
の
意
味
が
あ
っ
た

た
め
で
、
ロ
ー
マ
法
や
わ
が
律
令
法
の
法
理
で
は
、
国
家
が
そ
の
管

理
す
る
財
産
に
対
す
る
権
利
は
、
所
有
権
で
は
な
く
よ
り
強
力
な
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

権
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
⑧
の
論
拠
は
馬
桶
荒
廃
指
穴
説
の
「
…
…
欠
官
田
為
無
主
故
、
若

有
借
佃
者
、
君
公
田
面
」
と
の
文
で
、
中
田
博
士
は
こ
の
文
か
ら
公

田
1
1
無
主
田
と
の
解
釈
を
導
き
繊
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
文

を
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、
　
「
欠
官
田
は
主
（
受
田
藩
1
1
用
益
権
者
）
が

い
な
い
か
ら
、
他
に
借
書
の
希
望
者
が
あ
れ
ば
、
乗
田
E
公
照
に
準

じ
て
賃
租
せ
し
め
よ
」
と
云
う
内
容
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
慣
行
と
し

て
無
主
田
が
茶
話
に
準
じ
て
賃
租
さ
れ
た
事
に
つ
い
て
は
旧
稿
に
詳

　
　
⑱

制
し
た
。
従
っ
て
こ
の
文
は
欠
官
田
が
無
主
だ
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
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公
田
に
つ
い
て
は
無
主
と
も
有
主
と
も
云
っ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き

で
は
な
か
ろ
・
γ
か
。
と
す
れ
ば
公
田
一
無
主
照
と
し
て
立
論
さ
れ
た

中
田
博
士
の
推
論
は
成
立
し
な
い
事
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
公
の
語
を
所
有
権
以
上
の
国
家
公
権
の
指
標
と
さ

れ
る
博
士
の
推
論
は
な
お
支
持
さ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。
前
述
の
田

租
の
通
産
が
田
の
公
私
の
意
味
と
云
う
場
合
は
、
田
租
の
収
取
と
云

う
農
民
に
対
す
る
国
家
公
権
力
の
作
用
の
有
無
が
公
私
の
別
を
決
定

す
る
と
解
し
う
る
。
他
方
公
田
H
乗
田
の
如
く
所
有
権
の
指
標
と
解

し
う
る
例
も
あ
る
。
従
っ
て
公
・
私
の
語
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
の

指
標
と
解
す
べ
き
か
公
権
力
の
指
標
と
解
す
べ
き
か
と
云
う
よ
う
に

問
題
を
整
理
し
う
る
と
思
う
。

　
同
様
の
事
が
主
の
語
に
つ
い
て
も
云
い
う
る
と
思
う
。
今
宮
博
士

の
批
判
に
於
て
も
、
大
部
分
の
動
産
と
私
有
令
以
後
の
私
墾
田
に
つ

い
て
は
主
の
語
が
所
有
者
を
表
わ
す
事
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
所
が

主
の
語
は
口
分
田
以
下
の
班
田
収
授
法
を
適
用
さ
れ
る
田
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
田
令
還
公
田
条
の
「
凡
応
還
公
田
、
皆
令
主

自
量
、
為
一
段
退
…
」
と
云
う
令
文
の
「
主
」
が
そ
の
用
語
例
で
あ

る
。
こ
の
「
主
」
が
今
日
の
意
味
で
の
所
有
権
者
と
解
し
難
い
事
は

明
か
で
、
班
田
の
受
田
者
一
嘗
益
者
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
力

耕
作
又
は
賃
租
等
耕
営
方
法
の
相
違
に
よ
り
用
益
内
容
の
差
は
あ
る

が
。

　
主
の
語
が
所
有
老
を
示
す
と
解
し
難
い
用
語
例
は
他
に
も
あ
る
。

今
宮
博
士
は
三
例
挙
げ
ら
れ
た
。
第
一
は
前
掲
還
公
田
条
の
朱
説
の

「
皆
戸
主
を
以
て
主
と
云
う
べ
き
の
み
」
と
の
文
で
あ
る
。
こ
れ
は

解
官
者
の
職
田
三
面
の
如
く
受
田
者
が
生
存
し
て
い
る
場
合
は
令
の

規
定
通
り
受
田
巻
1
1
主
霞
ら
還
公
出
来
る
が
、
死
亡
・
逃
亡
の
口
分

田
の
場
合
は
出
来
な
い
か
ら
、
受
田
老
所
属
の
戸
の
戸
主
又
は
他
の

戸
口
が
代
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
令
文
の
「
主
」
の
補
足

説
明
で
あ
る
。
従
っ
て
朱
説
の
「
主
」
は
令
文
の
「
主
」
と
同
義
と

し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
は
雑
面
宿
蔵
物
条
義
解
の
「
宮
の
田
宅
を
借
得
た
ら
ば
、
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

住
及
び
見
佃
の
人
を
以
て
主
と
な
せ
…
扁
と
の
文
で
あ
る
。
本
条
の

令
文
は
発
掘
さ
れ
た
地
下
埋
蔵
物
の
帰
属
決
定
に
関
す
る
規
定
で
、

現
存
本
邦
雑
律
に
は
逸
し
て
し
ま
っ
た
が
、
恐
ら
く
黄
昏
律
の
「
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

於
他
人
地
内
藩
儒
蔵
物
、
隠
愚
筆
送
還
、
計
合
丸
字
之
分
、
山
男
論

減
三
等
…
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
関
連
規
定
が
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
、
．

右
義
解
の
文
は
右
律
文
に
関
す
る
騰
落
疏
義
の
疏
分
を
抜
葦
引
用
し

た
も
の
か
と
推
量
さ
れ
る
。
つ
ま
り
義
解
の
文
中
の
「
主
」
は
雑
俳
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文
中
の
「
主
」
を
補
足
説
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
疏
文
は
律
文
の

「
他
人
の
地
」
を
官
有
田
宅
地
と
私
人
の
そ
れ
の
二
に
分
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
借
地
し
た
者
が
自
ら
薩
接
用
益
せ
ず
第
三
老
に
耕
作
・
住
居
せ

し
め
、
こ
の
用
益
者
が
そ
の
地
内
か
ら
埋
蔵
物
を
発
掘
し
た
場
合
誰

に
帰
属
す
る
か
と
問
を
発
し
、
そ
の
答
の
内
に
義
解
の
引
用
文
が
あ

る
。
つ
ま
り
官
有
田
宅
地
の
場
合
は
借
地
人
で
は
な
く
実
際
の
用
益

者
を
「
主
」
と
し
て
発
掘
物
を
獲
得
せ
し
め
、
用
益
者
の
下
に
使
わ

れ
て
い
る
作
人
等
が
発
掘
者
だ
っ
た
場
合
は
用
益
者
一
主
と
折
半
せ

よ
と
云
う
内
容
で
あ
る
。
膓
辞
令
の
荒
廃
田
沼
耕
規
定
（
『
恋
令
拾
遣
』

田
善
事
一
毛
条
）
に
は
、
借
地
者
が
自
ら
闇
墾
せ
ず
第
三
者
に
分
与
し

た
場
合
は
、
　
「
着
地
即
廻
借
着
佃
之
人
」
と
あ
る
か
ら
、
借
地
者
を

改
め
て
実
際
の
用
益
者
に
借
地
権
を
与
え
る
定
め
で
あ
っ
た
と
想
像

さ
れ
、
前
掲
の
疏
文
の
主
も
同
様
に
実
際
用
益
者
の
意
か
と
推
測
す

る
の
で
あ
る
。
な
お
唐
の
官
田
と
国
本
の
公
田
を
薩
ち
に
同
一
視
し

う
る
か
否
か
は
猶
考
究
の
余
地
が
あ
る
が
、
雑
筆
義
解
が
こ
の
露
文

を
引
い
て
い
る
所
か
ら
考
え
る
と
、
或
は
本
邦
律
令
法
で
も
公
田
の

墨
田
者
（
賃
租
を
受
け
た
者
）
を
主
と
称
し
た
こ
と
も
推
測
し
う
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
第
三
は
前
述
の
田
今
荒
廃
条
帯
説
の
欠
官
田
一
無
主
田
の
「
主
」

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
職
田
の
受
田
者
を
示
す
事
に
は
疑
問
の
余
地

が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
で
明
か
な
如
く
、
　
「
主
」
の
語
に
は
所
有
老
の
他
に

受
田
老
・
用
益
者
等
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
所
有

者
の
権
利
が
受
田
者
・
用
益
者
の
そ
れ
と
異
な
る
に
し
て
も
、
そ
の

事
実
を
如
何
に
評
価
す
る
か
と
云
う
点
に
存
す
る
。
中
田
博
士
は
日

分
田
等
の
受
田
者
の
権
利
を
期
限
付
所
有
権
と
解
し
、
．
今
宮
博
士
は

単
な
る
用
益
的
権
利
に
過
ぎ
ず
藤
有
権
は
国
家
に
属
し
た
と
解
す
べ

き
だ
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
論
の
背
反
を
生
じ
た
理
由
は
、

一
つ
に
は
所
有
権
の
絶
対
無
限
性
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
と
云
う

点
、
二
に
は
国
家
の
土
地
に
点
す
る
権
利
は
所
有
権
の
範
麟
で
説
明

し
切
れ
る
も
の
か
否
か
と
云
う
点
の
見
解
の
糊
違
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
今
こ
の
間
題
を
更
に
敷
帯
す
れ
ば
、
先
ず
第
一
点
に
つ
い
て
今
宮

博
士
は
文
字
通
り
所
有
権
を
絶
対
無
限
的
物
上
支
配
権
と
解
し
て
お

ら
れ
る
が
、
中
田
博
士
は
絶
対
無
限
性
を
以
て
現
代
所
有
権
法
理
下

上
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
論
的
要
請
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
郎
ち
今
日

ま
で
学
者
中
侮
人
も
所
有
権
と
は
如
何
な
る
権
利
概
念
か
と
云
う
極

め
て
平
凡
な
問
に
対
し
満
足
な
定
義
を
下
し
得
な
か
っ
た
が
、
そ
の
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理
由
は
所
有
権
が
理
論
上
物
の
無
制
限
的
支
配
権
た
る
こ
と
を
要
求

す
る
に
拘
ら
ず
、
実
際
に
は
常
に
法
律
上
契
約
上
種
々
の
制
限
を
受

け
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
博
士
に
於
て
は
、

現
在
の
所
有
権
概
念
に
お
け
る
物
上
支
配
の
絶
対
無
限
性
と
は
決
し

て
自
明
の
事
で
は
な
く
、
現
在
は
も
と
よ
り
過
玄
に
於
て
も
嘗
っ
て

完
全
に
実
現
さ
れ
た
試
し
の
な
い
事
な
の
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
そ
の
よ

う
な
絶
対
無
限
性
を
強
調
す
る
所
に
、
現
代
に
於
け
る
所
有
権
概
念

の
特
殊
歴
史
的
な
側
面
が
あ
る
と
云
う
事
で
あ
ろ
う
。
今
宮
博
士
の

批
判
⑧
に
あ
る
如
く
、
律
令
時
代
の
土
地
私
有
権
に
有
期
・
無
期
の

相
違
が
あ
る
と
云
う
推
論
は
、
現
在
の
所
有
権
概
念
に
基
づ
く
事
な

し
に
立
論
し
得
ぬ
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
中
田
博
士
の
場
合
は
そ
れ

は
現
在
の
通
念
で
あ
っ
て
学
理
上
確
定
さ
れ
た
解
釈
で
は
な
い
と
云

う
事
が
前
提
に
あ
る
。
従
っ
て
批
判
㈲
は
中
田
説
の
方
法
論
に
対
す

る
決
定
的
批
判
と
は
な
り
難
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
先
に
「
公
」
　
「
私
」
の
語
に

つ
い
て
、
所
有
権
並
に
国
家
公
権
力
の
指
標
と
云
う
二
様
の
解
釈
の

可
能
な
裏
を
指
摘
し
て
置
い
た
。
更
に
口
分
田
の
「
主
」
と
云
う
語

が
、
所
有
権
を
示
す
か
又
は
単
な
る
用
益
権
を
示
す
か
と
の
設
間
は
、

裏
返
ぜ
ば
国
塚
の
口
分
田
に
対
す
る
権
利
は
所
有
権
か
又
は
潜
在
的

な
期
待
的
所
有
権
か
と
云
う
設
問
に
通
ず
る
。
而
も
前
述
の
如
く
中

田
博
士
は
国
家
の
権
利
は
所
有
権
よ
り
も
更
に
強
力
な
公
権
で
は
な

か
っ
た
か
と
も
述
べ
、
所
有
権
と
公
権
と
の
差
異
を
も
暗
示
さ
れ
た
。

他
方
今
宮
博
士
は
口
分
田
の
所
有
権
は
国
家
に
属
す
る
と
さ
れ
る
一

方
、
批
判
㈲
⑥
で
は
国
家
の
土
地
に
対
す
る
権
利
が
公
法
上
・
政
治

上
の
権
力
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
何
故
か
か
る
国
家
公

権
力
を
直
ち
に
所
有
権
と
解
し
う
る
か
の
論
拠
は
明
示
し
て
お
ら
れ

な
い
。

　
か
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
律
令
時
代
の
土
地
所
有
権
に
関
す

る
公
有
・
私
有
両
説
の
争
点
を
集
約
す
る
と
、
e
権
利
の
有
期
無
期

は
断
有
権
の
決
定
要
件
た
り
う
る
か
、
⇔
国
家
の
土
地
に
対
す
る
権

利
は
公
権
か
所
有
権
か
の
二
点
に
し
ぼ
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

今
宮
鍵
盤
の
批
判
⑤
は
一
般
論
と
し
て
は
云
い
得
て
も
、
具
体
的
な

挙
証
に
よ
る
批
判
で
は
な
い
か
ら
考
察
の
対
象
外
に
置
く
事
が
出
来

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
中
田
博
士
の
私
有
説
に
対
す
る
今
宮
博
士
の
公
有
説
の
立
場
か
ら

の
批
判
は
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
論
争
を
通
じ
て
示

さ
れ
た
上
述
の
二
つ
の
問
題
点
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
か
ら
、

以
後
の
古
代
土
地
叡
感
を
論
ず
る
論
者
は
こ
の
課
題
の
解
決
に
努
力
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を
傾
注
し
て
来
た
。

　
先
ず
仁
井
田
陞
博
士
の
兇
解
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
博
士
は
王
の
国

土
に
対
す
る
権
利
を
上
級
所
有
権
、
一
般
人
民
の
土
地
に
対
す
る
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

利
を
下
級
所
有
権
と
し
て
両
者
を
区
別
す
べ
き
事
を
提
唱
さ
れ
た
。

こ
れ
は
口
分
田
の
田
主
権
は
私
有
権
で
あ
る
と
す
る
中
田
博
士
説
を

継
承
す
る
と
共
に
、
王
の
口
分
田
に
対
す
る
権
利
は
所
有
権
で
あ
る

と
す
る
公
有
説
の
見
解
を
も
採
入
れ
て
、
両
者
の
質
的
差
異
を
上
下

関
係
で
表
現
し
た
も
の
で
、
公
有
・
私
有
説
の
折
衷
案
と
云
う
事
が

出
来
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
永
業
田
が
受
田
者
死
亡
の
場
合
承
戸
者
へ
の
相
続

を
許
さ
れ
た
の
に
対
し
、
口
分
田
は
収
公
の
建
前
だ
っ
た
か
ら
、
田

の
種
類
に
よ
り
権
利
内
容
の
相
違
す
る
事
は
我
国
の
口
分
田
・
園
宅

地
・
墾
田
等
の
関
係
と
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
権
利
の
有
期
・
無
期

が
所
有
権
の
決
定
要
件
か
ど
う
か
と
云
う
前
述
の
問
題
点
e
は
未
解

決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
岡
持
に
上
級
所
有
権
は
所
有
権
か
そ
れ

と
も
公
権
か
と
云
う
問
題
の
第
二
点
も
明
確
に
さ
れ
た
と
は
云
い
難

い
の
で
あ
る
。

　
所
で
公
有
・
私
有
説
論
争
に
初
め
て
階
級
関
係
と
云
う
社
会
経
済

史
的
視
角
を
導
入
さ
れ
た
の
は
渡
部
義
通
氏
で
あ
っ
た
。
氏
の
見
解

を
要
約
す
る
と
次
の
三
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ω
古
代
の
土
地
「
国
有
制
」
と
云
う
言
葉
は
、
土
地
私
有
の
発
展
に
対
す
る

　
強
権
的
制
限
・
制
圧
－
即
ち
律
令
的
土
地
制
度
を
維
持
す
べ
き
行
政
的

　
理
由
か
ら
生
ず
る
現
象
を
意
味
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
一
種
の
所
有
権
と

　
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
国
家
公
権
と
所
有
権
と
を
概
念
上
綾
別

　
す
べ
き
察
を
主
張
さ
れ
た
。

②
国
家
的
所
有
か
否
か
は
、
そ
の
土
地
の
用
益
潜
乃
至
藏
接
生
産
者
に
対
し

　
て
國
家
の
か
玉
わ
る
生
産
関
係
か
ら
判
断
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
土
地

　
所
有
権
が
生
産
の
場
に
お
け
る
人
と
人
と
の
関
係
に
よ
り
決
せ
ら
る
べ
き

　
事
を
主
張
さ
れ
た
。

㈲
嘉
時
の
生
産
関
係
は
基
本
的
に
は
奴
隷
制
的
性
格
を
も
っ
と
の
観
点
か
ら

　
し
て
、
当
時
の
土
地
所
有
は
貴
族
の
集
団
的
階
級
的
所
有
を
原
則
と
す
る

　
も
の
で
、
こ
れ
が
律
令
的
土
地
「
国
有
制
」
の
実
態
で
あ
る
。
従
っ
て
そ

　
れ
は
土
地
私
有
の
否
定
で
も
な
く
、
又
実
際
に
否
定
し
得
る
筈
も
な
く
、

　
寧
ろ
個
珊
的
所
有
を
法
制
的
に
制
限
整
調
し
、
或
は
制
圧
す
る
事
が
、
こ

　
の
制
度
の
目
的
だ
っ
た
。
加
え
て
国
家
財
政
の
確
立
を
目
指
し
た
所
に
班

　
田
制
の
意
義
が
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
が
民
の
見
解
の
骨
子
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
前
述
の
問
題

点
に
照
し
て
考
え
る
に
、
先
ず
ω
③
は
国
家
の
土
地
に
対
す
る
権
利

を
公
権
と
断
じ
、
且
つ
貴
族
の
集
団
的
所
有
を
認
め
る
点
で
私
有
説
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的
傾
向
を
看
取
し
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
土
地
所
有
が
貴
族

の
集
団
的
所
有
を
原
劉
と
し
、
　
「
班
田
制
は
彼
等
（
班
田
墨
斑
－
筆
麿
注
）

の
口
分
田
私
有
を
公
認
し
乃
至
そ
の
私
有
に
基
づ
け
る
制
度
で
は
な

か
っ
た
」
と
云
わ
れ
る
時
、
そ
こ
に
公
有
説
的
傾
向
を
読
み
取
り
う

る
よ
う
に
思
う
。

　
し
か
ら
ば
氏
の
見
解
は
公
有
・
私
有
説
論
争
上
に
如
何
な
る
成
果

を
齎
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
前
述
の
問
題
点
8
に
明
示
し
た
よ

う
に
、
従
来
古
代
の
土
地
所
有
権
を
論
ず
る
場
合
、
当
該
土
地
に
対

す
る
権
利
内
容
の
広
狭
の
み
を
問
題
と
し
て
来
た
。
口
分
田
の
田
主

権
が
所
有
権
か
否
か
の
争
点
は
、
そ
の
権
能
の
有
期
・
無
期
が
所
有

権
の
決
定
要
件
た
り
う
る
か
否
か
に
懸
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば

抽
象
的
な
物
と
人
と
の
関
係
一
物
権
的
視
角
と
云
い
う
る
。
所
が
氏

は
主
張
②
の
如
く
そ
の
土
地
に
於
け
る
生
産
関
係
i
国
家
の
直
接

生
産
者
に
対
す
る
関
係
こ
そ
所
有
権
を
決
定
す
る
鍵
だ
と
主
張
さ
れ

た
。
こ
れ
は
後
述
の
如
く
土
地
を
媒
介
と
す
る
人
と
人
と
の
社
会
関

1
階
級
関
係
…
が
土
地
所
有
権
の
実
態
で
あ
る
と
す
る
最
近
の
土
地

所
有
法
理
論
に
も
通
ず
る
見
解
で
あ
り
、
公
有
・
私
有
説
論
争
に
新

た
な
視
角
を
提
供
す
る
極
め
て
重
要
な
提
言
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
氏
に
あ
っ
て
は
こ
の
提
言
は
未
だ
理
論
的
に
充
分

整
理
し
尽
さ
れ
な
い
点
が
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
氏
は
こ
の
生
産
関
係

を
国
家
の
直
接
生
産
者
に
対
す
る
関
係
と
し
、
律
令
制
的
土
地
所
有

を
貴
族
の
集
団
的
土
地
所
有
と
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く

て
は
律
令
国
家
と
は
単
な
る
貴
族
の
集
合
体
に
他
な
ら
ぬ
事
と
な
り
、

残
の
主
張
ω
の
律
令
国
家
の
土
地
に
対
す
る
権
利
は
国
家
公
権
で
所

有
権
で
は
な
い
と
云
う
見
解
に
も
抵
触
し
、
貴
族
の
土
地
人
民
私
有

が
大
化
改
新
で
廃
止
さ
れ
、
以
後
律
令
制
土
地
凶
器
の
基
本
方
針
と

な
っ
た
と
云
う
古
代
土
地
制
度
史
の
基
本
的
見
解
に
も
矛
盾
す
る
事

と
な
る
。
そ
れ
故
氏
は
主
張
③
で
集
団
的
所
有
の
意
味
を
貴
族
の
個

別
的
所
有
一
そ
れ
が
改
新
前
の
地
民
私
有
の
意
味
で
あ
っ
た
一

の
湖
圧
・
整
調
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
従
っ
て
氏
の
見
解
は
通
説
の
廃

止
を
抑
欄
と
改
め
た
点
以
外
は
通
説
と
糊
製
し
な
い
事
と
な
り
、
同

時
に
個
別
的
所
有
の
上
に
あ
っ
て
こ
れ
を
抑
制
す
る
超
越
的
規
青
蜂

と
云
う
国
家
公
権
力
の
性
格
を
も
明
か
に
し
え
た
訳
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
一
方
律
令
制
土
地
所
有
は
貴
族
の
集
団
的
所
有
を
原
則

と
し
、
班
田
農
民
の
口
分
田
私
有
は
公
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ

れ
る
。
そ
れ
は
律
令
制
社
会
の
階
級
関
係
を
奴
隷
調
と
見
る
氏
の
基

本
的
視
角
の
必
然
的
結
論
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
於
て
氏
の
見
解
は

私
有
説
と
完
全
に
挟
を
分
つ
こ
と
と
な
る
。
中
田
博
士
の
私
有
説
は
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正
し
く
班
田
農
民
の
口
分
田
に
対
す
る
権
利
を
私
有
権
の
一
種
と
主

張
し
て
お
ら
、
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
は
云

え
、
貴
族
集
団
籍
律
令
国
家
に
所
有
権
が
あ
る
と
云
う
事
が
実
態
的

に
明
確
化
さ
れ
た
と
云
う
意
味
で
公
有
説
を
補
強
す
る
結
果
と
な
っ

た
と
云
い
う
る
。
か
く
し
て
権
利
の
有
期
・
無
期
と
云
う
物
権
的
視

角
よ
り
も
、
生
産
関
係
に
基
づ
い
て
所
有
権
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る

と
の
提
言
は
、
何
故
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
理
由
を
充
分

明
確
に
さ
れ
る
事
な
し
に
終
り
、
同
時
に
国
家
の
権
利
は
公
権
で
あ

っ
て
所
有
権
で
は
な
い
と
の
提
言
も
、
充
分
貫
徹
さ
れ
な
い
憾
み
を

残
し
た
と
云
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
渡
部
氏
の
提
示
さ
れ
た
生
産
関
係
が
所
有
権
の
決
定
要

件
だ
と
云
う
見
解
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
．
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
見
解
は
二
つ
の
側
面
か
ら
評
価
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
一
は
生
産
関
係
の
語
を
国
家
公
権
力
を
捨
象
し
た
社
会
関
係
一
般

一
基
本
的
に
は
階
級
関
係
と
理
解
す
る
視
角
で
あ
る
。
前
述
の
如
く

公
有
・
私
有
説
の
論
争
点
の
一
は
、
口
分
田
の
田
主
権
が
単
な
る
用

益
的
権
能
か
、
又
は
糊
限
さ
れ
た
私
有
権
か
と
云
う
見
方
の
相
違
に

あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
所
有
権
一
完
全
な
る
物
上
支
配
権
と
云
う
今

沿
の
法
常
識
が
所
有
権
の
最
も
完
全
な
定
義
と
云
い
う
る
か
否
か
の

閥
題
が
縛
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
今
日
で
は
所
有
権
理
論
は
既

に
中
田
博
士
が
私
有
説
を
提
唱
さ
れ
た
往
隠
の
段
階
よ
り
進
ん
で
い

る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
主
と
し
て
現
代
の
法
学
理
論
分
野
に
於
け

る
業
績
に
留
ま
り
、
法
理
史
上
特
に
当
面
の
古
代
史
の
研
究
分
野
で

は
未
だ
充
分
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に

於
て
川
島
武
宜
博
士
の
『
所
有
権
法
の
理
論
』
の
成
果
を
こ
こ
で
取

上
げ
て
み
た
い
。
尤
も
玩
の
論
考
は
現
代
法
学
の
広
範
な
業
績
を
基

盤
と
す
る
も
の
で
、
門
外
漢
の
私
に
は
そ
の
正
当
な
理
解
す
ら
疑
わ

し
い
が
、
茂
の
論
述
に
従
い
私
な
り
に
理
解
し
得
た
所
を
記
せ
ば
次

の
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
資
本
制
社
会
に
於
て
は
、
商
品
交
換
が
極
度
に
発
達
し
た
結
果
一

切
の
物
が
商
口
翻
交
換
の
園
的
と
云
う
観
点
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
事
は
一
切
の
経
済
外
強
制
を
排
し
て
、
物
自
体
に
内
在

す
る
交
換
価
値
に
基
づ
き
諸
々
の
権
利
関
係
が
規
定
さ
れ
る
事
を
意

味
す
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
何
よ
り
も
先
ず
一
切
の
人
的
協
陶
関
係
・

支
配
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た
近
代
の
私
的
所
有
権
の
概
念
が
成
立
す

る
。
同
時
に
そ
の
反
面
に
お
い
て
一
切
の
人
間
対
人
間
の
関
係
は
物

財
に
対
す
る
所
有
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
、
従
っ
て
支
配
的
・
協
同
体

的
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
独
立
な
人
格
間
の
単
純
な
契
約
関
係
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と
な
る
α
か
く
て
初
め
て
近
代
法
上
の
物
権
法
と
債
権
法
の
分
化
が

確
立
す
る
。
近
代
的
所
有
権
が
単
純
に
人
と
物
と
の
関
係
と
し
て
意

識
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
（
以
上
同
書
第
二
章
）
。
　
　
’

　
し
か
し
な
が
ら
資
本
制
社
会
は
生
産
力
の
一
定
の
歴
史
的
段
階
に

対
応
す
る
社
会
形
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
社
会
は
生
産
手
段
の
所
有

者
と
非
所
有
者
と
云
う
二
つ
の
対
立
す
る
階
級
に
分
裂
す
る
。
こ
の

よ
う
に
資
本
家
対
労
働
者
と
云
う
階
級
対
立
関
係
の
上
に
生
産
が
遂

行
さ
れ
る
所
に
資
本
糊
生
産
の
特
殊
七
会
的
性
質
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
か
く
て
近
代
的
所
有
権
は
前
述
の
如
き
階
級
関
係
を
捨
象

し
た
抽
象
的
普
遍
的
平
等
な
側
面
と
、
生
産
手
段
の
所
有
に
基
づ
く

所
の
具
体
的
特
殊
的
不
平
等
な
側
面
と
云
う
互
い
に
矛
盾
す
る
二
重

の
側
面
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
後
壁
は
商
晶
生
産
に
於
て
そ
の
交
換

を
必
然
的
に
産
出
し
、
前
者
は
商
晶
交
換
に
よ
っ
て
商
品
再
生
産
を

も
た
ら
す
と
云
う
相
互
媒
介
的
な
循
環
運
動
を
展
模
す
る
。
同
時
に

前
者
は
自
由
と
平
等
の
世
界
を
指
向
し
、
後
者
は
支
配
と
強
制
の
世

界
を
指
向
す
る
と
云
う
資
本
制
社
会
の
矛
盾
性
が
胚
胎
す
る
。
但
し

民
法
の
世
界
で
は
前
者
の
み
が
前
面
に
現
わ
れ
、
後
者
は
捨
象
さ
れ

背
後
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
（
以
上
同
書
第
五
管
理
～
節
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
資
本
制
成
立
以
前
の
封
建
綱
社
会
で
は
、
法
律
上

で
も
観
念
附
に
も
物
権
と
債
権
と
の
分
化
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
物

的
支
配
と
人
的
関
係
と
が
不
可
分
に
結
び
付
い
て
い
て
、
而
も
そ
の

人
的
関
係
は
純
粋
な
債
権
関
係
で
は
な
く
人
的
支
配
関
係
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
封
建
制
社
会
に
於
て
、
一
の
権
利
が
物
権
か
債
権
か
を
問
題

と
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
無
意
味
で
あ
る
（
同
書
四
八
頁
）
。

　
以
上
が
川
島
博
士
の
資
本
制
社
会
と
封
建
制
社
会
と
の
所
有
権
概

念
の
相
異
に
関
す
る
見
解
の
大
要
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
わ
が
古
代

に
於
け
る
土
地
の
売
買
と
貸
借
と
の
未
分
化
は
、
正
し
く
右
に
指
摘

さ
れ
た
前
近
代
社
会
の
物
権
・
債
権
の
未
分
化
の
一
例
証
と
云
い
え

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
単
に
未
分
化
だ
と
云
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、

せ
い
ぜ
い
古
代
の
所
有
権
を
共
同
体
的
関
係
で
把
え
る
と
云
う
位
の

結
論
し
か
期
待
し
得
ず
、
社
会
関
係
に
内
在
す
る
諸
々
の
矛
贋
と
相

剋
に
よ
り
展
覧
す
る
現
実
の
歴
史
事
象
の
動
き
は
見
失
わ
れ
る
こ
と

　
　
　
⑪

と
な
ろ
う
。
川
島
博
士
は
右
の
論
著
に
於
て
資
本
鋼
社
会
の
所
有
権

の
理
論
的
分
析
を
主
と
さ
れ
た
が
故
に
、
対
比
上
前
近
代
社
会
の
物

権
・
債
権
の
未
分
化
を
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
も
の
と
推
察
す

る
の
で
あ
る
が
、
右
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
近
代
法
理
論
上
の
物
権
・

債
権
の
峻
別
と
そ
の
秘
計
的
歴
史
的
意
義
を
そ
の
ま
ま
古
代
史
に
持

込
み
得
な
い
の
は
勿
論
と
し
て
も
、
同
様
の
視
角
に
よ
り
古
代
社
会
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の
内
的
矛
盾
と
相
剋
の
歴
史
像
を
類
推
構
成
す
る
事
は
許
さ
る
べ
き

方
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
資
本
制
社
会
の
凡
て
の
体
制
は
資
本

欄
社
会
に
至
り
唐
突
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
前
近
代
社

会
の
内
に
胚
胎
し
、
序
女
に
育
く
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
資
本

制
社
会
に
到
達
し
な
け
れ
ば
開
花
し
得
な
か
っ
た
特
殊
近
代
的
な
諸

々
の
社
会
形
態
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
同
時
に
前
近
代
社

会
か
ら
の
発
展
の
必
然
性
を
明
か
に
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
意
味
に
覧
て
歴
史
の
発
展
の
原
動
力
た
る
社
会
的
階
級
関
係

の
矛
盾
と
克
服
の
運
動
形
態
を
解
明
す
る
事
は
、
律
令
時
代
の
所
有

権
の
存
在
形
態
を
考
察
す
る
上
に
不
可
欠
の
方
法
と
考
え
る
。

　
第
二
は
生
産
関
係
と
国
家
公
権
力
と
の
関
係
で
あ
る
。
渡
部
氏
は

律
令
時
代
の
生
産
関
係
を
奴
隷
鯛
的
な
も
の
と
規
定
し
て
お
ら
れ
る

触
我
国
の
古
代
史
上
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
如
き
大
規
模
な
労
働

奴
隷
制
の
存
在
を
実
証
す
る
事
は
困
難
で
あ
り
、
そ
こ
に
班
田
農
民

層
を
も
包
含
す
る
総
体
的
奴
隷
欄
論
の
展
開
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
更
に
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
争
に
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
古
典
古
代
的
労
働
奴
隷
制
生
産
様
式
と
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式

と
を
継
起
的
な
段
階
と
解
す
べ
き
か
、
又
は
並
列
的
な
段
階
と
解
す

べ
き
か
に
つ
き
国
際
的
な
論
争
が
あ
り
、
律
令
時
代
の
生
産
様
式
を

奴
隷
制
と
規
定
し
う
る
か
否
か
は
今
日
猶
未
解
決
の
問
題
に
属
す
る
。

の
み
な
ら
ず
最
近
で
は
余
り
顧
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
早
く
早
川
二

郎
氏
の
公
民
一
農
奴
説
（
冒
本
古
代
史
の
研
究
』
二
七
四
～
二
八
八
頁
）
の
行

わ
れ
て
い
た
事
も
改
め
て
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
古
代
の
生
産
様
式
論
に

深
く
立
ち
入
る
事
は
さ
し
控
え
て
、
律
令
時
代
の
基
本
的
階
級
関
係

を
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
と
云
う
問
題
を
直
接
追
究
す
る
事
と
し
た

い
。
生
産
関
係
と
は
生
産
の
場
に
於
け
る
階
級
関
係
に
他
な
ら
な
い

か
ら
、
蜜
面
の
課
題
か
ら
す
れ
ば
こ
の
聞
題
は
階
級
関
係
と
国
家
公

権
力
と
の
関
係
の
聞
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
財
産
及
び
国
家
の
起
源
』
ハ
岩
波
文
庫
、

改
訳
版
二
三
四
頁
）
に
次
の
一
文
が
あ
る
。

　
モ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
国
家
は
階
級
対
立
を
抑
制
す
る
必
要
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
然
し
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
こ
れ
ら
の
階
級
の
軋
櫟
の
真
受
中
に
発
生
し
た

　
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
通
常
最
も
有
力
な
、
経
済
的
に
支
配
す
る
階

　
級
の
国
家
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
階
級
は
、
ま
た
彼
の
園
家
に
よ
っ
て
政

　
治
的
に
支
配
す
る
購
級
と
な
り
、
ま
た
か
く
し
て
被
圧
迫
階
級
の
揮
圧
及

　
び
搾
取
の
た
め
の
薪
し
い
手
段
を
獲
得
す
る
。
か
く
て
古
代
の
国
家
は
何

　
よ
り
も
先
づ
奴
隷
の
碧
潭
の
た
め
の
奴
隷
所
有
巻
の
国
家
で
あ
り
、
ま
た
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封
建
国
家
は
農
奴
及
び
隷
属
的
幾
民
の
抑
圧
の
た
め
の
貴
族
の
機
関
で
あ

　
り
、
そ
し
て
近
代
の
代
一
議
剃
国
家
は
資
本
に
よ
る
賃
銀
労
働
の
搾
取
の
道

　
具
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
例
外
的
に
は
、
相
闘
争
す
る
諸
階
級
が
互
に
殆

　
ど
均
衡
を
保
っ
て
、
捨
象
権
力
が
外
観
上
の
調
惇
老
と
し
て
一
時
両
者
に

　
対
し
て
創
る
程
度
の
独
立
性
を
得
る
が
如
き
隠
期
が
現
は
れ
る
（
下
略
）

　
こ
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
見
解
は
国
家
公
権
力
を
支
配
階
級
の
階
級
的

搾
取
の
手
段
と
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解

が
国
家
公
権
力
に
関
す
る
唯
一
の
正
し
い
理
解
法
で
あ
ろ
う
か
。
前

掲
引
用
文
の
末
に
、
国
家
権
力
が
対
立
す
る
二
の
階
級
を
購
着
し
て

恰
も
そ
の
調
停
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
時
が
例
外
的
に

起
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
象
は
例
え
権
力
者
が
如
何

に
政
治
的
術
策
に
長
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
本
質
的
に
は
対
立
す
る

階
級
間
の
勢
力
の
均
衡
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
な
し
に
は
調
停
者
の
ポ
ー
ズ
す
ら
取
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
こ
の
事
は
国
家
公
権
力
と
階
級
関
係
と
の
関
遮
を
考
え
る
場
合
最

も
重
要
な
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
掲
引
用
文
の
若
齢
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
国
家
が
階
級
対
立
の
抑
制
の
必
要
か
ら
発
生
し
た

と
す
れ
ば
、
被
支
配
階
級
の
要
求
の
み
を
＝
力
的
に
押
え
る
事
は
階

級
対
立
を
抑
欄
す
る
所
以
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
階
級
的
差
別
が
完

全
に
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
階
級
対
立
は
階
級
間
の
勢
ガ
の
均
衡
・

調
整
以
外
の
方
法
で
は
抑
制
し
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
権
力
が
支
配
階
級
に
有
利
に
利
用

さ
れ
易
い
傾
向
の
あ
っ
た
事
は
歴
史
上
否
み
難
い
事
実
で
あ
る
が
、

本
質
的
に
は
国
家
権
力
の
形
態
・
作
用
は
そ
の
時
点
一
々
で
の
階
級

間
の
勢
力
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
考
う
べ
き
も
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
古
代
に
は
階
級
対
立
は
社
会
の
共
同
体
的
外
被
の
下
に
埋
没
さ
れ

て
顕
在
化
し
難
い
傾
票
あ
触
そ
の
た
め
に
国
家
の
権
力
犠
も

支
配
階
級
内
部
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
争
奪
関
係
と
し
て
表
わ
れ
、
階
級

間
の
勢
力
均
衡
形
態
が
権
力
形
態
を
規
定
す
る
と
云
う
右
の
視
角
は

実
証
的
に
捕
え
に
く
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
支
配

階
級
内
部
の
権
力
闘
争
も
、
基
本
的
に
は
階
級
対
立
の
所
産
で
は
な

か
ろ
う
榊
班
田
農
民
や
舞
の
逃
散
は
古
代
に
於
け
る
農
民
の
階

級
闘
争
の
一
形
態
と
し
て
屡
々
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
単
な
る
逃

亡
で
あ
れ
ば
闘
争
の
園
避
と
云
う
消
極
的
意
味
し
か
な
く
、
階
級
闘

争
と
云
う
積
極
的
評
価
を
与
え
る
事
は
困
難
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
班
田
農
民
の
逃
亡
に
関
す
る
史
料
を
精
査
す
る
と
、
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そ
れ
が
単
な
る
階
級
対
立
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
事

に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
即
ち
浮
浪
化
し
た
逃
亡
農
民
は
権
門
勢
家
の

庇
護
下
に
隠
れ
る
事
に
よ
り
律
令
湖
的
階
級
関
係
か
ら
逃
れ
る
が
、

そ
の
代
り
に
権
門
勢
家
の
私
芸
能
に
駆
使
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
反
律

令
制
的
階
級
対
立
関
係
の
内
に
身
を
移
す
事
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
律
令
調
の
統
一
的
支
配
体
制
に
崩
壊
の
端
緒
を
闇
く
結
果
、
前
章

に
述
べ
た
よ
う
に
権
門
勢
家
の
私
営
田
禁
止
令
や
荘
園
整
理
令
が
繰

返
し
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
農
民
の
逃
亡
は
こ
の
よ
う
な

形
で
支
配
階
級
内
部
の
対
立
を
緊
迫
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
階
級
対

立
は
間
接
的
に
支
配
階
級
内
部
の
権
力
闘
争
の
形
で
現
象
す
る
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

う
事
が
嵐
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
詩
話
に
も
考
え
う
る

の
で
あ
っ
て
、
大
化
前
代
の
個
別
的
豪
族
支
配
の
下
で
の
階
級
対
立

が
豪
族
闇
の
権
力
闘
争
を
激
化
せ
し
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
個
別

的
権
力
を
超
越
し
た
律
令
制
支
配
権
力
猛
国
家
権
力
の
成
立
を
必
然

的
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
階
級
間
の
勢
力
関
係
が
国
家

権
力
の
形
態
・
作
用
を
規
定
す
る
と
云
う
前
述
の
視
角
は
、
我
国
の

古
代
国
家
機
構
の
考
察
上
に
適
用
し
う
る
と
患
う
の
で
あ
る
。

　
前
章
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
古
代
の
餌
挙
法
に
は
、
利
息
累
計
額

を
十
割
以
下
に
制
限
し
た
り
、
不
動
産
質
を
禁
止
し
、
又
は
長
年
に

わ
た
る
旧
債
の
打
切
り
を
極
め
て
頻
繁
に
行
う
等
、
債
権
者
に
対
す

る
抑
獣
的
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
階
級
対
立
を
緩
和
し

て
班
田
農
民
の
没
落
を
防
止
し
、
延
い
て
は
支
配
階
級
内
部
の
対
立

の
激
化
を
抑
制
し
て
政
情
を
安
定
せ
し
め
よ
う
と
の
意
図
か
ら
出
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
出
挙
法
が
古
代
の
み
な
ら
ず
徳
政
令
の
一
条
と

し
て
鎌
倉
幕
府
法
に
も
継
受
さ
れ
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
広
く
行
わ

れ
た
所
に
、
出
挙
法
が
一
蒔
的
な
支
配
階
級
内
部
の
権
力
闘
争
の
所

産
で
は
な
く
、
階
級
対
立
に
根
ざ
す
底
の
深
い
立
法
だ
っ
た
事
を
推

知
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。
国
家
権
力
の
超
越
性
と
は
か

か
る
階
級
対
立
の
必
然
的
要
請
に
よ
り
附
与
さ
れ
る
所
の
公
権
力
の

属
性
な
の
で
あ
る
。

　
従
来
郷
里
糊
下
の
土
地
所
有
を
考
察
す
る
際
、
国
家
公
権
と
階
級

関
係
の
右
の
如
き
関
連
性
が
充
分
明
確
化
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。
中
田
博
士
の
指
摘
以
来
国
家
公
権
の
超
越
性
は
大
方
の
論
者
が

注
引
し
て
来
た
が
、
猶
依
然
と
し
て
国
家
公
権
即
階
級
的
支
配
権
力

と
の
理
解
が
支
配
的
で
あ
り
、
古
代
の
階
級
関
係
は
そ
の
ま
ま
律
令

国
家
対
班
田
農
民
の
関
係
と
考
え
ら
れ
勝
ち
な
結
果
、
既
述
の
如
き

岡
家
公
権
の
超
越
性
と
階
級
対
立
の
構
造
と
は
明
確
に
把
握
さ
れ
難

か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
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渡
部
氏
の
見
解
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
公
有
説
と
同
じ
結
果
に
陥

っ
た
事
は
前
述
し
た
が
、
同
様
の
事
が
氏
の
業
績
を
継
承
発
展
し
た

石
母
田
正
氏
「
古
代
法
と
中
世
法
」
（
『
申
世
的
世
界
の
形
成
』
所
収
）
に
も

見
受
け
ら
れ
る
。
氏
は
先
ず
中
田
博
士
の
私
有
説
を
批
判
し
て
、
こ

の
学
説
は
法
の
世
界
に
の
み
妥
当
す
る
見
解
で
、
「
歴
史
の
世
界
で
は

土
地
所
有
は
階
級
関
係
に
基
づ
き
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
。
こ
の
見
解
は
前
述
の
如
く
私
腐
説
が
土
地
所
有
上
の
階
級
関

係
の
側
面
を
捨
象
し
て
物
権
的
側
面
か
ら
の
み
考
察
し
た
点
に
対
す

る
批
判
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
思
う
。

　
所
が
氏
は
古
代
の
国
家
権
力
の
基
礎
は
費
族
に
よ
る
人
民
の
集
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
／

的
共
同
的
人
身
所
有
匹
奴
隷
制
的
階
級
支
配
に
あ
る
と
し
、
農
民
の

土
地
所
有
は
そ
の
附
帯
事
項
で
い
わ
ば
奴
隷
の
保
有
地
に
比
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
国
家
の
土
地
に
対
す
る
所
有
権
は
存
在

し
な
か
っ
た
の
か
と
云
う
と
そ
う
で
は
な
く
て
、
正
し
く
土
地
国
有

飼
は
存
在
し
た
。
但
し
そ
れ
は
大
化
前
代
の
土
地
私
有
制
の
上
に
前

述
の
如
き
律
令
制
支
配
体
制
が
樹
立
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
成
立
し
た

国
家
公
権
の
現
象
形
態
で
あ
り
、
同
じ
く
所
有
権
と
云
っ
て
も
農
民

的
所
有
権
と
は
質
・
性
格
・
成
立
の
場
を
異
に
す
る
。
従
っ
て
土
地

国
有
欄
の
成
立
は
旧
来
の
土
地
私
有
制
の
あ
り
方
を
変
化
せ
し
め
は

し
た
が
、
否
定
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
土
地
国
有
制
の
表
現
と

し
て
の
律
令
法
体
系
と
は
別
個
に
、
私
有
糊
の
基
礎
と
し
て
人
民
の

間
に
お
い
て
成
立
す
る
慣
習
法
体
系
の
存
在
を
推
定
せ
し
め
、
こ
の

二
重
の
法
体
系
の
並
存
と
相
互
関
係
に
於
て
古
代
史
が
形
成
さ
れ
た

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
以
上
の
所
論
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
石
母
濁
氏
は
土
地
国
有
制

を
以
て
文
字
通
り
国
家
が
土
地
を
所
有
す
る
事
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
国
家
の
入
民
に
対
す
る
支
配
匹
奴
隷
制
的
な
階
級
関
係
が

土
地
所
有
の
上
に
映
し
出
し
た
現
象
形
態
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
土
地
所
有
権
が
土
地
に
対
す
る
人
の
関
係
で
は
な
く
、
土
地

に
対
す
る
人
と
人
と
の
権
利
関
係
で
あ
る
と
云
う
意
味
に
於
て
、
又

国
家
公
権
が
階
級
関
係
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
と
云
う
前
述
の
観
点
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
し
て
妥
当
な
見
解
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
堕
し
氏
は
国
家
公
権
を
直
ち
に
貴
族
の
階
級
支
配
権
力
と
解
さ
れ

た
た
め
に
、
貴
族
対
班
田
農
民
と
云
う
階
級
関
係
は
国
家
対
公
民
の

関
係
と
な
り
、
国
家
公
権
と
そ
の
表
現
と
し
て
の
律
令
法
と
は
専
ら

貴
族
の
公
民
支
配
の
手
段
と
云
う
意
味
し
か
も
た
な
い
事
と
な
り
、

律
令
法
は
階
級
闘
争
の
実
現
の
場
と
し
て
の
意
義
を
失
う
警
乗
と
な

っ
た
。
そ
れ
故
現
実
に
存
在
す
る
土
地
私
有
制
と
そ
の
基
礎
を
な
す
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階
級
関
係
と
は
律
令
法
の
洛
外
に
あ
る
慣
習
法
に
依
存
せ
ざ
る
を
得

な
い
薯
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
石
母
田
氏
は
そ
の
後
「
古
代
法
」
　
（
岩
波
講
座
『
日
晒
歴
史
』
四
）
に
於

て
律
令
法
と
慣
習
法
の
問
題
を
律
令
法
と
国
造
法
と
し
て
と
ら
え
、

令
制
郡
司
に
は
「
国
家
法
を
在
地
に
実
現
し
て
ゆ
く
媒
介
と
し
て
の

側
面
と
、
旧
国
造
的
・
譜
代
名
門
的
土
豪
の
非
国
家
的
強
制
に
よ
る

支
配
の
側
面
と
が
統
一
さ
れ
て
お
り
…
旧
國
造
支
・
配
下
の
社
会
秩
序

と
法
慣
行
が
律
令
法
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
本
稿
で
は
二
つ
の
法
は
単
に
並
存
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
内
的
関
連
性
に
鞭
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
法
が

人
民
支
配
の
手
段
と
云
う
視
角
は
依
然
と
し
て
変
り
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
一
般
に
法
が
社
会
規
範
だ
と
云
わ
れ
る
事
の
意
味

は
、
社
会
関
係
の
中
の
諸
女
の
対
立
矛
眉
の
調
停
と
云
う
事
で
は
な

か
ろ
う
か
。
確
か
に
法
に
は
強
弓
力
が
伴
う
が
、
そ
れ
は
被
支
配
階

級
に
の
み
一
方
的
に
有
効
な
の
で
は
な
い
。
前
述
の
知
く
支
配
・
被

支
配
両
階
級
間
の
勢
力
の
均
衡
に
於
て
国
家
公
権
と
そ
の
表
現
と
し

て
の
法
が
成
立
す
る
限
り
、
法
は
均
衡
関
係
に
応
じ
て
．
向
階
級
を
規

制
す
る
の
で
あ
り
、
法
の
強
制
力
の
根
源
は
こ
の
階
級
の
勢
力
関
係

の
中
に
存
す
る
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
古
代
の
国
家
公
権
力
と
律
令
法
の
強
網
力
と
は
古

代
専
制
国
家
の
デ
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
天
皇
の
権
力
に
負
う
も
の
で

は
な
い
か
と
の
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
デ
ス
ポ
ッ
ト
と

し
て
の
天
皇
権
力
は
、
律
令
国
家
成
立
の
荊
史
に
於
け
る
幾
多
の
小

共
同
体
・
小
国
点
間
の
闘
争
・
征
服
の
長
い
道
程
の
結
果
と
し
て
到

達
し
た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
共
岡
体
の
族
長
と
し
て
の
属
性
の
極

限
形
態
が
デ
ス
ポ
ッ
ト
だ
と
す
る
理
解
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
石
母
田
氏
の
次
の
主
張
を
傾
聴
す
べ
き
で
あ

る
。　

　
し
か
し
か
㌧
る
族
長
の
支
幹
が
強
力
だ
け
で
維
持
さ
れ
て
い
た
と
か
ん

　
が
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
族
長
の
支
蘭
領
域
内
部
に
お
け
る
小
町

　
同
体
闘
の
紛
争
、
そ
の
成
員
闘
の
犯
罪
や
不
法
行
為
や
紛
争
の
処
罰
お
よ

　
び
調
停
は
、
共
嗣
体
の
存
立
の
た
め
に
必
要
な
法
的
機
能
で
あ
り
、
そ
の

　
機
能
を
果
す
制
度
が
共
購
体
の
人
民
的
制
度
と
し
て
成
立
し
得
な
か
っ
た

　
古
代
研
本
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
多
か
れ
少
か
れ
共
嗣
体

　
を
越
え
た
族
長
権
力
の
機
能
と
し
て
存
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
見
ら

　
れ
る
。
　
（
下
略
）
　
、

　
　
た
曳
こ
民
で
汰
冠
す
べ
き
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
ス
ポ
ッ
ト
と
い
う

　
概
念
に
よ
っ
て
、
共
同
体
ま
た
は
そ
れ
の
諸
々
の
償
習
・
倫
理
・
宗
教
等

　
々
か
ら
解
放
さ
れ
た
宙
柔
な
国
章
的
支
配
あ
る
い
は
た
ん
に
苛
密
な
支
配
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を
意
昧
し
が
ち
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
デ
ス
ポ
ッ
ト
の
支
配
は
そ
の
よ
う

　
な
形
態
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
い

　
え
ぱ
、
照
之
大
誠
的
な
も
の
は
、
貌
実
に
は
法
的
機
能
を
果
さ
な
い
儀
式

　
的
形
式
的
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
的
な
法
習
慣
や

　
集
邸
的
儀
式
を
継
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
デ
ス
ポ
ッ
ト
の
支
配
は

　
現
実
に
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
面
も
デ
ス
ポ
ッ
ト
の

　
特
徴
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
面
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

　
と
お
も
・
つ
。
　
（
「
古
代
法
の
成
立
に
つ
い
て
偏
『
歴
史
学
研
究
』
ニ
二
九
田
写
一
二
葺
）

　
石
記
田
氏
は
更
に
「
古
代
法
」
　
（
前
掲
書
三
一
二
買
）
で
、
律
令
法
の

強
制
力
を
支
え
て
い
る
も
の
は
国
家
に
対
す
る
人
民
の
特
殊
な
隷
属

関
係
で
あ
る
と
さ
れ
、
国
郡
司
の
勧
農
・
賑
給
・
公
出
挙
・
義
倉
等

の
規
定
や
開
墾
・
灌
漉
施
設
の
保
持
等
に
関
す
る
措
置
は
、
農
民
の

再
生
産
に
食
い
こ
む
支
配
形
態
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
又

人
民
の
岡
郡
衙
へ
の
依
存
度
を
深
め
る
と
云
う
相
互
囚
果
関
係
を
有

し
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
此
等
の
諸
施
策
が
班
田
農
民
の
再
生
産

上
不
可
欠
の
制
度
だ
っ
た
事
は
卑
見
で
も
繰
返
し
強
調
し
た
処
で
あ

る
が
、
問
題
は
そ
れ
が
前
掲
の
デ
ス
ポ
ヅ
ト
に
関
す
る
見
解
と
如
何

に
結
合
す
る
か
で
、
こ
の
点
石
母
田
氏
の
説
明
は
必
ず
し
も
明
瞭
と

云
い
難
い
。
し
か
し
六
・
七
両
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
繍
挙
は
農

民
の
再
生
産
上
緊
要
の
慣
行
だ
っ
た
だ
け
に
、
p
・
他
面
貴
族
・
’
3
倒
難
壁
と

一
般
農
民
と
の
階
級
対
立
が
最
も
鋭
く
現
わ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
に
共
同
体
の
族
長
と
し
て
の
性
格
を
受
継
ぐ
天
皇
1
ー
デ
ス
ポ
ヅ

ト
が
調
停
老
と
し
て
現
わ
れ
、
公
幽
挙
以
下
の
律
令
制
諸
施
策
を
推

進
す
る
必
然
性
が
あ
り
、
か
く
て
律
令
湖
支
配
と
は
階
級
対
立
の
調

停
で
あ
る
と
云
う
前
述
の
理
解
が
可
能
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
我
国
古
代
の
土
地
所
有
権
に
関
す
る
先
学
の
業
績
と
、

そ
こ
に
現
わ
れ
た
問
題
点
の
大
要
を
述
べ
た
。
そ
の
結
果
明
か
に
し

得
た
事
は
、
土
地
所
有
権
を
規
定
す
る
も
の
は
土
地
に
対
す
る
人
の

権
利
の
内
容
の
広
狭
如
何
で
は
な
く
、
土
地
に
対
す
る
人
と
人
と
の

社
会
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
純
粋
に
臼
由
平
等
な
人
間
関
係
と
し

て
現
象
し
難
く
、
不
平
等
旦
つ
隷
属
的
な
階
級
関
係
と
し
て
現
象
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
而
も
こ
の
階
級
関
係
は
そ
れ
自
体
で
－
純
粋
な
抽

象
形
態
に
於
い
て
現
象
し
得
ず
、
階
級
分
化
の
抑
制
．
調
停
と
云
う

共
同
体
或
は
属
家
の
公
権
力
の
作
用
下
に
不
可
分
離
的
形
態
で
の
み

現
象
し
得
る
と
云
う
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
視
角
に
照
し

て
、
第
七
章
ま
で
に
分
析
し
た
古
代
の
土
地
売
買
の
二
義
性
の
闇
題

を
如
何
に
評
価
し
う
る
か
、
従
っ
て
古
代
の
土
地
所
有
権
の
実
態
を

ど
の
よ
う
に
再
構
成
し
う
る
か
に
つ
い
て
の
卑
晃
を
述
べ
結
論
と
し
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た
い
。

簸
　
中
・
駅
博
士
が
私
有
説
を
繰
仙
咄
さ
れ
る
以
晶
醐
、
古
代
の
土
地
所
右
一
に
つ
い
て
は
総

　
有
毒
と
そ
の
否
定
説
の
雲
立
が
あ
っ
た
。
銃
薮
は
原
始
共
同
体
社
会
に
於
け
る
耕

　
地
及
び
農
具
臨
収
縛
…
等
の
氏
族
共
有
と
公
う
三
界
経
済
中
（
の
一
覧
的
形
能
…
を
我
二
三

　
代
史
上
に
も
認
め
う
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
内
田
銀
蔵
博
土
「
我
国
中
古
の
班
田

　
収
授
法
」
（
『
猫
本
経
済
史
の
研
究
』
所
収
）
は
唐
の
班
田
制
を
我
圏
に
容
易
に
移

　
殖
し
得
た
の
は
、
か
か
る
土
地
総
宥
に
基
づ
く
耕
地
三
番
償
行
が
大
化
直
前
ま
で

　
存
続
し
て
い
た
か
ら
だ
と
主
張
し
、
大
化
前
代
に
於
け
る
班
田
類
似
の
固
有
の
慣

　
行
の
存
在
を
推
定
さ
れ
、
巌
時
多
く
の
か
又
持
懸
を
得
ら
れ
た
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
総
有
説
の
欠
点
は
氏
族
共
有
・
耕
地
甥
整
慣
行
の
存
在
を
痘
接

　
明
承
す
る
史
料
が
な
い
と
云
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
長
言
く
か
ら
有
力
な
反
対
説

　
が
あ
ウ
、
滝
揖
政
次
郎
博
士
『
法
擬
史
上
よ
り
観
た
る
日
本
農
民
の
垂
活
』
は
、

　
紀
記
に
見
え
る
氏
族
鱗
度
は
既
に
廃
頽
期
の
も
の
で
、
土
地
財
溢
の
共
有
は
行
わ

　
れ
て
い
な
か
っ
た
と
免
る
の
が
妥
巌
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
大
森
金
五
郎
・
坂
本
太

　
郎
｝
陶
構
阿
士
等
の
替
　
圃
を
得
ら
れ
た
。

　
　
こ
の
否
定
説
は
大
化
前
代
を
以
て
氏
族
共
同
体
の
崩
壌
以
後
の
段
階
と
考
え
る

　
以
上
、
当
然
そ
こ
で
は
土
地
私
為
鯛
の
発
展
に
論
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
大
化

　
以
後
の
班
田
制
を
土
地
照
有
鰯
と
考
え
た
た
め
に
、
大
化
前
代
の
土
地
私
有
憾
の

　
発
展
に
対
す
る
充
分
な
詳
価
を
な
し
得
な
か
っ
た
。

　
　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
聡
母
田
証
氏
の
薯
名
な
工
論
稿
門
王
朝
時
代
の
村
落
の
耕

　
地
」
（
溌
会
経
済
史
学
』
「
｝
一
こ
～
猟
）
・
「
古
代
村
落
の
こ
つ
の
澗
題
扁
（
『
歴

　
史
学
研
究
』
九
二
・
九
三
）
は
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
氏
は
先
ず
王
朝
時
代
の

　
農
渠
生
作
地
の
藁
縄
形
態
を
明
示
さ
れ
、
そ
れ
が
班
田
醐
に
よ
り
惹
趨
さ
れ
た
も

　
の
で
は
な
く
、
大
化
以
前
遙
か
な
時
鶴
に
存
在
し
た
村
落
の
土
地
共
有
観
に
よ
り

　
造
出
さ
れ
た
遺
構
で
あ
る
と
し
て
総
有
説
に
漸
た
な
る
諭
楓
…
を
与
え
ら
れ
た
。
他

　
面
大
化
僚
前
の
祉
ム
鍋
を
氏
族
典
…
蒼
枯
が
崩
壊
し
て
既
に
私
有
財
産
鮒
が
発
生
し
、

　
家
父
長
鯉
的
飼
励
経
営
が
成
立
し
て
い
た
が
、
な
お
共
嗣
体
的
遺
舗
が
強
く
私
有

　
湖
の
展
開
を
限
ん
で
い
た
階
段
と
規
驚
し
、
以
後
の
古
代
史
研
究
に
艶
か
な
展
銀

　
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
の
後
尉
犀
俊
男
氏
讐
宙
小
寒
謙
守
網
隅
越
晶
隅
庄
園
の
復
側
塀
と
口
分
田
耕
営
の
望
ハ
態
」

　
（
朔
南
醤
仏
教
晒
一
）
は
口
分
聞
の
散
在
範
闘
が
村
落
典
同
体
の
籍
囲
を
遠
く
超
え

　
る
と
云
う
事
実
に
基
づ
き
、
農
斑
耕
地
の
錯
關
形
態
か
ら
凍
二
重
土
地
共
有
制
の

　
存
在
を
推
論
さ
れ
た
石
母
田
氏
説
に
鮒
す
る
准
力
な
批
書
論
を
出
さ
れ
、
今
H
で

　
は
古
代
史
上
原
始
酌
量
地
共
有
額
…
を
推
測
し
う
る
確
災
な
史
料
は
殆
ん
ど
見
撫
し

　
難
い
と
云
い
う
る
と
思
う
。

　
　
以
上
の
学
説
史
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
土
地
私
有
制
の
発
展
の
解
明
が
古

　
代
史
の
中
心
課
題
と
な
る
筈
で
あ
っ
た
。
中
田
博
士
の
塁
審
説
は
研
究
史
上
か
か

　
る
意
味
に
於
て
粛
要
な
提
欝
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
以
上
の
基
面

　
中
ハ
に
つ
い
て
は
石
母
田
氏
前
…
働
論
文
の
仙
旧
、
今
賞
…
蕩
博
士
『
班
田
寸
心
制
の
研
究
』

　
塘
四
章
、
井
上
主
夫
鰻
『
臼
本
土
地
法
史
』
第
こ
言
葉
　
章
、
鹿
尾
俊
哉
氏
『
班

　
山
雲
授
法
の
研
究
二
二
二
篇
第
一
章
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑯
　
虎
尾
氏
は
公
水
公
鶏
室
義
を
示
す
史
料
と
し
て
、
蹴
令
集
解
三
水
侵
食
条
直
書
・

　
重
罰
元
年
七
月
七
日
後
紀
・
天
長
元
年
八
月
荘
口
官
符
（
蘭
、
三
代
格
臨
三
二
二
頁
）
・

　
延
喜
民
部
式
上
の
門
毛
羽
墾
団
用
公
尊
者
、
不
離
多
少
、
取
運
公
聞
、
汽
水
手
無

　
妨
処
紫
、
不
用
年
之
遠
近
、
田
町
私
欝
」
　
（
大
系
本
『
政
事
要
略
』
三
二
覧
貰
参

　
照
）
な
る
文
を
挙
げ
、
い
ず
れ
も
平
安
時
代
以
後
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
法
的
先

　
縦
ぽ
よ
り
古
く
か
ら
、
恐
ら
く
永
年
私
財
法
公
布
以
前
か
ら
存
し
た
も
の
と
思
う

　
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
旧
稿
「
公
田
賃
租
に
つ
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
一
獺
）
に
述

　
べ
た
よ
う
に
、
平
安
初
頭
蟹
か
ら
田
令
集
解
の
田
制
関
係
諸
注
の
見
解
は
そ
れ
以

　
前
と
変
化
が
見
え
、
前
掲
大
．
岡
元
年
紀
の
文
は
畿
内
勅
旨
田
の
経
鴬
上
に
王
臣
家

　
の
私
皆
野
経
営
的
要
素
が
濃
厚
に
な
っ
た
の
を
畳
め
た
，
も
の
で
あ
り
、
天
炎
元
年

　
官
符
も
亦
従
前
の
荒
廃
田
策
を
改
め
て
常
荒
田
を
墾
餌
舵
み
に
扱
う
事
を
定
め
た
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も
の
で
あ
る
等
（
本
稿
窮
三
章
参
照
）
、
い
ず
れ
も
出
雲
影
に
墾
田
政
策
の
変
質

　
期
の
史
料
で
あ
る
事
を
漏
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
既
述
の
響
く
こ
の
頃
か

　
ら
口
分
田
の
荒
廃
難
私
墾
田
化
の
傾
向
を
生
じ
、
律
令
田
制
崩
壌
の
蕊
し
が
表
わ

　
れ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
不
堪
佃
賑
綱
が
生
じ
た
が
、
商
の
公
水
公
照
説
義
の
諸

　
立
法
も
い
ず
れ
も
墾
田
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
所
か
ら
見
る
と
、
前
述
の
私
墾
田

　
化
阻
止
敬
策
の
一
環
と
し
て
、
公
水
分
用
の
墾
聞
を
口
分
田
同
様
収
授
の
射
象
と

　
し
（
穴
詑
）
、
又
は
地
子
を
太
政
官
厨
家
に
輸
翻
す
る
公
田
に
編
入
せ
よ
　
（
延
喜

　
民
部
式
）
と
令
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
瞬
稿
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
…
平
安
晦

　
代
に
な
る
と
来
車
嘗
輸
納
地
子
の
確
保
の
た
め
に
乗
田
の
滅
雀
防
止
が
意
園
さ
れ

　
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
延
姦
式
の
右
文
も
輸
地
子
田
の
増
加
策
と
し
て
荒
廃
し

　
た
口
分
田
等
の
再
開
墾
田
を
公
乗
畷
に
組
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
し
得
な
い

　
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
如
く
解
す
れ
ば
、
冶
延
喜
式
文
の
「
公
田
」
の
意
味
を
公

　
水
を
分
隊
す
る
繍
と
せ
ず
、
乗
田
及
び
そ
の
他
の
輸
地
子
閣
と
解
し
て
も
差
支
え

　
な
い
よ
う
に
思
う
。

⑳
　
拙
稿
「
公
田
賃
租
に
つ
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
晒
一
顧
）
。

⑰
中
田
礫
土
『
法
二
二
論
集
』
◎
一
〇
・
一
一
頁
。

　
　
前
掲
拙
稿
参
照
。

　
　
仁
井
繊
博
士
『
華
甲
法
律
文
書
の
研
究
駈
七
八
五
～
七
八
九
頁
参
照
。

⑳
　
渡
部
義
逓
氏
『
古
代
社
会
の
構
造
』
へ
四
〇
～
　
閥
五
・
〕
四
八
貰
等
参
照
。

⑪
　
川
島
博
士
前
掲
書
一
一
頁
参
照
。

⑫
渡
部
氏
前
掲
磐
第
五
堂
参
照
。

⑬
　

『
古
代
史
講
座
』
八
（
古
代
の
土
地
制
度
）
の
熊
嶋
定
生
氏
の
序
説
第
三
章
参
照
。

⑭
｝
古
代
闘
家
の
成
立
過
程
は
、
　
｝
氏
族
に
よ
る
他
氏
族
の
征
服
の
過
狸
で
あ
り
、

　
そ
れ
は
氏
族
共
同
体
閥
の
生
質
物
の
争
奪
を
め
ぐ
る
闘
争
過
程
と
考
え
る
事
も
嵐

　
来
よ
う
。
そ
こ
で
は
共
同
体
内
部
の
階
級
闘
争
は
直
接
衰
幡
に
表
わ
れ
な
い
。
し

　
か
し
こ
の
よ
う
な
氏
族
共
聖
体
問
の
闘
争
も
、
堰
本
的
に
は
共
融
体
内
部
で
の
生

　
難
物
の
分
配
を
め
ぐ
る
階
級
闘
争
が
惹
起
す
る
も
の
と
考
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

　
か
。
前
述
し
た
渡
部
氏
の
貴
族
の
集
団
的
所
有
と
は
貴
族
の
欄
別
酌
所
有
の
抑
制
・

　
調
整
で
あ
る
と
云
う
見
解
は
こ
の
よ
う
な
意
昧
で
階
級
対
立
の
抑
鋼
と
云
う
聾
口
葉

　
に
習
【
換
え
う
る
と
思
う
。

⑮
　
浮
浪
・
逃
亡
農
民
が
律
令
聖
算
公
民
身
分
関
係
を
逃
れ
て
、
貴
族
・
富
農
羅
の

　
許
に
身
を
寄
せ
る
事
に
つ
い
て
は
、
従
来
諸
先
学
の
研
究
の
一
致
し
て
認
め
る
所
…

　
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
の
階
級
闘
争
的
意
義
に
つ
い
て
の
従
来
の
評
姫
は
必
ず

　
し
も
充
分
で
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
北
由
茂
夫
氏
『
禁
良
朝
の
政
治
と
民
衆
隠

　
一
〇
四
～
一
〇
七
買
に
、
浮
礁
農
民
が
貴
族
・
寺
院
・
上
層
農
疑
の
下
に
私
語
挙
・

　
賃
租
関
係
を
逓
じ
て
私
的
農
奴
と
し
て
隷
嘱
す
る
事
、
彼
等
は
本
来
下
役
な
き
耕

　
作
地
の
獲
得
を
士
心
向
し
て
浮
逃
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
結
果
的
に
は
鋪
っ
て
貴
族
ら

　
の
土
地
泓
有
の
基
．
礎
的
前
提
を
準
備
せ
し
め
、
単
品
に
よ
り
荒
廃
し
た
口
分
田
は

　
等
し
く
土
地
な
き
農
民
の
前
に
横
た
え
ら
れ
、
貴
族
ら
の
占
拠
に
委
ね
ら
れ
た
と

　
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
か
く
て
は
農
民
の
階
級
闘
争
は
敗
北
と
云
う
他
は
な
く
、
次
代

　
の
荘
園
鰯
社
会
は
貴
族
ら
の
律
令
鰯
権
力
に
鰐
す
る
権
力
闘
争
一
彼
等
の
土
地

　
所
宥
慾
に
墓
つ
く
個
別
的
大
土
地
私
有
の
拡
大
運
動
（
竹
内
理
一
繍
博
士
「
八
世
紀

　
に
お
け
る
大
伴
的
と
藤
原
的
」
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
二
二
二
頁
参
照
）
…

　
の
結
果
と
し
て
の
み
成
立
し
た
事
と
な
り
、
班
田
農
民
の
階
級
闘
争
が
時
代
の

　
転
換
“
荘
園
制
の
成
立
に
果
し
た
役
判
を
評
価
す
る
事
は
出
来
な
く
な
る
で
あ
ろ

　
う
。
直
木
孝
次
郎
氏
h
律
令
時
代
に
お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
」
爲
ヒ

　
ス
ト
リ
ア
』
八
）
は
、
　
「
浮
浪
と
い
う
抵
抗
の
手
段
は
、
一
発
消
極
的
絶
望
的
で

　
あ
り
な
が
ら
、
律
余
体
制
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
の
一
た
る
土
地
公
有
を
、
下
か
ら

　
掘
り
崩
す
役
鵠
を
果
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
右
の
意
味
で
従
う
べ
き
見
解
で

　
あ
る
。
但
し
莫
に
浮
浪
の
階
級
闘
争
乏
し
て
の
意
義
を
明
確
に
す
る
に
は
、
本
論

　
所
述
の
如
く
貴
族
繍
内
部
の
権
力
…
闘
争
が
基
本
的
に
は
班
阻
農
園
の
浮
逃
と
云
う

　
形
で
の
抵
抗
に
よ
っ
て
激
化
さ
れ
る
と
云
う
視
角
が
必
要
と
考
え
る
。
な
お
此
所

　
で
は
説
明
の
便
宜
上
浮
浪
・
逃
亡
の
み
を
取
上
げ
た
が
、
荘
園
整
理
令
に
典
型
的

　
に
見
ら
れ
る
、
墨
斑
の
薬
事
賦
役
の
岳
樺
・
浮
逃
で
は
な
く
歴
と
し
た
公
畏
の
荘
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（菊地）古代の土地売買について（下）

　
民
化
の
問
題
（
注
蹄
参
照
）
も
、
同
様
に
班
沿
農
疑
の
闘
争
形
態
の
一
と
し
て
評

　
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑳
　
石
母
田
氏
は
国
家
の
土
地
に
対
す
る
権
利
の
性
格
を
説
明
す
る
際
、
中
田
博
士

　
の
圏
家
公
権
の
超
越
性
の
指
摘
を
支
持
し
て
、
　
「
古
代
細
事
の
土
地
所
有
権
は
口

　
分
田
・
位
田
・
墾
田
な
ど
の
土
地
所
有
権
の
成
立
す
る
場
と
は
異
っ
た
場
に
成
立

　
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
駈
有
権
の
質
と
性
格
と
豪
渓
の
場
を
こ
と
に
す

　
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
一
方
、
「
国
家
の
公
権
力
は
土
地
私
有
権
の
範
購
に
は
い
っ

　
て
こ
な
い
と
こ
ろ
の
強
力
に
し
て
独
肖
の
性
格
を
も
つ
権
力
で
あ
っ
た
。
土
地
所

　
有
権
の
世
界
に
入
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
強
大
な
権
力
と
は
い
う
ま
で
も
な

　
く
土
地
の
所
有
に
莚
く
と
こ
ろ
の
権
力
で
は
あ
り
得
な
い
。
土
地
所
有
を
蕪
礎
と

　
し
な
い
で
、
い
か
に
し
て
か
か
る
公
権
力
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
、
い
か
な
る

　
支
配
様
式
に
基
．
い
て
収
取
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
土
地
所
有
の
う
え
に

　
樹
立
さ
れ
る
封
建
制
以
前
の
収
取
関
係
、
す
な
わ
ち
奴
隷
側
的
関
係
に
基
い
て
い

　
た
と
考
え
る
よ
り
ほ
か
に
考
え
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
」
、
「
こ
の
公
権
力
が
所
有

　
す
る
も
の
は
、
土
地
で
あ
る
ま
え
に
ま
ず
人
民
そ
の
も
の
で
あ
り
、
土
地
所
有
は

　
そ
の
『
附
帯
事
項
㎞
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
偏
、
「
q
分
田
以
下
の
庶
地
は
、
前
記

　
の
よ
う
な
苛
酷
な
衝
役
労
働
以
下
の
負
担
を
課
す
た
め
の
奴
隷
の
保
有
地
に
比
較

　
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
等
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
『
古
代
法
と
中
世
法
』
閥
三
八
～

　
四
三
九
頁
）
。
　
こ
れ
等
の
裏
現
に
っ
き
直
木
孝
次
郎
氏
門
律
令
瞬
代
に
お
け
る
農

　
畏
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
」
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
八
）
、
塩
沢
君
夫
氏
㎎
古
代
専
制

　
園
家
の
構
造
』
一
〇
五
頁
等
の
批
判
が
あ
る
の
で
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
　
先
ず
薩
選
鉱
は
石
母
田
氏
の
見
解
を
奴
隷
舗
を
主
張
す
る
に
急
な
あ
ま
り
、
土

　
地
と
人
工
を
切
り
離
し
て
人
間
所
有
が
公
権
力
の
基
礎
だ
と
さ
れ
る
の
は
疑
問
だ

　
と
さ
れ
る
。
七
二
八
世
紀
の
臼
本
は
こ
の
よ
う
な
典
型
的
奴
隷
制
社
会
が
未
だ
成

　
熟
し
て
お
ら
ず
、
土
地
と
人
闘
は
緊
密
に
結
合
し
て
い
た
と
考
う
べ
き
で
あ
る
。

　
従
っ
て
国
家
は
農
罠
も
ろ
と
も
に
土
地
を
も
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
岡
　
の

　
土
地
に
岡
家
及
び
饅
民
の
二
種
の
所
有
権
…
が
存
し
だ
の
で
あ
る
。
但
し
燭
家
の
所

有
権
は
農
疑
の
私
的
所
思
梅
…
に
優
越
す
る
土
地
所
有
の
…
形
態
と
遡
る
べ
き
だ
と

主
張
さ
れ
た
。

　
又
塩
沢
氏
は
岡
家
の
土
地
所
有
権
と
農
民
の
そ
れ
と
は
質
を
異
に
す
る
と
云
う

庶
母
田
氏
説
の
妥
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
石
母
田
氏
が
園
家
の
所
有
権
の
性
格
を

土
地
所
有
権
の
世
界
で
更
に
追
求
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
所
有
権
の
世
界
を
超
越
し
、

そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
強
大
な
公
権
だ
か
ら
、
土
地
所
有
に
基
づ
く
権
力
で
は
あ

り
得
な
い
と
し
て
、
政
治
的
階
級
関
係
の
分
析
に
入
っ
て
し
ま
う
の
を
不
満
と
し
、

土
地
断
有
に
基
づ
く
権
力
は
封
建
的
権
力
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
古
代
ア
ジ
ア
的
専

制
国
家
の
権
力
の
基
盤
も
亦
蟹
家
的
共
同
体
に
よ
る
集
圃
的
烹
地
所
有
に
あ
る
と

見
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
た
。

　
両
氏
の
石
母
田
下
説
批
判
の
共
通
点
は
、
石
母
議
氏
が
律
令
r
園
家
権
力
の
超
越

性
の
根
拠
を
説
明
す
る
に
轟
り
、
公
権
力
は
燗
劉
的
土
地
私
有
権
よ
り
も
強
大
な

も
の
だ
か
ら
土
地
所
有
を
基
礎
と
し
得
な
い
と
し
て
、
そ
れ
に
代
る
根
撫
を
漉
接

的
人
身
所
有
直
覧
款
舗
的
駈
有
に
求
め
た
事
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
土
地
に

紺
す
る
隅
家
の
支
配
は
藏
接
及
ぱ
な
い
の
か
と
云
う
疑
問
が
生
ず
る
。
　
門
奴
隷
の

保
有
地
網
に
比
す
べ
き
も
の
と
云
わ
れ
る
時
、
巌
然
奴
隷
所
…
有
僑
の
権
力
は
保
有

地
に
も
及
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
籔
木
・
塩
沢
両
氏
の
人
と
土

地
と
を
切
離
す
事
に
反
対
さ
れ
る
の
は
首
肯
し
う
る
批
判
で
あ
る
。

　
し
か
し
石
織
田
氏
の
所
論
は
他
酒
中
田
説
を
継
承
発
展
さ
せ
よ
う
と
の
意
図
を

有
し
て
い
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
土
地
岡
有
感
は
古
代
の
土

地
私
有
舗
の
現
象
形
態
で
あ
り
、
近
代
的
土
地
園
有
と
意
味
が
異
な
る
点
を
強
調

さ
れ
る
と
共
に
（
蜘
、
古
代
法
と
中
世
法
』
第
一
章
）
、
又
中
田
説
に
欠
け
る
「
歴
史

の
世
界
」
に
於
け
る
岡
家
公
権
力
と
土
地
私
有
権
の
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
こ
の
時
代
の
法
に
お
い
て
園
家
自
体
の
土
地
に
鰐
す
る

岡
所
有
旛
　
』
が
存
在
し
た
」
　
（
前
掲
書
㎎
霊
○
頁
）
と
し
て
、
圏
家
の
土
地
に
対

す
る
権
利
の
存
在
を
明
確
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
如
く
、
濁
家
の
土
地
支
配
権
を

無
視
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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問
題
は
奴
隷
鰯
醜
階
級
関
係
に
塞
つ
い
て
こ
の
麟
家
の
土
地
支
配
権
が
成
立
し

て
い
る
と
云
わ
れ
る
点
に
あ
る
。
卑
見
で
は
土
地
所
窮
権
と
歎
う
も
の
が
土
地
を

媒
介
と
す
る
階
級
関
係
で
あ
る
と
云
う
本
論
所
述
の
意
味
に
於
て
、
石
偉
田
氏
が

土
地
所
有
の
考
察
に
際
し
階
級
関
係
を
基
礎
と
す
る
視
角
を
採
ら
れ
た
事
に
賛
意

を
蓑
す
る
の
で
あ
る
。
握
し
律
令
国
家
の
土
地
支
配
権
力
は
階
級
関
係
の
視
角
か

ら
の
み
で
は
説
明
し
切
れ
ず
、
国
家
公
権
の
超
越
性
一
そ
れ
は
こ
の
階
級
闘
係
が

奴
隷
欄
た
る
と
農
奴
捌
た
る
と
を
問
わ
ず
存
在
す
る
属
性
で
あ
る
…
、
国
家
公
権

に
よ
る
階
級
間
の
勢
力
の
均
衡
調
整
と
云
う
本
論
所
述
の
視
角
が
必
要
で
は
な
い

か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
塩
沢
氏
の
見
解
（
前
掲
君
）
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
氏
は
律
令
園
家
を
以

て
典
型
豹
な
古
代
奴
隷
麟
社
会
の
前
段
階
と
し
て
の
ア
ジ
ア
醜
生
産
祉
会
の
最
終

段
階
で
あ
り
、
小
共
隣
体
の
機
能
を
収
奪
集
藤
す
る
事
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
園
家

的
共
岡
体
と
さ
れ
る
（
同
霞
　
○
○
～
一
〇
一
頁
）
。
も
と
よ
り
氏
も
共
岡
体
内

及
び
共
圃
体
津
蟹
闘
の
階
級
分
化
の
結
果
形
成
さ
れ
た
古
代
ア
ジ
ア
的
専
翻
照
家

で
あ
る
と
し
て
　
（
詩
嚢
工
ハ
頁
）
、
圏
家
形
成
途
上
の
階
級
分
化
の
役
舗
を
認
め

て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
律
令
圏
家
の
蕪
本
的
矛
盾
を
、
共
岡
体
か
ら
の

慮
立
及
び
土
地
私
有
を
指
向
す
る
儒
別
羅
営
と
、
偲
溺
経
営
支
配
の
手
毅
た
る
岡

家
的
集
団
約
土
地
町
有
H
共
嗣
体
的
所
有
の
維
持
を
指
零
す
る
醜
家
的
共
実
体
と

の
対
立
に
あ
弓
と
し
　
（
岡
需
六
六
・
六
七
頁
）
、
律
令
的
土
地
陶
有
捌
戒
立
の
基

盤
が
崩
壌
途
上
に
あ
っ
た
大
化
前
代
以
来
の
ア
ジ
ア
三
塁
共
陶
体
に
よ
る
裏
寺
的

土
地
瓶
有
に
よ
り
農
斑
の
耕
地
私
有
が
抑
制
さ
れ
私
有
舗
が
未
だ
催
立
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
時
（
問
欝
一
〇
三
頁
）
、
結
論
的
に
は
律
令
二
会
は
階

級
分
化
未
成
熟
な
共
同
体
社
会
と
観
念
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
を
拭
い
切
れ
な
い

の
で
あ
る
。
氏
の
兇
解
が
公
有
説
に
近
く
、
中
田
博
士
の
私
有
説
の
充
分
な
評
撫

を
さ
れ
て
い
な
い
の
も
嶽
然
の
箏
と
思
わ
れ
る
。
卑
見
で
は
律
令
催
社
会
の
階
級

対
立
の
諸
相
を
細
衡
に
分
析
す
る
事
が
、
私
有
説
を
発
展
さ
せ
る
撰
以
と
儒
ず
る

の
で
、
塩
沢
氏
の
見
解
に
は
従
い
難
い
の
で
あ
る
。

九
　
結

論

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
わ
が
古
代
の
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
次
の
如

き
推
論
を
な
し
う
る
と
思
う
。

一
　
わ
が
古
代
社
会
に
嘗
て
も
、
現
代
の
如
く
厳
密
で
は
な
か
っ
た

に
せ
よ
、
、
一
応
物
権
と
債
権
の
観
念
の
分
化
が
成
立
し
て
い
た
と
考

え
る
。
何
故
な
ら
当
時
の
史
料
中
に
、
売
買
（
物
権
の
有
償
譲
渡
）
・

処
分
・
渡
行
・
充
行
・
施
入
（
物
権
の
無
償
譲
渡
）
等
の
語
と
共
に
、

出
挙
（
利
息
附
消
費
貸
借
）
・
借
貸
（
無
利
息
貸
借
）
・
賃
租
（
賃
貸
借
）
・

質
（
無
占
有
質
）
等
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
れ
等
は
当
時
債
権
観
念
が

存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
珊
解
し
難
い
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
　
し
か
し
な
が
ら
此
等
の
用
語
例
は
、
必
ず
し
も
冶
抵
弧
注
記
の

意
味
で
使
わ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
本
稿
で
分
析
し
た
不
動
産
の
売

買
の
語
が
賃
租
・
不
動
産
質
等
の
音
心
味
を
有
し
た
事
は
そ
の
端
的
な

例
で
あ
る
。
又
嘗
て
旧
稿
（
『
書
陵
部
紀
要
豊
四
門
公
田
賃
租
に
つ
い
て
」
二
五
・

三
ハ
買
）
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
動
産
の
占
有
質
の
事
を
交
易
と
称
し

た
例
が
あ
る
。
弘
仁
十
四
年
二
月
廿
一
日
官
奏
（
三
代
格
）
に
、
公
営

田
の
営
料
を
正
税
か
ら
支
出
し
て
農
艮
に
貸
付
け
、
調
庸
生
産
物
を

そ
の
担
保
に
と
り
、
秋
収
期
に
貸
稲
を
無
利
息
で
公
営
田
の
獲
稲
中
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か
ら
返
納
せ
し
め
る
と
共
に
、
担
保
物
を
そ
の
ま
ま
調
庸
と
し
て
収
、

取
す
る
。
こ
の
調
庸
物
を
担
保
と
し
て
正
税
稲
を
貸
付
け
る
事
を
、

官
奏
は
「
翠
緑
は
朧
月
正
税
を
以
て
寛
価
に
充
て
て
交
易
し
、
秋
収

の
幕
営
田
の
獲
を
以
て
返
納
す
べ
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り

調
庸
物
は
正
税
稲
を
以
て
買
付
け
た
と
観
念
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

三
　
こ
れ
等
の
事
例
は
一
応
物
権
と
債
権
の
観
念
の
未
分
化
を
示
す

と
云
い
得
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
原
始
共
同
体
社
会
の
如
く
一
切
の

物
が
完
全
な
共
有
で
あ
っ
た
が
故
の
未
分
化
と
云
う
事
で
は
な
い
。

否
物
権
と
債
権
の
観
念
分
化
の
進
展
途
上
で
の
過
渡
的
現
象
で
あ
り
、

現
代
の
臼
か
ら
見
た
場
合
未
分
化
と
云
い
う
る
と
云
う
相
対
的
評
価

で
あ
る
。
云
わ
ば
時
間
を
座
標
軸
と
す
る
縦
の
視
角
と
云
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
空
闇
的
座
標
軸
に
基
づ
く
横
の
視
角
と
も
云
う
べ
き

杷
え
方
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
．
そ
れ
は
一
蒔
代
の
歴
史
事
象
を
諸
々

の
社
会
関
係
に
於
て
把
え
る
見
方
で
あ
る
。

四
　
か
か
る
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
物
権
・
債
権
の
分
化
は
当
該
時
代

の
諸
肉
の
社
会
関
係
の
現
象
形
態
と
云
い
う
る
。
川
島
博
士
が
明
か

に
さ
れ
た
よ
う
に
、
現
代
法
に
於
け
る
物
権
・
債
権
の
峻
別
は
近
代

資
本
鋼
社
会
の
商
贔
生
産
並
に
流
通
機
構
の
必
然
的
要
請
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
が
、
同
様
に
前
近
代
社
会
に
於
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
、

の
生
産
並
に
交
換
の
発
展
度
に
応
じ
て
物
権
・
債
権
の
分
化
は
生
じ

て
い
た
。
そ
れ
故
こ
の
視
角
の
主
要
関
心
事
は
一
暁
代
の
諸
々
の
社

会
関
係
が
物
権
・
債
権
の
分
化
と
し
て
現
象
す
る
際
の
特
有
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
明
か
に
す
る
鐵
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
一
時
代
の
特
殊
性

が
全
時
代
を
通
じ
て
の
普
遍
的
法
則
下
で
鶴
何
に
革
製
付
け
ら
れ
る

か
と
云
う
問
題
は
第
二
義
的
な
も
の
と
な
る
。

　
し
か
し
歴
史
の
全
体
的
理
解
は
、
こ
の
縦
・
横
い
ず
れ
の
視
角
を

も
欠
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
相
補
っ
て
個
々
具
体
的
な
歴
史

事
象
の
理
解
を
拡
大
深
化
す
る
と
云
う
相
互
媒
介
的
役
割
を
果
す
も

の
と
考
え
る
。
か
か
る
視
角
で
見
れ
ば
、
古
代
の
土
地
売
買
の
二
義

性
の
歴
史
的
意
味
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
賃
租
は
大
化
前
代
以
来
売
買
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
（
本
稿
第

四
章
）
。
而
る
に
土
地
の
永
代
売
蜀
も
亦
遅
く
も
大
宝
令
以
前
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
（
本
稿
錦
二
．
蕪
早
）
、
賃
租
の
語
の

成
立
以
前
に
は
賃
租
と
永
売
と
は
表
現
用
語
上
区
別
が
な
か
っ
た
と

云
い
う
る
。
の
み
な
ら
ず
賃
租
の
語
の
戒
立
以
後
も
慣
行
的
に
は
相

変
ら
ず
賃
租
は
売
劉
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
古
代
を
通

じ
て
賃
租
と
永
売
は
慣
行
上
表
現
用
語
の
区
別
が
な
か
っ
た
と
云
い

う
る
。
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し
か
し
な
が
ら
こ
の
事
は
、
亀
田
氏
も
指
摘
す
る
伽
く
当
時
賃
租

と
永
売
に
内
容
上
、
観
念
上
の
区
別
が
な
か
っ
た
事
を
意
味
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
で
は
な
い
。
大
化
元
年
九
月
詔
に
「
百
姓
に
売
与
え
て
年
毎
に
そ

の
価
を
求
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
買
主
は
毎
年
収
穫
の
ユ
5
程
度
を

売
主
に
納
め
る
の
が
例
で
あ
り
、
か
か
る
慣
行
が
既
に
存
在
し
た
か

ら
こ
そ
そ
の
上
に
公
田
賃
租
難
度
が
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の

慣
行
の
形
態
と
賃
租
の
語
義
等
か
ら
考
え
て
、
賃
租
は
賃
貸
借
を
意

味
し
、
後
世
の
小
作
類
似
の
慣
行
を
示
す
語
だ
っ
た
と
想
像
す
る
の

で
あ
る
（
本
稿
第
照
章
）
。

　
そ
れ
で
は
何
故
賃
租
は
慣
行
上
売
買
の
語
で
表
現
さ
れ
、
用
語
上

永
売
と
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
田
博
士
は
中
世
の

年
季
売
と
同
じ
く
物
権
的
性
格
が
強
か
っ
た
故
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た

が
、
当
時
も
こ
れ
を
賃
貸
借
と
観
念
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
と
す
れ

ば
博
士
の
説
明
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
結
局
こ
の
悶
題
は
賃
租
の
権

利
上
の
性
格
だ
け
を
論
じ
て
も
解
決
し
難
く
、
賃
租
と
永
売
の
機
能

の
関
連
と
異
同
を
追
求
し
、
古
代
の
生
産
関
係
上
で
果
す
土
地
売
買

一
賃
租
と
永
売
－
の
機
能
終
講
造
に
基
づ
き
考
察
す
る
以
外
に
説
明

方
法
は
な
い
と
思
う
。

六
　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
先
ず
古
代
の
土
地
永
売
の
機
能
を
考
察
す

れ
ば
、
今
旨
の
売
買
と
異
な
り
債
権
的
性
格
の
強
い
の
が
そ
の
特
色

だ
っ
た
と
云
い
う
る
と
思
う
。
既
述
の
考
察
に
基
づ
き
土
地
永
売
の

不
動
産
質
的
機
能
を
図
式
的
に
整
理
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
利

息
が
累
積
し
て
債
務
償
還
が
不
能
に
な
る
と
、
債
務
者
は
そ
の
所
有

地
を
債
権
老
に
占
有
用
益
せ
し
め
、
そ
の
収
益
を
利
息
と
椙
殺
し
て

債
権
者
を
満
足
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
自
ら
も
償
還
期
限
を
特
定
す

る
事
な
く
…
永
代
一
所
有
地
の
請
戻
権
を
確
保
し
う
る
と
云
う
極
め

て
ル
ー
ズ
な
債
務
契
約
が
土
地
永
売
の
不
動
産
質
的
機
能
の
実
態
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
換
言
す
れ
ば
、
負
債
総
額
（
元
利
合

計
）
を
価
格
に
見
立
て
て
債
務
者
が
そ
の
所
有
地
を
債
権
者
に
売
渡

し
、
買
戻
権
の
み
を
留
保
す
る
の
が
買
戻
条
件
付
売
買
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
負
債
総
額
を
元
本
と
し
て
債
務
契
約
を
更
改
し
、
そ
の
担
保

と
し
て
債
務
者
の
所
有
地
が
債
権
者
に
負
債
返
済
の
時
ま
で
と
云
う

条
件
で
入
質
（
占
有
質
）
さ
れ
る
事
と
実
質
内
容
上
相
違
が
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
際
債
権
者
は
質
地
を
使
用
収
益
す
る
代
り
に
利
患
を
徴

し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
方
買
得
者
（
債
権
者
）
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
債
務
元
本
の
回
収

の
必
要
が
生
じ
た
際
は
、
債
務
老
が
こ
の
請
求
に
応
じ
得
な
く
と
も
、

任
意
に
第
三
者
に
質
地
を
転
売
す
る
事
に
よ
り
回
収
し
得
る
。
つ
ま
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り
債
務
元
本
（
本
直
）
を
第
三
者
に
肩
替
り
し
て
貰
う
代
り
に
占
有

質
権
を
こ
の
第
三
者
に
譲
渡
（
転
売
）
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う

に
見
た
場
合
、
債
権
者
の
質
地
に
対
す
る
権
利
は
占
有
・
用
益
・
処

分
等
を
含
み
、
殆
ん
ど
今
日
の
所
有
権
に
近
い
。
但
し
償
務
者
に
返

還
請
求
権
が
留
保
さ
れ
、
債
権
者
の
用
益
・
処
分
権
上
に
も
右
請
求

に
応
じ
得
な
い
状
態
に
質
地
を
置
く
事
を
許
さ
れ
な
い
点
に
権
利
の

限
界
が
あ
る
と
云
う
事
が
娼
来
よ
う
。

　
延
暦
十
二
年
十
二
月
十
八
欝
紀
略
に
、
長
岡
京
建
設
用
地
と
し
て

政
府
が
買
上
げ
た
百
姓
宅
地
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
悔
返
す
べ
か
ら
ず

と
勅
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
買
上
げ
が
右
の
如
き
性
格
を

も
つ
と
考
え
れ
ば
禽
理
的
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
読
返
す
べ
か
ら

ず
と
は
右
請
求
権
の
留
保
の
否
認
を
意
味
す
る
。
長
岡
京
用
地
の
場

会
は
政
府
権
力
を
以
て
容
易
に
否
認
し
得
た
が
、
一
般
に
は
否
認
し

得
な
い
の
が
原
則
で
あ
り
、
債
権
・
債
務
両
当
華
者
の
社
会
的
力
関

係
に
よ
り
こ
の
原
則
が
破
ら
れ
る
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
稀

な
事
例
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
荘
園
制
盛
行
期
に
屡
望
見

ら
れ
る
所
領
係
争
の
史
料
は
こ
の
問
題
の
考
察
上
好
個
の
史
料
を
供

す
る
も
の
で
、
古
代
の
土
地
所
有
権
の
考
察
上
不
可
欠
の
課
題
で
あ

る
が
本
稿
に
は
割
愛
し
た
い
。

七
　
こ
の
よ
う
な
土
地
永
売
の
形
態
は
古
代
の
社
会
関
係
一
階
級
関

係
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
当
時
の
基
本
的
生
産
は
農
業
生
産
で
あ
る

が
、
そ
の
本
質
上
天
候
そ
の
他
の
高
然
無
条
件
に
左
右
さ
れ
易
く
、

且
つ
生
産
技
術
の
未
発
達
の
故
に
、
余
剰
生
産
物
を
生
産
表
高
ら
蓄

積
す
る
余
裕
も
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
そ
れ
故
一
般
生
産
者
農
民
は

一
旦
荒
凶
に
遭
う
と
自
力
で
窮
地
を
脱
す
る
事
が
幽
来
ず
、
勢
い
そ

の
地
方
の
豪
族
・
寵
農
層
か
ら
彼
等
が
蓄
積
し
た
余
剰
生
産
物
の
融

通
（
私
出
挙
）
を
仰
が
ね
ば
な
ら
ず
、
而
も
そ
の
完
済
は
農
民
に
と
り

容
易
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
自
然
債
務
関
係
は
慢
性
化
し
勝
ち
で
あ

っ
た
。
こ
の
事
が
わ
が
古
代
社
会
の
共
同
体
的
諸
関
係
再
生
麓
の
基

盤
を
な
す
と
同
蒔
に
、
ま
た
階
級
分
化
促
進
の
基
本
的
契
機
で
も
あ

っ
た
。
出
挙
に
は
こ
の
よ
う
に
農
民
再
生
産
手
段
た
る
と
同
時
に
富

豪
層
の
農
民
収
奪
手
段
と
云
う
二
面
性
が
あ
り
、
農
民
収
奪
の
面
に

於
て
階
級
関
係
が
現
象
す
る
の
で
あ
る
。

八
　
か
か
る
古
代
の
階
級
関
係
は
ま
た
土
地
所
有
関
係
と
し
て
次
の

よ
う
に
現
象
す
る
。
私
出
挙
を
受
け
た
農
民
が
債
務
を
償
還
し
得
な

く
な
る
と
、
債
権
者
た
る
紫
黒
は
債
務
者
の
耕
地
を
強
湖
買
収
す
る
。

こ
の
買
収
地
の
耕
営
方
法
に
は
佃
と
賃
租
の
二
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。

佃
は
弘
仁
十
四
年
二
月
廿
一
日
官
符
に
「
給
功
黒
歯
一
如
民
聞
」
と
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あ
る
よ
う
に
、
耕
作
者
に
功
・
食
が
支
給
さ
れ
る
代
り
に
、
全
収
穫

が
田
主
の
有
に
帰
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
賃
租
は
収
穫
の
一
ぢ
が
田

主
に
帰
し
、
残
余
は
耕
作
者
の
有
と
な
る
。
そ
れ
故
家
の
方
が
田
主

に
と
り
割
の
良
い
耕
営
法
だ
っ
た
事
は
元
慶
五
年
二
月
八
男
付
の
畿

内
官
田
の
経
営
に
関
す
る
官
符
に
「
当
今
尽
皇
継
佃
・
慮
吏
民
之
難

堪
、
全
為
地
子
、
恐
公
家
之
少
利
」
と
云
う
配
慮
か
ら
信
女
に
佃
・

賃
租
す
る
事
を
令
し
て
い
る
の
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。
試
み
に
弘

仁
十
四
年
官
符
の
挙
げ
る
公
営
田
耕
営
の
場
合
の
功
・
食
稲
数
を
見

る
と
、
町
議
合
計
一
八
○
東
で
あ
る
の
に
対
し
、
賃
租
の
場
合
は
上

田
で
四
〇
〇
束
・
下
田
で
二
四
〇
束
が
耕
作
者
の
収
入
と
な
る
。
愚

蒔
佃
と
賃
租
の
何
れ
が
よ
り
一
般
的
耕
営
方
法
だ
っ
た
か
は
遽
か
に

断
定
し
難
い
が
、
屡
々
引
く
大
化
元
年
九
月
詔
を
初
め
、
第
四
瞬
断

掲
の
如
く
賃
租
の
史
料
が
極
め
て
多
い
点
か
ら
見
て
も
、
賃
租
の
方

が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
富
豪
層
に
よ
り
強
制
買
収
さ
れ
た
農
民
の
耕
地
は
多
く
の

場
含
賃
租
経
営
さ
れ
た
も
の
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
多
く
は
売
人
た

る
農
民
に
賃
租
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を

支
え
る
直
接
的
史
料
は
な
い
が
、
天
慶
～
二
年
三
月
昔
三
日
付
美
作
真

生
等
治
…
田
瞭
冗
券
案
（
平
安
蝋
恵
山
又
二
四
七
聞
万
）
。
醐
間
五
月
海
ハ
日
付
一
心
晶
別
鰯
総
堀
天
田

音
寺
牒
案
（
岡
二
五
〇
弩
）
等
に
よ
れ
ば
、
筑
前
国
津
浪
瓢
伏
見
郷
高

田
村
所
在
の
観
世
音
寺
領
綴
暦
庄
田
十
二
町
弱
は
源
敏
が
姉
鴬
遷
の

忌
日
法
事
料
と
し
て
同
年
四
月
五
日
に
施
入
し
た
も
の
で
、
内
六
町

二
段
は
同
三
月
十
三
日
に
故
追
捕
長
美
作
広
前
の
男
真
生
か
ら
買
得

し
た
も
の
で
あ
る
。
而
る
に
右
牒
案
は
、
右
庄
田
経
営
の
た
め
に

「
有
縁
の
田
刀
を
尋
ね
て
預
り
作
る
べ
き
の
由
を
仰
す
れ
ど
も
、

（
公
力
）
役
の
繁
多
を
相
椰
り
預
領
，
す
る
の
人
あ
る
こ
と
な
し
」
と

云
う
現
状
な
の
で
、
田
租
雑
役
等
の
公
役
を
免
除
し
て
欲
し
い
と
筑

前
国
衙
に
申
請
し
て
い
る
。
こ
の
有
縁
の
田
刀
と
は
、
腺
案
の
列
挙

能
る
預
作
人
十
人
中
に
美
作
真
生
他
岡
姓
三
人
の
名
が
見
え
る
事
か

ら
し
て
、
売
却
田
の
本
主
を
指
す
事
が
明
か
で
あ
る
。
売
却
田
を
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

主
が
預
帯
し
た
明
徴
で
あ
る
。

　
又
天
平
宝
字
二
年
正
月
十
二
臼
付
越
前
圏
坂
弁
郡
司
解
に
、
前
年

九
月
十
四
日
符
で
「
寺
家
に
進
む
る
所
の
墾
田
一
百
町
の
地
子
を
進

上
せ
よ
」
と
通
牒
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
墾
闘
は
同
郡
大
領

品
治
部
広
耳
が
東
大
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
句
か
ら

寄
進
の
内
容
が
賃
租
地
子
で
あ
り
、
寄
進
後
も
広
耳
が
寡
実
上
従
前

通
り
経
営
し
て
い
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。
若
し
こ
の
墾
田
が
束
大
寺

司
の
直
営
だ
っ
た
ら
、
寺
司
か
ら
寄
進
者
に
右
の
如
き
符
が
出
さ
れ
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る
事
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
形
式
上
篇
耳
が
寄
進
田
を
寺
か

ら
賃
租
す
る
形
を
と
っ
た
か
ら
地
子
を
進
上
す
る
と
表
現
し
た
の
で

あ
る
。
両
史
料
は
賃
租
・
平
作
と
表
現
用
語
を
異
に
す
る
が
、
旧
主

た
る
在
地
豪
族
が
実
際
経
営
を
維
持
．
し
彼
等
を
通
じ
て
領
主
が
収
取

す
る
と
萎
う
構
造
に
変
り
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
般
農
民
の
田
地
売
却
に
つ
い
て
も
同
じ
事
が
云
い
う
る
と
思
う
。

天
平
勝
宝
三
年
九
月
四
日
官
符
に
、
宅
地
園
圃
の
入
質
を
禁
ず
る
と

共
に
、
既
に
入
質
し
た
宅
地
に
つ
い
て
は
「
寒
期
に
至
る
と
難
も
猶

ま
ま
に
住
亡
し
爾
女
に
酬
遣
せ
し
め
よ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

売
却
田
地
を
嘱
主
た
る
農
民
に
賃
租
さ
せ
る
慣
行
に
倣
っ
た
措
置
で

は
な
か
ろ
う
か
。
前
述
の
如
く
古
代
の
土
地
売
買
に
は
不
動
産
質
的

機
能
が
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
単
・
に
債
権
担
保
の
た
め
だ
け

で
は
な
く
、
同
時
に
質
地
か
ら
の
収
益
を
利
息
に
充
て
る
機
能
を
も

有
し
た
。
従
っ
て
旧
主
藍
債
務
者
が
売
却
地
を
賃
租
す
る
事
は
、
債

務
者
が
耕
地
を
抵
楽
に
入
れ
て
毎
年
利
息
を
払
う
の
と
同
じ
事
に
な

る
。
た
だ
利
率
が
出
挙
は
五
割
な
の
に
、
賃
租
は
二
割
引
云
う
点
が

異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
債
務
者
た
る
農
民
が
使

用
収
益
権
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
、
前
述
の
如
く
土
地
売
買
は
占
有

質
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
事
実
上
は
無
占
有
質
と
な
る
。

　
岸
俊
男
氏
（
「
越
前
擬
來
大
寺
領
荘
園
の
経
滋
『
史
林
駈
一
…
読
登
一
号
、
＝
．
一

三
．
一
七
頁
）
は
賃
租
に
二
種
あ
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
　
一
は
公

田
賃
租
に
最
も
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
豪
族
に
対
す
る
隷
属

関
係
に
拘
束
さ
れ
ず
農
民
の
自
由
意
志
に
基
づ
き
成
立
す
る
所
の
賃

貸
借
契
約
と
し
て
の
賃
租
で
あ
り
、
二
は
豪
族
に
対
す
る
隷
属
関
係

に
よ
り
強
欄
的
に
行
わ
れ
る
賃
租
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
隷
属
関
係

の
性
格
を
明
か
に
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
私
出
挙
を
起
点
と
し
土
地

永
売
に
よ
っ
て
慢
性
化
さ
れ
る
所
の
上
述
の
一
連
の
債
務
関
係
が
こ

の
隷
属
関
係
の
実
態
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
臣

視
的
に
は
賃
租
は
欝
豪
層
対
耕
作
農
民
と
云
う
階
級
関
係
に
基
づ
く

債
務
関
係
の
一
機
能
と
し
て
土
地
永
売
と
不
可
分
的
に
機
能
し
た
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
土
地
売
買
は
階
級
関
係
の
現
象
の
場
で
あ
る
と

云
い
う
る
と
思
う
。

九
こ
の
よ
う
な
賃
租
と
永
売
の
機
能
的
不
可
分
性
は
賃
租
と
永
売

が
用
語
上
区
別
が
な
か
っ
た
事
の
際
因
で
は
な
い
か
と
思
う
。
原
田

慶
吉
氏
『
襖
形
文
字
法
の
研
究
』
　
（
＝
荒
～
…
二
九
買
）
は
古
代
諸
園

法
が
一
般
に
現
実
売
買
主
義
を
固
守
す
る
傾
向
が
著
し
か
っ
た
と
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
。
現
実
売
買
は
即
時
売
買
と
も
云
わ
れ
、
物
と
対

緬
と
の
同
時
交
換
に
よ
り
完
結
す
る
売
買
の
事
で
、
交
換
の
最
も
原
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初
意
又
は
抽
象
的
形
態
と
云
い
う
る
。
し
か
し
交
換
経
済
の
発
達
に

伴
い
、
現
実
売
買
だ
け
で
は
実
際
取
引
上
不
便
に
な
っ
た
か
ら
、
次

第
に
か
け
売
・
手
附
売
買
等
の
債
権
売
質
が
生
じ
た
。
そ
の
起
源
は

古
く
、
ロ
ー
マ
法
で
は
紀
元
前
二
世
紀
頃
概
に
諾
成
契
約
が
認
め
ら

⑧れ
、
中
国
で
は
か
け
売
は
漢
意
以
前
、
手
附
売
買
は
六
・
七
世
紀
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

の
史
料
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
我
国
で
も
律
令
制
以
前
か
ら
オ
ギ
ノ

リ
（
か
け
売
）
・
ア
キ
サ
ス
（
手
附
売
買
）
等
の
慣
醤
が
あ
っ
た
と
推
測

　
　
　
　
⑧

さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
極
初
期
に
は
売
買
の
債
権
性
と
云
う
事
は
観
念
し

難
か
っ
た
と
見
え
、
エ
ヂ
プ
ト
・
ギ
リ
シ
ャ
・
バ
ビ
ロ
ン
・
ア
ッ
シ

リ
ア
法
等
で
は
、
代
価
後
払
の
場
合
は
一
応
現
実
売
買
を
仮
想
し
て

置
き
、
実
際
の
支
払
担
保
の
た
め
に
は
別
に
消
費
貸
借
・
寄
託
等
の

契
約
書
を
作
成
し
、
又
代
価
先
払
の
契
約
は
売
主
の
反
対
給
付
義
務

に
基
づ
く
一
種
の
要
物
契
約
－
売
買
・
消
費
貸
借
の
い
ず
れ
と
も
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

な
る
一
と
観
念
さ
れ
て
い
た
と
云
う
。

　
か
か
る
視
角
は
我
国
の
土
地
売
買
に
も
適
用
し
う
る
と
思
う
。
債

権
豪
然
が
機
能
上
現
実
売
買
か
ら
分
化
し
た
よ
う
に
、
賃
租
や
永
売

も
観
念
的
に
は
現
実
売
買
か
ら
分
化
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

永
売
は
要
物
契
約
と
し
て
の
占
有
望
で
あ
る
が
、
そ
の
実
行
方
法
は

一
応
現
実
売
買
を
仮
想
し
て
負
債
を
対
価
と
す
る
売
券
を
作
る
と
共

に
、
こ
れ
と
一
対
の
消
費
貸
借
契
約
書
と
し
て
直
請
状
・
嶺
挙
露
文

等
を
作
成
し
て
支
払
い
（
重
縫
）
を
担
保
し
（
第
五
章
例
⑤
参
照
）
、
同
時

に
利
息
の
代
り
に
賃
租
価
値
を
収
取
し
た
。
賃
租
と
永
売
が
共
に
売

買
の
語
で
表
わ
さ
れ
た
の
は
か
か
る
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
う
。

一
〇
　
そ
れ
で
は
賃
租
の
語
は
何
故
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
と
併
せ
て
考
う
べ
き
は
業
際
賃
租
条
及
び
声
六
律
過
年
限
賃

租
田
条
の
条
文
の
意
味
で
あ
る
。

　
凡
賃
銀
田
者
、
各
限
一
年
、
園
任
賃
租
及
売
、
皆
須
経
所
都
官
司
申
牒
、

　
然
後
聴
（
賃
租
条
）

律
文
は
第
二
章
に
掲
げ
た
が
、
右
令
条
の
違
反
者
に
対
す
る
処
罰
規

定
で
あ
る
。

　
所
で
闇
題
は
何
故
賃
租
年
限
が
一
年
に
限
定
さ
れ
た
か
と
云
う
点

で
あ
る
。
前
項
に
述
べ
た
よ
う
に
賃
租
が
永
売
の
附
随
機
能
と
し
て

不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
賃
租
年
限
を
一
年
に
限
る
事

は
、
事
実
上
永
売
を
禁
ず
る
の
と
同
じ
効
果
を
鷹
す
事
と
な
ろ
う
。

何
故
な
ら
永
仁
は
債
務
が
償
還
さ
れ
る
迄
は
何
年
で
も
引
続
き
賃
租

料
を
収
取
す
る
契
約
で
あ
り
、
か
か
る
債
務
の
慢
性
化
が
人
身
的
隷

属
関
係
を
生
み
、
大
土
地
私
有
を
促
進
し
た
か
ら
で
あ
る
。
口
分
田
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も
賃
租
を
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
令
条
の
如
く
毎
年
国
郡
司
に
申
告

し
て
認
可
を
得
、
青
苗
簿
に
賃
租
関
係
を
明
記
す
る
事
に
よ
り
班
受

田
主
が
常
に
官
に
よ
り
明
確
に
掘
握
さ
れ
私
的
隷
属
化
の
途
が
絶
た

　
　
　
⑭

れ
て
い
た
。
五
六
年
間
も
無
届
け
で
賃
租
す
れ
ば
律
に
よ
り
処
断
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
永
売
は
永
売
と
し
て
最
初
か
ら
宮
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
賃
租
条
の
規
定
が
永
売
禁
止

令
で
あ
っ
た
と
云
う
内
碑
・
中
田
両
博
士
の
見
解
は
か
か
る
意
味
で

従
う
べ
き
で
あ
る
と
思
う
（
第
二
章
参
照
）
。

脚
一
　
更
に
賃
租
の
語
が
成
立
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
亀
田
氏
の

曇
空
と
用
語
上
区
別
す
る
た
め
だ
っ
た
と
云
う
見
解
に
従
う
べ
き
で

あ
る
。
但
し
そ
の
原
因
は
氏
の
云
わ
れ
る
如
く
軸
心
慣
行
が
新
に
発

生
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
大
化
前
代
の
豪
族
の
大
土
地
所
有
を
抑
制

す
る
た
め
に
、
大
土
地
所
有
発
生
の
基
盤
で
あ
る
土
地
永
売
慣
行
を

制
限
し
て
園
宅
地
・
墾
田
等
に
限
り
認
め
、
口
分
田
等
の
生
産
力
の

高
い
唖
聾
の
上
に
豪
族
支
配
の
及
ぶ
の
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
律
令

制
土
地
政
策
に
あ
っ
た
。
し
か
し
賃
租
は
隷
属
的
賃
租
と
同
時
に
、

土
地
永
売
と
機
能
上
分
化
し
た
単
純
な
賃
貸
借
i
そ
れ
は
公
田
賃
租

や
耕
作
農
民
同
志
の
間
の
賃
租
に
菟
ら
れ
私
的
隷
属
化
の
怖
れ
が
な

か
っ
た
一
と
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
、
、
毎
年
官
司
の
認
可
を
受

け
て
行
う
事
を
許
し
た
。
こ
の
よ
う
に
土
地
永
売
と
機
能
上
の
分
離

を
明
確
に
す
る
必
要
上
「
賃
租
」
な
る
語
が
法
令
用
語
と
し
て
新
た

に
造
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
政
治
的
必
要
か
ら
生
じ
た
語
だ

っ
た
か
ら
、
賃
租
な
る
語
は
法
令
用
語
と
し
て
し
か
通
用
し
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

＝
一
大
宝
違
令
賃
租
条
の
条
文
は
恐
ら
く
「
凡
書
照
者
、
各
限
一

年
、
園
任
売
」
と
云
う
よ
う
な
文
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
最

近
岸
俊
男
賃
（
「
令
集
解
と
大
宝
令
の
復
原
」
『
園
史
大
系
月
報
』
三
九
）
は
大
宝

田
令
公
田
条
の
令
文
の
復
原
に
つ
い
て
、
　
「
賃
租
」
の
語
は
既
に
大

宝
令
に
存
し
、
同
条
古
記
の
ひ
く
「
販
売
」
の
語
は
収
納
地
子
を
価

に
充
て
て
宮
の
必
要
物
資
と
交
易
す
る
意
味
だ
と
云
う
見
解
を
示
さ

れ
た
。
亀
田
氏
は
「
販
売
」
が
養
老
令
文
の
「
賃
租
」
の
語
に
該
当

す
る
大
宝
令
文
の
語
だ
っ
た
と
さ
れ
、
卑
見
で
も
亀
田
氏
の
見
解
に

従
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
販
売
」
の
語
に
関
す
る
限
り
匿
下
の
所
岸

氏
の
見
解
を
否
定
し
う
る
論
拠
を
見
出
す
事
は
困
難
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
仮
に
岸
氏
の
見
解
を
認
め
る
と
し
て
も
、
賃
租
が

一
般
に
売
買
の
語
で
表
わ
さ
れ
た
事
、
殊
に
古
記
が
挙
っ
て
売
買
の

語
を
用
い
て
い
る
か
ら
大
宝
令
の
段
階
で
は
法
令
用
語
と
し
て
も

売
買
の
語
し
か
存
し
な
か
っ
た
事
は
誤
り
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
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（
第
四
章
参
照
）
。
賃
租
条
集
解
の
古
記
に
は
「
賃
租
」
に
代
わ
る
大
宝

令
条
文
の
用
譜
を
推
測
せ
し
め
る
史
料
は
な
い
が
、
田
本
宮
人
百
姓

条
古
記
に
「
限
一
年
売
買
非
也
」
と
あ
る
か
ら
、
大
宝
田
翁
賃
租
条

が
前
述
の
如
く
「
凡
愚
照
寸
劇
一
年
」
と
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
ど

思
う
。
更
に
賃
租
の
語
は
永
売
と
賃
租
を
区
別
し
よ
う
と
云
う
政
治

的
配
慮
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
、
官
司
の
認
可
と
云
う
行
政
措
概
を

伴
っ
て
初
め
て
意
味
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
職
国
官
司
に

永
仁
・
賃
租
共
に
立
券
・
認
可
す
べ
き
事
を
命
じ
た
最
初
の
法
令
が

霊
亀
三
年
十
月
三
日
格
だ
っ
た
ら
し
い
事
は
（
第
三
章
参
照
）
、
養
老
田

令
賃
租
条
の
「
…
…
皆
須
経
所
部
官
司
申
牒
、
豊
後
聴
」
の
箇
所
が
、

大
宝
令
文
に
な
く
、
霊
亀
三
年
格
で
単
独
施
行
さ
れ
て
後
養
老
の
段

階
で
令
文
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
と
云
う
よ
う
に
解
せ
し
め
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

＝
二
　
以
上
の
論
述
で
明
か
に
し
得
た
事
は
、
古
代
の
班
田
農
民
は

そ
の
耕
地
…
口
分
田
・
墾
田
・
賃
租
地
等
を
含
め
て
一
に
対
す
る
所

有
権
を
有
し
た
と
云
う
票
で
あ
る
。
但
し
そ
の
場
合
の
所
有
権
と
は

現
代
の
如
く
債
権
と
峻
別
さ
れ
た
物
権
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、

国
家
公
権
力
に
よ
り
抑
制
さ
れ
た
階
級
関
係
の
現
象
形
態
と
し
て
の

所
有
権
で
あ
る
。
顯
家
が
そ
の
土
地
に
対
し
て
有
す
る
権
利
は
所
有

権
で
は
な
く
、
土
地
を
媒
介
と
し
て
現
わ
れ
る
畳
豪
族
総
督
民
の
階

級
的
対
立
を
抑
制
・
調
整
し
、
そ
の
勢
力
的
均
衡
を
保
と
う
と
す
る

公
権
力
の
作
用
形
態
で
あ
る
。
園
宅
地
・
墾
田
等
に
於
て
は
こ
の
階

級
関
係
は
比
較
的
画
嚢
さ
れ
る
事
な
く
現
象
し
得
た
。
こ
れ
に
反
し

て
口
分
田
等
で
は
階
級
関
係
が
皇
家
権
力
に
よ
り
極
度
に
抑
制
さ
れ
、

一
年
間
の
賃
租
に
於
て
の
み
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
荘
園
制
時
代
に
は
団
一
章
の
上
に
領
主
権
と
小
作
権
と
云
っ
た
よ

う
に
所
有
権
が
重
層
的
に
分
化
し
て
現
象
す
る
。
律
令
時
代
に
は
～

般
に
土
地
所
有
関
係
は
こ
の
よ
う
に
明
確
な
分
化
形
態
を
示
さ
な
い

が
、
こ
れ
は
律
令
時
代
に
こ
の
よ
う
な
重
層
的
土
地
所
有
関
係
が
存

在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
隷
属
約
賃
租
関
係
こ
そ
荘
園
制
下

の
小
作
関
係
と
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
圏
家
公
権
力
に
よ
り
極

度
に
抑
制
さ
れ
た
た
め
に
、
律
令
社
会
の
底
流
に
伏
在
す
る
結
果
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
土
地
売
買
は
こ
の
よ
う
な
律
令
社
会
の
土
地
所

有
権
の
性
格
を
解
明
す
る
最
も
有
効
な
手
掛
り
と
信
ず
る
も
の
で
あ

る
。

　
⑰
　
大
饗
亮
氏
「
賃
租
と
請
作
」
（
『
岡
由
大
学
法
経
学
会
雑
誌
』
一
閥
）
四
八
頁
参

　
　
照
。

　
⑱
岸
俊
男
氏
「
越
前
国
東
大
寺
領
荘
園
の
経
営
」
（
『
史
林
』
慧
距
一
二
）
　
一
一
頁

　
　
参
照
。
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轡
　
天
平
六
年
五
月
廿
征
漏
窟
符
（
三
代
格
）
の
公
私
鶴
挙
稲
の
償
財
と
し
て
、
債

　
務
者
が
田
宅
を
償
い
毎
年
挙
受
す
る
と
あ
る
文
も
、
一
差
農
民
が
自
分
の
売
却
田

　
宅
を
賃
租
す
る
壌
の
一
例
と
し
て
挙
げ
う
る
と
思
う
。
第
七
章
で
こ
れ
を
不
動
産

　
質
の
一
例
と
し
て
挙
げ
た
が
、
土
地
永
売
n
不
動
薩
質
と
玄
う
卑
見
か
ら
す
れ
ば
、

　
田
宅
を
償
う
と
は
腿
宅
を
売
却
す
る
事
と
同
じ
で
あ
り
、
従
っ
て
毎
年
方
陣
（
利

　
息
を
払
っ
て
使
用
貸
借
す
る
）
す
る
と
は
賃
租
を
意
味
す
る
事
と
な
る
。

⑭
　
賃
租
と
中
世
の
小
作
と
が
如
何
に
絹
違
す
る
か
の
問
題
は
、
論
議
が
多
く
今
後

　
な
お
究
明
を
要
す
る
課
題
の
一
で
あ
る
。
中
田
博
士
は
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関

　
す
る
研
究
」
（
『
庄
園
の
研
究
』
一
六
九
・
一
七
〇
百
ハ
）
に
撃
て
、
賃
穏
は
純
然
た

　
る
私
法
上
の
契
約
で
あ
る
が
、
請
作
は
地
主
が
作
入
に
与
え
た
恩
恵
的
行
為
で
、

　
鎌
倉
以
降
の
史
料
に
晃
え
る
恩
給
又
は
給
恩
と
岡
質
で
あ
る
と
さ
れ
、
又
岡
書
六

　
四
～
六
七
頁
で
蔵
姓
の
負
凝
す
る
所
当
と
は
土
地
借
用
の
対
価
で
は
な
く
、
領
主

　
が
菖
姓
に
耕
地
を
与
え
る
の
は
服
従
の
反
対
給
付
と
し
て
の
恩
給
で
縫
務
契
約
で

　
は
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
庄
園
経
営
の
当
初
に
は
賃
租
法
が
適

　
用
さ
れ
た
寧
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
庄
圏
経
営
法
は
途
中
か
ら
変
化
し
た
と
考
え

　
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
時
点
は
少
く
な
く
と
も
延
久
以
降
は
確
実
に
変
化
し
た

　
と
墾
い
う
る
と
さ
れ
る
（
問
書
＝
ハ
九
頁
）
。

　
　
し
か
し
赤
松
俊
秀
博
土
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
（
料
領
主
と
作
人
」
『
史
林
』
四

　
九
i
～
）
、
中
世
の
作
手
に
は
作
手
職
所
有
暫
が
領
導
と
肉
称
し
た
史
料
が
多
く

　
認
め
ら
れ
、
耕
作
権
留
保
付
寄
進
が
作
手
職
成
立
上
重
要
な
意
義
を
聖
楽
っ
て
い

　
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
菓
や
、
賃
租
の
時
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
耕

　
作
権
の
売
買
や
耕
作
権
の
長
期
性
が
何
故
生
じ
た
か
の
問
題
等
未
解
決
の
点
が
多

　
く
、
賃
租
か
ら
譜
作
へ
の
推
移
は
今
後
な
お
究
明
を
要
す
る
所
と
思
う
。

　
　
卑
見
で
も
此
所
で
摺
興
し
う
る
菓
は
、
賃
租
は
一
年
を
限
れ
と
量
う
令
の
規
定

　
は
、
後
述
の
如
く
永
年
賃
租
H
永
代
蚕
簿
を
禁
止
す
る
匿
的
で
田
さ
れ
た
債
務
関

　
係
の
抑
擬
法
で
あ
り
、
そ
の
事
は
長
期
に
わ
た
り
継
続
的
に
毎
年
賃
租
料
を
双
め

　
る
永
年
賃
租
が
雑
令
鰯
以
前
か
ら
既
に
行
わ
れ
て
い
た
鱗
を
物
語
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
又
経
営
権
保
留
の
寄
進
の
例
も
早
く
奈
良
時
代
か
ら
存
し
た
事
は
本

文
所
述
の
品
治
部
広
耳
の
例
か
ら
も
推
測
し
う
る
。
思
し
て
此
等
の
例
は
平
等
な

燭
入
問
の
純
粋
私
法
的
契
約
と
考
え
難
く
、
農
村
社
会
内
部
の
轡
田
導
爆
に
対
す
る

農
畏
の
隷
開
鵬
関
係
が
基
盤
で
あ
る
露
こ
わ
本
論
で
酸
々
指
…
摘
し
た
。
こ
の
田
堵
は
中
霞

博
土
の
前
述
の
如
ぎ
賃
租
と
小
作
の
区
分
法
に
再
考
の
余
地
の
あ
る
審
を
示
す
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
中
世
小
作
制
の
研
究
に
も
関
漣
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
～
で
は
以
上
の
指
摘
に
留
め
た
い
と
思
う
。

　
な
お
大
饗
亮
氏
「
賃
租
と
講
作
」
（
『
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
隔
一
四
）
は
、

中
田
博
士
が
庄
圏
の
土
地
貸
借
法
の
初
期
に
賃
租
法
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
た
の
に

反
対
し
て
、
賃
租
法
は
律
令
綱
的
土
地
糖
度
上
に
の
み
用
い
ら
れ
、
荘
園
制
土
地

制
度
上
で
は
最
初
か
ら
講
作
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
、
講
作
の
初
見
史
料
と
し
て
延

長
六
年
十
二
月
十
七
日
華
顧
果
弟
子
溶
解
（
平
遺
二
三
一
尋
）
を
挙
げ
て
お
ら
れ

る
。

　
右
の
論
拠
は
、
中
田
博
士
が
初
期
賃
租
経
営
魏
の
論
拠
と
さ
れ
た
寛
平
八
年
四

，
月
ご
臼
官
符
の
、
善
姓
の
口
分
田
売
買
及
び
職
位
購
の
賃
租
は
閣
郡
司
を
経
て
立

湿
し
総
藻
の
弾
指
的
あ
ら
し
め
よ
と
の
文
は
、
貴
族
の
土
地
私
有
化
禁
止
・
徴
租

の
確
保
の
一
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
も
う
一
策
た
る
「
除
庄
田
下
位
職

田
中
外
、
　
一
切
不
聴
耕
種
』
と
は
内
容
上
関
浦
［
が
な
い
と
云
う
に
あ
る
。
中
田
…
博

士
は
両
者
は
閥
幽
す
る
も
の
で
、
「
賃
租
職
位
田
と
あ
っ
て
庄
田
の
語
が
な
い
が
、

後
者
か
ら
庄
田
の
語
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
庄
田
賃
租
の
菓
実
を
示
し
た
史

料
で
あ
る
事
が
分
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
、

　
し
か
し
な
が
ら
大
饗
氏
は
前
掲
論
文
凱
陣
頁
に
於
て
「
律
令
側
に
お
い
て
荘
田

の
賃
租
が
許
さ
れ
て
い
た
の
は
既
定
の
事
実
」
だ
っ
た
か
ら
、
右
宮
符
で
…
胴
定
者

が
意
識
的
に
「
庄
田
」
の
語
を
除
い
て
「
賃
租
職
位
田
」
と
記
し
た
と
云
わ
れ
る

が
、
そ
れ
で
は
麿
田
賃
租
の
起
源
は
更
に
平
平
八
年
以
前
に
糊
る
事
と
な
り
、
賃

租
は
荘
園
灘
土
地
制
度
上
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
云
う
氏
の
推
論
に
矛
盾
す
る

事
と
な
る
。
卑
見
で
は
越
前
桑
原
庄
の
例
等
か
ら
見
て
庄
幽
経
営
上
賃
租
が
行
わ
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れ
た
と
す
る
巾
田
博
士
の
見
解
に
従
い
た
い
。

⑪
　
原
田
氏
前
掲
書
一
一
　
五
頁
参
照
。

⑫
　
仁
井
田
博
士
『
中
閾
法
制
史
研
究
』
　
（
土
地
法
・
取
引
法
）

　
頁
参
照
。

鐙
滝
川
博
士
『
目
本
法
制
史
隔
二
〇
〇
頁
参
照
。

ゴ
エ
ハ
九
・
ゴ
一
七
四

⑭
原
田
氏
前
掲
書
。

⑯
　
拙
稿
「
地
エ
↓
と
締
門
藏
」
上
　
（
鴨
矯
本
歴
史
』
　
一
九
五
ロ
万
）
　
山
ハ
田
印
参
画
…
。

（
付
記
）
　
本
稿
執
筆
に
際
し
筆
者
の
暗
い
法
律
学
部
面
で
種
々
御
指
導
下
さ
っ
た
潮

　
見
俊
隆
氏
の
学
恩
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
（
一
九
六
六
年
六
月
稿
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘗
内
庁
帝
陵
郎
勤
務
）
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Land　Dealing　in　the　Anclent　Japan　（III）

　　　　　　by

Yasuaki　Kikuchi

　　As　a　continuation　of　the　last　two　articles，　this　one　tries　to　explain

the　nature　of　the　ancient　pledge　of　real　estate　tkat　it　was　authorised

at　the　beginning　of　t1ユe　RitsMry∂律令system，　and　prohibited　in　the　3rd

’of　Tempy6－S加鱒天平勝宝；on　the　other　hand，　Eibai永売of　Konde・n

墾田or　Entafeuchi園宅地had　been　constantly　carried　on　since　the　early

period　of　Ritsury6　system．　So　since　the　prohibition　of　the　pledge　of

real　estate　there　arose　the　trend　on　the　pretense　of　Eibai，　which　was

carry　out　as　a　way　to　evade　Toleuseirei徳政令in　the　Middle　Ages，　its

origin　can　be　traced　bacl〈　to　the　Ancient　Times　；　at　the　same　time　this

practises　was　not　secondarily　born　for　the　evasion　of　the　pledge　prohi－

bition．，　btit　was　substantially　based　on　indivisibi1ity　between　Eibai　of　land

and　the　pledge　of　real　estate．　To　explain　that　this　indivisibility　was

based　on　the　ancient　social　structure．　character　of　ancient　lancl　owner一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

ship　should　be　proved；　we　examined　the　controversy　and　its　subsequent

concerned　works　on　the　public　or　private　ownership　of　land　in　tke

Anc1ent　Times　since　I）r．　Nafeata中田．

　　The　result　is　that　the　state　right　on　land　was　not　a　proprietary　one；

but　a　transcendental　public　power；　and　landownership　in　the　Ancient

Times　was　a　phenomenon　that　class　antagonism　between　nobles　and

peasants　through　the　medium　o’f　land，　was　controlled　and　adjtisted　by

this　public　power．　The　dual　meaning　Chinso賃租and　Eibai　of

land　dealing　in　the　Ancient　T　imes　was　the　phenomeRon　inevltably

occurred　from　the　chac　racter　i　n　laBd　ownership　in　the　Ancient　Times，

which　could　be　e：　plained　through　our　analysis　of　land　dealing．

A　Study　of Tea　and　Korse　Trade　in　the　Ming

　　　　　centering　around　the　Tea　Act

明Dynasty

　　　　　　by

Mitsgta｝〈a　Tani

　王nthe　Ming明dynasty　Ch’tieh－ch’a－fa確茶法was　at　f辻st　enforced

i簸S罐．σん’uan四川and　Skαn．si陳西，　and　tea　and　hQrse　trade　was　car一

（819）


